
第８ 条例・要綱等 

１ 一宮市防災会議条例 

昭 和 37 年 12 月 26 日  

条 例 第 40 号  

（ 趣 旨 ）  

第１条  こ の 条 例 は 、災 害 対 策 基 本 法（ 昭 和 36 年 法 律 第 223 号 ）第 16 条 第 6 項

の 規 定 に 基 づ き 、 一 宮 市 防 災 会 議 （ 以 下 「 防 災 会 議 」 と い う 。 ） の 所 掌 事 務 、

組 織 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 所 掌 事 務 ）  

第２条  防 災 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

（ １ ） 一 宮 市 地 域 防 災 計 画 を 作 成 し 、 及 び そ の 実 施 を 推 進 す る こ と 。  

（ ２ ）市 長 の 諮 問 に 応 じ て 、市 の 地 域 に 係 る 防 災 に 関 す る 重 要 事 項 を 審 議 す る こ

と 。  

（ ３ ） 前 号 に 規 定 す る 重 要 事 項 に 関 し 、 市 長 に 意 見 を 求 め る こ と 。  

（ ４ ）前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、法 律 又 は こ れ に 基 づ く 政 令 に よ り そ の 権 限 に

属 す る 事 務  

（ 会 長 及 び 委 員 ）  

第３条  防 災 会 議 は 、 会 長 及 び 委 員 45 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  

２  会 長 は 、 市 長 を も っ て 充 て る 。  

３  会 長 は 、 会 務 を 総 理 す る 。  

４  会 長 に 事 故 が あ る と き は 、あ ら か じ め そ の 指 名 す る 委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す

る 。  

５  委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 を も っ て 充 て る 。  

（ １ ） 愛 知 県 一 宮 警 察 署 長  

（ ２ ）市 長 が 市 の 職 員（ 次 号 及 び 第 ４ 号 に 定 め る 者 を 除 く 。）の う ち か ら 指 名 す

る 者  

（ ３ ） 教 育 長  

（ ４ ） 消 防 長 及 び 消 防 団 長  

（ ５ ） 別 に 指 定 す る 公 共 的 団 体 の 職 員 の う ち か ら 市 長 が 任 命 す る 者  

（ ６ ） 愛 知 県 一 宮 建 設 事 務 所 長  

（ ７ ） 愛 知 県 尾 張 農 林 水 産 事 務 所 長  

（ ８ ）自 主 防 災 組 織 を 構 成 す る 者 又 は 学 識 経 験 の あ る 者 の う ち か ら 市 長 が 任 命 す

る 者  

（ ９ ） 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め て 任 命 す る 者  

（ 専 門 委 員 ）  

第４条  防 災 会 議 に 専 門 の 事 項 を 調 査 さ せ る た め 、必 要 に 応 じ て 専 門 委 員 を 置 く

こ と が で き る 。  

２  専 門 委 員 は 、市 の 職 員 、前 条 第 ５ 項 第 ５ 号 に 定 め る 職 員 及 び 学 識 経 験 の あ る

者 の う ち か ら 、 市 長 が 任 命 す る 。  

３  専 門 委 員 は 、当 該 専 門 の 事 項 に 関 す る 調 査 が 終 了 し た と き は 、解 任 さ れ る も

の と す る 。  

（ 会 議 ）  

第５条  防 災 会 議 は 、 必 要 に 応 じ て 会 長 が 招 集 す る 。  
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２  防 災 会 議 は 、委 員 の 総 数 の ２ 分 の １ 以 上 の 出 席 が な け れ ば 、会 議 を 開 き 議 決

を す る こ と が で き な い 。  

３  防 災 会 議 の 議 事 は 、出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、可 否 同 数 の と き は 、会 長 の 決

す る と こ ろ に よ る 。  

（ 雑 則 ）  

第６条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、防 災 会 議 の 議 事 そ の 他 防 災 会 議 の 組 織 及

び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 防 災 会 議 に は か っ て 定 め る 。  

付  則  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  一 宮 市 防 災 会 議 設 置 規 程 （ 昭 和 37 年 一 宮 市 規 程 第 3 号 ） は 、 こ の 条 例 施 行

の 日 か ら 廃 止 す る 。  

付  則 （ 昭 和 38 年 7 月 30 日 条 例 第 14 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 昭 和 39 年 7 月 9 日 条 例 第 42 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 昭 和 40 年 10 月 20 日 条 例 第 41 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 昭 和 49 年 7 月 1 日 条 例 第 30 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 昭 和 56 年 12 月 25 日 条 例 第 46 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 昭 和 60 年 6 月 29 日 条 例 第 18 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 平 成 8 年 12 月 24 日 条 例 第 33 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 平 成 12 年 3 月 27 日 条 例 第 2 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 12 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 平 成 14 年 6 月 26 日 条 例 第 19 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 平 成 17 年 3 月 24 日 条 例 第 41 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 平 成 20 年 6 月 23 日 条 例 第 28 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 平 成 24 年 3 月 27 日 条 例 第 3 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 24 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 平 成 24 年 9 月 24 日 条 例 第 28 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 令 和 4 年 6 月 23 日 条 例 第 28 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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一宮市防災会議委員名簿

会長 一宮市長 

機関名 委員 摘要

愛知県一宮警察署 署長 
愛知県一宮警察署長 
（条例第３条第５項第１号）

一宮市 副市長 
市の職員 
（条例第３条第５項第２号） 

 〃 総合政策部長 〃 
 〃 総務部長 〃 
 〃 財務部長 〃 
 〃 活力創造部長 〃 
 〃 市民健康部長 〃 
 〃 保健所長 〃 
 〃 福祉部長 〃 
 〃 子ども家庭部長 〃 
 〃 病院事業部長 〃 
 〃 建設部長 〃 
 〃 建築部長 〃 
 〃 まちづくり部長 〃 
 〃 水道事業等管理者 〃 
 〃 環境部長 〃 
 〃 議会局長 〃 
 〃 教育委員会事務局教育部長 〃 

一宮市教育委員会 教育長 
教育長 
（条例第３条第５項第３号） 

一宮市消防本部 消防長 
消防長 
（条例第３条第５項第４号） 

一宮市消防団 消防団長 
消防団長 
（ 〃 ） 

愛知県尾張水害予防組合 事務局長 
公共的団体 
（条例第３条第５項第５号） 

東邦ガスネットワーク株式会社一宮事業所 所長 〃 

名古屋鉄道株式会社一宮幹事駅 一宮幹事駅長 〃 

中部電力パワーグリッド株式会社一宮支社 副支社長 〃 

西日本電信電話株式会社東海支店 設備部 部長 〃 

愛知県一宮建設事務所 所長 
愛知県一宮建設事務所長 
（条例第３条第５項第６号）

愛知県尾張農林水産事務所 所長 
愛知県尾張農林水産事務所 
（条例第３条第５項第７号）

一宮市自主防災会連絡協議会 会長 
自主防災組織又は学識経験者 
（条例第３条第５項第８号）

一宮市議会 議長 
市長が必要と認めるもの 
（条例第３条第５項第９号）

  〃 総務委員長 〃 

一般社団法人一宮市医師会 会長 〃 
一般社団法人愛知県トラック協会 
尾西支部（一宮陸運協会） 

会長 〃 

日本郵便株式会社一宮郵便局 局長 〃 
東海旅客鉄道株式会社尾張一宮駅 駅長 〃 
日本赤十字社一宮市地区 地区長 〃 
一宮市赤十字奉仕団 委員長 〃 
一宮市民生児童委員協議会 会長 〃 
一宮防災ボランティアネットワーク 会長 〃 
愛知県尾張県民事務所 所長 〃 
一宮市社会福祉協議会 会長 〃 
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２ 一宮市防災会議運営要綱 
昭和 38 年 9 月 6 日議決

（趣旨） 

第１条 この要綱は、一宮市防災会議条例（昭和 37 年一宮市条例第 40 号。以下「条例」とい

う。）第６条の規定に基づき、一宮市防災会議（以下「防災会議」という。）の運営に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（会長代理） 

第２条 会長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。 

（委員の代理者） 

第３条 委員は、やむを得ない事情により、防災会議に出席できないときは、その代理者を出

席させることができる。 

２ 委員は、あらかじめ前項の代理者を指名し、会長に届け出ておかなければならない。 

（指定公共的団体） 

第３条の２ 条例第３条第５項第５号に定める別に指定する公共的団体とは、次に掲げるもの

とする。 

（１）愛知県尾張水害予防組合 

（２）東邦ガスネットワーク株式会社一宮事業所 

（３）名古屋鉄道株式会社一宮幹事駅 

（４）中部電力パワーグリッド株式会社一宮支社 

（５）西日本電信電話株式会社東海支店 

（異動等の報告） 

第４条 委員（条例第３条第５項第２号に定める者を除く。）に異動等があったときは、後任者

は、その役職名、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。 

（会議の招集通知） 

第５条 会議の招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を記載しなければならない。 

（会議録） 

第６条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。 

（１）会議の日時及び場所 

（２）出席者の職名及び氏名 

（３）会議に付した案件及び議事の経過 

（４）議決した事項 

（５）前各号に掲げるもののほか、参考となる事項 

（専決処分） 

第７条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次に掲げるものについて専決処分するこ

とができる。 

（１）災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。 

（２）災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係

機関相互間の連絡調整を図ること。 

（３）関係行政機関等の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求め

ること。 

（４）一宮市災害対策本部の設置についての意見に関すること。 

２ 会長は、前項の規定により、専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければなら

ない。 

（代表専門委員） 

第８条 専門委員は、その互選により、代表専門委員を選出しなければならない。 

２ 代表専門委員は、調査審議した結果を防災会議に報告しなければならない。 

（幹事会） 
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第８条の２ 防災会議に幹事会を置く。 

２ 幹事は、会長が任命するものとし、危機管理監が幹事会の議長となる。 

３ 幹事会は、次の事項を処理する。 

（１）防災会議に提出する議案の作成 

（２）前号に掲げるもののほか、会長から命ぜられた事項 

（事務局） 

第９条 防災会議の事務を処理させるため、事務局を総合政策部危機管理課に置く。 

２ 事務局に事務局長及び書記を置く。 

３ 事務局長は、総合政策部危機管理課長をもって充てる。 

４ 書記は、市の職員のうちから市長が指名する。 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定めるものとする。 

付 則 

この要綱は、議決の日から施行する。 

付 則（昭和 49 年 5 月 31 日議決） 

この要綱は、昭和 49 年 7 月 1 日から施行する。 

付 則（昭和 57 年 7 月 7 日議決） 

この要綱は、昭和 57 年 7 月 7 日から施行する。 

付 則（昭和 60 年 7 月 12 日議決） 

この要綱は、議決の日から施行する。 

付 則（昭和 61 年 7 月 11 日議決） 

この要綱は、議決の日から施行する。 

付 則（平成元年 7 月 13 日議決） 

この要綱は、平成元年 7 月 13 日から施行する。 

付 則（平成 2 年 7 月 13 日議決） 

この要綱は、平成 2 年 7 月 13 日から施行する。 

付 則（平成 3 年 7 月 19 日議決） 

この要綱は、平成 3 年 7 月 19 日から施行する。 

付 則（平成 13 年 8 月 31 日議決） 

この要綱は、平成 13 年 8 月 31 日から施行する。 

付 則（平成 17 年 11 月 30 日議決） 

この要綱は、平成 17 年 11 月 30 日から施行する。 

付 則（平成 20 年 11 月 27 日議決） 

この要綱は、平成 20 年 11 月 27 日から施行する。 

付 則（平成 29 年 3 月 23 日議決） 

この要綱は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則（平成 31 年 3 月 22 日議決） 

この要綱は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則（令和 2 年 3 月 25 日議決） 

この要綱は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則(令和 3 年 12 月 17 日議決) 

この要綱は、令和 3 年 12 月 17 日から施行する。 

付 則(令和 4 年 4 月 7 日議決) 

この要綱は、令和 4 年 4 月 7 日から施行する。 

付 則(令和 5 年 7 月 12 日議決) 

この要綱は、令和 5 年 7 月 12 日から施行する。 
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一宮市防災会議幹事会名簿 

議長 一宮市総合政策部 危機管理監 

幹事 愛知県一宮警察署 警備課長 

〃  〃 一宮建設事務所 
総務課企画・防災グループ 
課長補佐 

〃  〃 尾張農林水産事務所 総務課総務グループ課長補佐 

〃 西日本電信電話株式会社東海支店 設備部フィールドサービスセンタ長 

〃 名古屋鉄道株式会社一宮幹事駅 一宮幹事駅長 

〃 中部電力パワーグリッド株式会社一宮支社 総務グループ長 

〃 東邦ガスネットワーク株式会社一宮事業所 チーフ 

〃 一般社団法人一宮市医師会 理事 

〃 日本郵便株式会社一宮郵便局 総務部長 

〃 東海旅客鉄道株式会社尾張一宮駅 助役 

〃 日本赤十字社一宮市地区  事務長 

〃 一宮市自主防災会連絡協議会  副会長 

〃 一宮市民生児童委員協議会  副会長 

〃 愛知県尾張県民事務所  防災安全課長 

〃 一宮市社会福祉協議会  総務課長 

〃 一宮市総合政策部  （本部付） ※政策課専任課長 

〃 〃  〃     （総括本部） 危機管理課専任課長 

〃  〃 議会局    （議会本部付） 総務課専任課長 

〃  〃 総務部    （総務部） ※行政課専任課長 

〃 〃  〃     （協力部） 人事課専任課長 

〃 〃 財務部    （総務部） 財政課専任課長 

〃  〃 活力創造部  （調査情報部） 産業振興課専任課長 

〃  〃 市民健康部  （市民部） 保険年金課専任課長 

〃  〃 保健所    （市民部） 保健総務課専任課長 

〃  〃 福祉部    （福祉部） 福祉総務課専任課長 

〃 〃 子ども家庭部 （子ども家庭部） 子育て支援課専任課長 

〃  〃 環境部    （環境部） 環境政策課専任課長 

〃  〃 消防本部   （救出防災部） 総務課専任課長 

〃  〃 会計課    （経理部） 会計課専任課長 

〃  〃 建設部    （建設部） ※建設総務課専任課長 

〃 〃  〃     （ 〃 ） 維持課専任課長 

〃 〃 まちづくり部 （まちづくり部） 都市計画課専任課長 

〃 〃 建築部    （建築部） 建築指導課専任課長 

〃  〃 上下水道部  （上下水道部） 計画調整課専任課長 

〃 
 〃 教育委員会事務局教育部

（文教部） 
総務課専任課長 

〃  〃 病院事業部  （医療部）  管理課専任課長 

  ※代表幹事 
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一宮市防災会議事務局職員名簿 

事務局長 危機管理課長       

書記 総合政策部 危機管理課 危機管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （総括本部） 

〃  〃 政策課 政策ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （本部付） 

〃 議会局 総務課 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （議会本部付） 

〃 総務部 行政課 分権・法制ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （総務部） 

〃  〃 人事課 人事・給与ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （協力部） 

〃 財務部 財政課 財政・調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （総務部） 

〃 活力創造部 産業振興課 商工・労政・融資ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （調査情報部） 

〃 市民健康部 保険年金課 庶務ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （市民部） 

〃 福祉部 福祉総務課 福祉総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （福祉部） 

〃 子ども家庭部 子育て支援課 企画・調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （こども部） 

〃 環境部 環境政策課 環境政策ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （環境部） 

〃 消防本部 総務課 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （救出防災部） 

〃 会計課 審査・出納ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （経理部） 

〃 建設部 建設総務課 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （建設部） 

〃  〃 維持課 道路維持ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐  

〃 まちづくり部 都市計画課 都市計画・広域事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （まちづくり部） 

〃 建築部 建築指導課 建築安全推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐  

〃 上下水道部 経営総務課 総務・契約ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （上下水道部） 

〃 
教育委員会事務局 
教育部 

総務課 学校事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （文教部） 

〃 
病院事業部 
市民病院事務局 

管理課 総務人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長補佐 （医療部） 
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３ 一宮市災害対策本部条例 

昭和 37 年 12 月 26 日

条例第 41 号

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 23 条の２第８項の規定に

基づき、一宮市災害対策本部（以下「本部」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。

（災害対策本部長及び副本部長） 

第２条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、本部の事務を総括し、本部の職員を指

揮監督する。

２ 本部に副本部長を置く。

３ 副本部長は、副市長とする。

４ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

（部の設置） 

第３条 本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。

２ 部に部長及び部員を置く。

３ 部長は災害対策本部員のうちから、部員はその他の職員のうちから本部長が指名する。

４ 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

５ 部員は、部長の命を受けて部の事務を処理する。

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置く。

２ 現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員は、副本部長及び災害対策本部

員その他の職員のうちから本部長が指名する。

３ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

（雑則） 

第５条 この条例に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定

める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（昭和 39 年 7 月 9 日条例第 43 号）

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（昭和 45 年 3 月 28 日条例第 20 号）

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（平成 8 年 3 月 28 日条例第 4 号）

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（平成 19 年 3 月 28 日条例第 1 号）抄  

この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

（１） 第１章の規定 平成 19 年 4 月 1 日 

付 則（平成 24 年 9 月 24 日条例第 28 号）

この条例は、公布の日から施行する。
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４ 一宮市災害対策本部要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、一宮市災害対策本部条例（昭和３７年一宮市条例第４１号。以下「条例」

という。）第５条の規定に基づき、一宮市災害対策本部（以下「本部」という。）の組織及び

運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（災害対策本部員） 

第２条 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、別表第１に掲げる各部の部長を持って

充てる。

（本部員会議） 

第３条 本部に本部員会議（以下「会議」という。）を置く。

２ 会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、災害対策の基本的事項について協議決定

し、その実施を推進する。

３ 会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が会務を総理する。

（部及び班） 

第４条 本部に別表第１に掲げる部及び班を置き、同表に掲げる事務を分掌させる。ただし、

大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言等が発令された場合は、同表に掲げる事務を分

掌させるとともに、別表第２に掲げる事務も併せて分掌させる。また、南海トラフ地震注意

情報等が発表された場合には、別表第１及び別表第２に掲げる事務についての準備等の措置

を実施させる。

２ 部に部長を置く。

３ 部に必要に応じて部長職務代理者を置くことができる。

４ 部長職務代理者は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

５ 班に班長及び副班長を置く。

６ 班長は、班の所掌事務について部長を補佐するとともに、上司の命を受けてその事務の処

理にあたる。

７ 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。

（災害対策本部受付要員） 

第５条 本部に、電話通報による災害情報を受付けるための要員（以下「災害対策本部受付要

員」という。）を置く。

２ 災害対策本部受付要員は、本部長が別に指定する。

（臨時又は特別な業務の処理） 

第６条 本部長は、臨時又は特別な業務については、この要綱に定めるもののほか、必要な組

織を設置し、又はこの要綱において当該業務を処理すべきものと定められた組織以外の組織

若しくは職員を指定して処理させることができる。

（非常配備態勢） 

第７条 本部の各組織は、別に定める基準に基づき、非常配備態勢を整備し、災害応急対策の

強力かつ円滑な実施及び職員の合理的配置を図るものとする。

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。

付 則

この要綱は、平成８年７月２４日から施行する。

付 則

この要綱は、平成９年９月２４日から施行する。
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付 則

この要綱は、平成１０年１０月１９日から施行する。

付 則

この要綱は、平成１２年１１月３０日から施行する。

付 則

この要綱は、平成１３年１０月１８日から施行する。

付 則

この要綱は、平成１４年３月２９日から施行する。

付 則

この要綱は、平成１４年１１月１２日から施行する。

付 則

この要綱は、平成１６年４月３０日から施行する。

付 則

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成２４年１月２５日から施行する。

付 則

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成２６年３月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成２８年３月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成２９年３月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成３０年３月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成３１年３月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

 付 則

この要綱は、令和元年１１月１日から施行する。

 付 則

この要綱は、令和３年５月１日から施行する。

付 則
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この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

付 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

付 則

この要綱は、令和５年６月１日から施行する。

付 則

この要綱は、令和６年３月１日から施行する。

  付 則

この要綱は、２０２５年４月１日から施行する。
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一宮市災害対策本部要綱 別表第１ 

〔緊急初動部〕  

部     長 総合政策部長

部長職務代理者 総務部長、財務部長、活力創造部長、市民健康部長、福祉部長、

子ども家庭部長

班   名
班 長

副班長
係 所掌事務

本部班 政策課長 

財政課長 

政策課専任課長 

財政課専任課長

１ 地区連絡所及び指定避難所との情報収集及

び伝達に関すること。 

２ 地区連絡所及び指定避難所の連絡調整に関

すること。

地区連絡所班 指名職員 指名職員 

出張所職員 

１ 地区連絡所の設置に関すること。 

２ 情報収集及び本部との連絡に関すること。 

３ 避難誘導に関すること。 

４ 被害状況の調査に関すること。 

５ 避難所の設営協力に関すること。 

６ 救助物資の配分の協力に関すること。 

７ 義援物資の配分の協力に関すること。 

８ 被災証明書等の発行に関すること。 

９ その他応急対策に関すること。 

指定避難所班 指名職員 指名職員 １ 避難所の設置及び運営に関すること。 

２ 避難所の管理及び連絡調整に関すること。 

３ 避難誘導等に関すること。 

４ 避難者の救援措置に関すること。 

５ 避難所に関する各種記録作成に関すること。 

６ 仮設トイレの設置に関すること。 

備考 １ 緊急初動部の活動は、地域防災計画に定める地震第３非常配備体制が発令された場

合（南海トラフ地震臨時情報の発表に伴う地震第３非常配備完了後に発令された場合

を除く。）に設置する。

   ２ 緊急初動部に、本部班、地区連絡所班及び指定避難所班を置く。

（１）本部班は、統括拠点として、災害対策本部内に設置する。

（２）地区連絡所班は、災害対策活動の地区拠点として、市役所本庁舎、尾西庁舎、木

曽川庁舎及び市各出張所の１３箇所に地区連絡所を設置する。

（３）指定避難所班は、避難所のうちの小・中学校を指定避難所として開設し、地区の

避難体制を確立する。

   ３ 緊急初動部の配備人員は次のとおりとする。

（１）地区連絡所班員は、尾西庁舎、木曽川庁舎、市各出張所勤務者及び居住地が地区

連絡所に近い職員のうちから災害対策本部長があらかじめ指名した者とする。

（２）指定避難所班員は、居住地が指定避難所に近い職員のうちから災害対策本部長が

あらかじめ指名した者とする。

   ４ 緊急初動部から通常の組織体制への移行は、災害対策本部長の命による。
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〔総括本部〕 

部     長 危機管理担当部長

部長職務代理者 危機管理課長

班   名
班 長

副班長
係 所掌事務

総括本部班 危機管理課長 

危機管理課専任課長 

総括本部係 

（危機管理課）

１ 本部の設置及び運営に関すること。 

２ 本部長の指示、命令の伝達に関すること。 

３ 防災行政無線の運用統制に関すること。 

４ 本部員会議の開催に関すること。 

５ 気象情報､災害情報の把握及び伝達に関する 

こと。 

６ 自衛隊の派遣、撤収要求等に関すること。 

７ 対外応援要請に関すること。 

８ 県その他関係機関との連絡調整に関する 

こと。 

９ 災害状況のとりまとめ及び県への報告に 

関すること。 

〔本部付〕 

部     長 総合政策部長

部長職務代理者 総合政策部次長

班   名
班 長

副班長
係 所掌事務

秘書班 秘書課長

秘書課専任課長

秘書係

（秘書課）

１ 本部長及び副本部長の秘書に関すること。

２ 国及び他の地方公共団体等からの災害視察

の接遇に関すること。

３ 他機関等からの援助に対する儀礼に関する

こと。

報道班 広報課長

広報課専任課長

報道係

（広報課）

１ 災害に関する広報及び広聴に関すること。

２ 報道機関に対する連絡及び情報提供に

関すること。

３ 被害の状況、応急対策活動等の取材及び

被害写真、記録映画等の制作に関すること。

４ 各種広報資料の作成配布に関すること。

政策班 政策課長

政策課専任課長

政策係

（政策課）

災害相談窓口の設置及び相談業務に関すること。

市民協働班 市民協働課長

市民協働課専任課長

市民協働係

（市民協働課）

１ 本部の運営補助に関すること。

２ 町会長等との連絡及び協力要請に関する

こと。
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〔議会本部付〕 

部     長 議会局長

部長職務代理者 議会局次長 

班   名
班 長

副班長
係 所掌事務

議会班 議事調査課長

議事調査課専任課長

庶務課専任課長

議会係

（議会事務局）

１ 市議会関係の情報収集・伝達に関すること。

２ 被災議員の調査に関すること。

３ 国会及び県会議員等の災害視察及び見舞者

の接遇に関すること。

〔総務部〕 

部     長 総務部長

部長職務代理者 総務部次長、財務部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

財務班 財政課長 

財政課専任課長 

財務係 

（財政課） 

１ 災害の応急費及び復旧費の財政措置に 

関すること。 

２ 各部の予算調整に関すること。 

３ その他災害関係費の財政措置に関すること。 

４ 災害にかかる市債の収入支出命令及び 

出納に関すること。 

５ 避難広報に関すること。 

管財班 資産経営課長 

資産経営専任課長 

運輸係 

（資産経営課） 

１ 配車及び輸送に関すること。 

２ 輸送車両の借り上げに関すること。 

施設係 

（資産経営課） 
市有財産の被害のとりまとめに関すること。 

情報班 デジタル推進室長 

デジタル推進室専任課長

情報係 

（デジタル推進室）

１ 情報処理機器及びネットワーク設備の 

被害の取りまとめに関すること。 

２ システムの被害のとりまとめに関すること。 

３ 避難広報に協力すること。 

労務班 人事課長 

人事課専任課長 

労務係 

（人事課） 

１ 職員の動員及び調整に関すること。 

２ 他の行政機関職員の応援要請に関すること。 

３ 応急救助のための賃金職員等の雇用に 

関すること。 

４ 奉仕団、ボランティア団体の受付に関すること。 

５ 被災職員等の調査に関すること。 

６ 職員の人事、給与等に関すること。 

７ 職員用飲食料、寝具等の厚生に関すること。 
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〔調査情報部〕 

部     長 活力創造部長

部長職務代理者 活力創造部次長、監査事務局長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

庶務班 産業振興課長 

観光交流課長 

観光交流課専任課長

産業振興課専任課長

監査事務局専任課長

庶務係 

（産業振興課） 

（観光交流課） 

１ 地区連絡所総括及び人員配置に関すること。 

２ 被害調査結果のとりまとめに関すること。 

３ 市有財産の被害調査の協力に関すること。 

４ 情報の収集・伝達及び本部との連絡に関する 

こと。 

５ 被災証明書等の発行に関すること。 

宮西班 市民課長 

市民課専任課長 

調査係 

（行政課） 

（市民課） 

（納税課） 

（市民税課） 

（資産税課） 

（観光交流課） 

（産業振興課） 

（農業振興課） 

（監査事務局） 

（窓口課（尾西）） 

（総務管理課（尾西））

（総務窓口課(木曽川)）

（各出張所） 

１ 地区連絡所の設置に関すること。 

２ 情報の収集・伝達に関すること。 

３ 避難情報の広報及び避難誘導に関すること。 

４ 被害状況の調査に関すること。 

５ 避難所の設営協力に関すること。 

６ 救助物資の配分の協力に関すること。 

７ 義援物資の配分の協力に関すること。 

８ 所管施設の運営に関すること。 

９ 遺体の処理手続きに関すること。 

10 その他応急対策に関すること。 

貴船班 納税課長 

納税課専任課長 

神山班 市民税課長 

市民税課専任課長 

大志班 資産税課長 

資産税課専任課長 

向山班 農業振興課主監 

農業振興課専任課長

富士班 行政課長 

行政課主監 

行政課専任課長 

葉栗班 

西成班  

丹陽班  

浅井班  

北方班 出張所長 

大和班 出張所課長補佐 

今伊勢班  

奥班  

萩原班  

千秋班  

尾西班 窓口課長（尾西） 

総務管理課長（尾西）

窓口課専任課長（尾西）

総務管理課専任課長（尾西）

木曽川班 総務窓口課長（木曽川）

総務窓口課専任課長（木曽川）
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産業班 産業振興課長 

観光交流課長 

観光交流課専任課長

産業振興課専任課長

産業係 

（産業振興課） 

（観光交流課） 

１ 生活必需物資の確保に関すること。 

２ 産業関係機関の被害調査に関すること。 

３ 産業対策の連絡調整に関すること。 

４ 産業の金融事業調査並びに特別措置に 

関すること。 

５ 中小企業に対する復旧資金の斡旋並びに 

助成に関すること。 

農務班 農業振興課長 

農業振興課主監 

農業振興課専任課長

農務係 

（農業振興課） 

１ 食品の確保に関すること。 

２ 農作物及び農業施設の被害調査に関する 

こと。 

３ 農家の経営復旧に関すること。 

４ 被災農林業者の金融に関すること。 

スポーツ・ 

指定管理班 

スポーツ課長 

指定管理課長 

スポーツ課専任課長

指定管理課専任課長

協力係 

（スポーツ課） 

（指定管理課） 

所管施設避難所の設置及び運営協力に関する 

こと。 

図書館班 図書館管理課長 

中央図書館専任課長

尾西図書館専任課長

玉堂記念木曽川図書館専任課長

子ども文化広場図書館専任課長

協力係 

（図書館管理課） 

避難所の運営協力に関すること。 

博物館班 博物館管理課長 

一宮市博物館専任課長

木曽川資料館専任課長

尾西歴史民俗資料館専任課長

三岸節子記念美術館専任課長

協力係 

（博物館管理課）

１ 避難所の運営協力に関すること。 

２ 文化財等の被害調査及び復旧指導に関する 

こと。 

※地区連絡所：本庁舎・尾西庁舎・木曽川庁舎・市各出張所の１３箇所 
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〔市民部〕 

部     長 市民健康部長

部長職務代理者 保健所長、市民健康部次長、保健所次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

避難所班 保険年金課長

保険年金課専任課長

庶務係

（保険年金課）

１ 避難所に関する被害状況の記録及び報告に

関すること。

２ 避難所対策の企画調整に関すること。 

避難所係 

（保険年金課） 

（保健総務課） 

（保健衛生課） 

（保健予防課） 

（健康支援課） 

（福祉総務課） 

（福祉総合相談室）

（指導観察室） 

（障害福祉課） 

（生活福祉課） 

（高年福祉課） 

（介護保険課） 

（子育て支援課） 

（保育施設監査室）

（子ども家庭相談課）

（保育課） 

（保育課各保育園）

１ 避難所の設置及び運営に関すること。

２ 避難所の管理及び連絡調整に関すること。

３ 避難者の救援措置に関すること。

４ 避難所に関する各種記録に関すること。

保健所運営班 保健総務課長

保健衛生課長

保健予防課長

健康支援課長

保健総務課専任課長

保健衛生課専任課長

保健予防課専任課長

健康支援課専任課長

庶務係

保健所運営係

受援調整係

医薬品等調整係

医療支援係

医療救護係

（保健総務課）

（保健衛生課）

（保健予防課）

（健康支援課）

１ 保健所の機能維持に関すること。

２ 地域の医療支援体制に関すること。

３ 医療救護所の運営に関すること。

４ 医師会、歯科医師会、薬剤師会等、関係機関

との連絡調整に関すること。

５ 医療薬剤、資材の調達及び配分に関する

こと。

保健活動班 健康支援課長

保健総務課長

保健衛生課長

保健予防課長

健康支援課専任課長

保健総務課専任課長

保健衛生課専任課長

保健予防課専任課長

庶務係

地区統括係

医療救護係

保健活動係

（健康支援課）

（保健総務課）

（保健衛生課）

（保健予防課）

１ 派遣保健師等の活動調整に関すること。

２ 医療救護班による避難所等への巡回診療に

関すること。

３ 避難所等における保健指導に関すること。
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衛生活動班 保健衛生課長

保健予防課長

保健衛生課専任課長

保健予防課専任課長

庶務係

衛生活動係

（保健衛生課）

（保健予防課）

１ 食品衛生に関すること。

２ 災害時のペットに関すること。

３ 感染症予防に関すること。

４ 防疫活動に関すること。

〔福祉部〕 

部     長 福祉部長

部長職務代理者 福祉部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

福祉班 福祉総務課長

福祉総合相談室長 

指導監査室長

障害福祉課長 

生活福祉課長

高年福祉課長

介護保険課長

福祉総務課専任課長

福祉総合相談室専任課長

障害福祉課専任課長

生活福祉課専任課長

高年福祉課専任課長

介護保険課専任課長

庶務係

（福祉総務課）

１ 災害救助法にもとづく（適用除外時を含む）

救助のとりまとめに関すること。

２ 日本赤十字社愛知県支部との連絡に関する

こと。

３ 社会福祉団体との連絡及び協力要請に

関すること。

４ 奉仕団体との連絡及び協力要請に関する

こと。

救助係

（福祉総務課）

（福祉総合相談室）

（指導監査室） 

（障害福祉課） 

（生活福祉課）

（高年福祉課）

（介護保険課）

１ 義援金、義援物資の配分に関すること。

２ 救助物資の配分に関すること。

３ 罹災者に対する世帯更生資金等の貸付け

及び生活保護に関すること。

４ 高齢者等災害時要援護者対策に関すること。

５ 住宅の入居の協力に関すること。

福祉施設班  協力係 

（いずみ作業所） 

（いずみ第２作業所） 

（いずみフレンズ） 

（いずみ福祉園） 

所管施設の運営に関すること。 

210



〔こども部〕 

部     長 子ども家庭部長

部長職務代理者 子ども家庭部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

児童班 保育課長

子育て支援課長

保育施設監査室長

子ども家庭相談課長

保育課専任課長

子育て支援課専任課長

保育施設監査室専任課長

子ども家庭相談課専任課長

保育係

（保育課）

１ 被災園児の応急保育に関すること。

２ 所管施設の被害のとりまとめに関すること。

３ 応急修理計画の樹立に関すること。

児童係

（子育て支援課）

（保育施設監査室）

１ 被災児童の応急保育に関すること。

２ 所管施設の被害のとりまとめに関すること。

３ 応急修理計画の樹立に関すること。

協力係

（子ども家庭相談課）

児童班内の各係（保育係、児童係）の応援に

関すること。

青少年班 青少年課長 

青少年課専任課長

協力係 

（青少年課） 

所管施設の運営に関すること。 

福祉施設班 いずみ学園長 

朝日荘長 

いずみ学園専任課長

朝日荘課長補佐 

協力係 

（いずみ学園） 

（朝日荘） 

所管施設の運営に関すること。 

〔環境部〕 

部     長 環境部長

部長職務代理者 環境部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

環境総務班 環境政策課長 

環境政策課専任課長

庶務係 

（環境政策課） 

（霊園管理事務所）

１ 環境部の災害対策活動のとりまとめに 

関すること。 

２ 埋火葬に関すること。 

環境保全班 環境保全課長 

環境保全課専任課長

保全係 

（環境保全課） 

１ 工場、事業場における汚染物質の流出状況の 

把握及び拡散防止対策等の指導に関すること。 

２ 河川水質異常対応に関すること。 

廃棄物対策班 廃棄物対策課長 

廃棄物対策課専任課長

調整係 

（廃棄物対策課） 

（収集業務課） 

１ 災害廃棄物対策の統括。 

２ し尿の収集に関すること。 

対策係 

（廃棄物対策課） 

（施設管理課） 

廃棄物収集班 収集業務課長 

収集業務課専任課長

収集係 

（収集業務課） 

ごみの収集に関すること。 

廃棄物処理班 施設管理課長 

施設管理課専任課長

処理係 

（施設管理課） 

（廃棄物対策課） 

ごみ、し尿の処理に関すること。 
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〔救出防災部〕 

部     長 消防長

部長職務代理者 消防次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

総務班 総務課長 

総務課専任課長 

総務係 

（総務課） 

１ 消防団員の招集に関すること。 

２ 消防団本部の設置に関すること。 

３ 消防団（水防団）の運用、活動指導に関する 

こと。 

４ 消防職員等の飲食料、寝具等の調達に関する 

こと。 

５ 被災職員（消防職員等）の調査に関すること。 

予防班 予防課長 

予防課専任課長 

予防係 

（予防課） 

１ 出火防止等災害広報に関すること。 

２ 火災予防、避難対策に関すること。 

３ 火災等の調査、記録及び資料の作成に関する 

こと。 

４ 危険物保有施設、消防法関連施設の警戒予防 

活動の指導に関すること。 

５ 危険物保有施設の事故等の対応に関する 

こと。 

管理調整班 消防救急課長 

消防救急課専任課長

管理調整係 

（消防救急課） 

１ 救出防災班員の招集に関すること。 

２ 救出防災班の連絡調整に関すること。 

３ 車両及び機械器具の整備に関すること。 

４ 消防活動状況の調査、記録、資料の作成に 

関すること。 

５ 庁舎等消防施設の被害状況の調査、応急措置 

に関すること。 

６ 消防用車両等の燃料の調達に関すること。 

７ 消防活動用資機材の確保に関すること。 

８ 消防庁舎、施設の防護措置に関すること。 

９ 応援消防隊との連絡、接遇に関すること。 

情報班 通信指令課長 

通信指令課専任課長

情報係 

（通信指令課） 

１ 各種情報の収集・伝達に関すること。 

２ 気象情報、災害情報の把握及び報告に関する 

こと。 

３ 消防防災通信の運用及び統制に関すること。 

４ 無線通信機器の点検と予備品の確保に関する 

こと。 

５ 消防部隊の運用及び統制並びにその記録に 

関すること。 

救出防災班 一宮消防署長 

尾西消防署長 

木曽川消防署長 

分署長 

担当司令 

警防係 

（指揮係） 

（警防係） 

１ 警防活動に関すること。 

２ 情報収集及び広報に関すること。 

３ 遺体の捜索に関すること。 

救急救助係 

（救助係） 

（救急係） 

１ 救急救助活動に関すること。 

２ 情報収集及び広報に関すること。 

３ 医療関係、救護所との連絡調整に関すること。 

４ 応急救護所の設置及び応急処置等に関する 

こと。 

５ 遺体の捜索に関すること。 
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〔経理部〕 

部     長 財務部長

部長職務代理者 会計管理者

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

会計班 会計課長 

会計課専任課長 

庶務係 

（会計課） 

１ 災害応急復旧に要する資金の調達に関する 

こと。 

２ 義援金の受付け及び出納に関すること。 

契約班 契約課長 

契約課専任課長 

調達係 

（契約課） 

１ 義援物資の受付け及び出納に関すること。 

２ 災害応急復旧物品の購入、各種契約に関する 

こと。 

３ 燃料、その他災害活動用物資の調達に関する 

こと。 

〔建設部〕 

部     長 建設部長

部長職務代理者 建設部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

建設総務班 建設総務課長 

建設総務課専任課長

庶務係 

（建設総務課） 

１ 建設部の災害対策活動のとりまとめに 

関すること。 

２ 応急復旧用資材の調達に関すること。 

３ 避難広報に関すること。（風水害） 

維持班 維持課長 

道水路管理課長 

維持課専任課長 

道水路管理課専任課長

協力係 

（維持課） 

（道水路管理課） 

１ 応急復旧用土木資材の調達に関すること。 

２ 災害箇所の被害状況調査及び復旧に関する 

こと。 

３ 交通情報の収集及び連絡に関すること。 

４ 占用者との連絡調整に関すること。 

５ 土木関係業者との連絡及び協力要請に 

関すること。 

６ 土木作業用車両等の借上げに関すること。 

道路班 道路課長 

工事検査課長 

道路課専任課長 

道路係 

（道路課） 

（工事検査課） 

１ 道路（街路樹を含む｡）、河川、水路、重要 

樋門、施行中区画整理地区の被害状況調査 

及び報告に関すること。 

２ 道路の復旧、指導に関すること。 

３ 道路に関する防災関係機関との連絡調整に 

関すること。 

治水班 治水課長 

治水課専任課長 

調査係 

（治水課） 

１ 道路（街路樹を含む｡）、河川、水路、重要 

樋門、施行中区画整理地区の被害状況調査 

及び報告に関すること。 

２ 河川・水路の復旧、指導に関すること。 

３ 避難広報に関すること。（風水害） 
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〔まちづくり部〕 

部     長 まちづくり部長

部長職務代理者 まちづくり部参事、まちづくり部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

都市計画班 都市計画課長 

地域交通課長 

区画整理課長 

都市計画課専任課長

地域交通課専任課長

区画整理課専任課長

計画係 

（都市計画課） 

（地域交通課） 

（区画整理課） 

１ 道路（街路樹を含む｡）、河川、水路、重要 

樋門、施行中区画整理地区の被害状況調査 

及び報告に関すること。 

２ 施行中区画整理地区内の復旧、指導に関する 

こと。 

３ 自動車専用道路の被害状況調査及び報告に 

関すること。 

４ 地域交通情報の収集及び連絡に関すること。 

５ 避難広報に関すること。（風水害） 

公園緑地班 公園緑地課長 

公園緑地課専任課長 

公園緑地係 

（公園緑地課） 

１ 公園緑地の被害状況調査、報告、及び復旧に 

関すること。 

２ 街路樹の復旧に関すること。 

〔建築部〕 

部     長 建築部長

部長職務代理者 建築部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

建築班 建築指導課長 

公共建築課長 

住宅政策課長 

建築指導課専任課長 

公共建築課専任課長 

住宅政策課専任課長 

建築係 

（建築指導課） 

（公共建築課） 

（住宅政策課） 

１ 被災建築物の応急危険度判定に関すること。 

２ 被災者の住宅相談に関すること。 

３ 建築関係業者との連絡及び協力要請に 

関すること。 

４ 避難広報に関すること。（風水害） 

５ 応急復旧用建築資材の調達に関すること。 

６ 応急仮設住宅の建築及び入居に関すること。 

７ 避難所の応急修理に関すること。 

８ 公営住宅の入居に関すること。 

９ 市有建物の応急修理に関すること。 

10 建築用車両等の借上げに関すること。 

11 道路（街路樹を含む｡）、河川、水路、重要 

樋門、施工中区画整理地区の被害状況調査 

及び報告に関すること。 
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〔上下水道部〕 

部     長 上下水道部長

部長職務代理者 上下水道部次長

班   名 
班 長 
副班長 

係 所掌事務 

災害調整室 計画調整課長 

計画調整課専任課長

災害調整係 
（計画調整課） 

１ 指令室会議の開催及び決定事項の周知に 
関すること。 

２ 支援要請、撤収に関すること。 
３ 他機関との連絡調整及び情報提供に関する

こと。 
総務班 経営総務課長 

経営総務課専任課長

総務係 
（経営総務課） 

１ 部内庶務に関すること。 
２ 職員の被災状況と庁舎の被災状況に関する 
こと。 

３ 災害情報受付窓口の開設に関すること。 
４ 車両、資機材、燃料、職員用物資などの 
物品の調達に関すること。 

５ 支援者受入れ事務に関すること。 

６ 災害に伴う予算事務、契約事務に関する 

こと。
広報班 営業課長 

営業課専任課長 

広報係 
（営業課） 

災害に伴う広報の策定・実施に関すること。

管路保全班 管路保全課長 

管路保全課専任課長

管路保全係 
（管路保全課） 

１ 管路の被害及び復旧状況の把握に関する 
こと。 

２ 支援者の受入れ及び活動状況の把握と調整 
に関すること。 

３ 管路等の資機材調達に関すること。 
応急給水班 給排水設備課長 

給排水設備課専任課長

応急給水係 
（給排水設備課） 
広報係 
（営業課） 

１ 応急給水活動に関すること。 
２ 支援者の受入れ及び活動状況の把握と調整 
に関すること。 

３ 広報活動に関すること。 
上水施設 
復旧班 

施設保全課長 

施設保全課専任課長

上水施設復旧係 
(施設保全課： 
佐千原浄水場) 

１ 上水施設の被害調査及び水質検査に関する 
こと。 

２ 上水施設の復旧に関すること。 
３ 支援者の受入れ及び活動状況の把握と調整 
に関すること。 

４ 上水施設の資機材調達に関すること。 
５ 災害補助申請手続き事務に関すること。 

下水施設 
復旧班 

施設保全課長 

施設保全課専任課長

下水施設復旧係 
(施設保全課： 
東部浄化センター)

１ 下水施設の被害調査及び水質検査に関する 
こと。 

２ 下水施設の復旧に関すること。 
３ 支援者の受入れ及び活動状況の把握と調整 
に関すること。 

４ 下水施設の資機材調達に関すること。 
５ 災害補助申請手続き事務に関すること。 

上水管路 
復旧班 

上水道整備課長 

上水道整備課専任課長

上水管路復旧係 
（上水道整備課） 

１ 上水管路の被害調査に関すること。 
２ 上水管路の復旧に関すること。 
３ 支援者の受入れ及び活動状況の把握と調整 
に関すること。 

４ 管路等の資機材調達に関すること。 
５ 災害補助申請手続き事務に関すること。 

下水管路 
復旧班 

下水道整備課長 

下水道整備課専任課長

下水管路復旧係 
（下水道整備課） 

１ 下水管路の被害調査に関すること。 
２ 下水管路の復旧に関すること。 
３ 支援者の受入れ及び活動状況の把握と調整 
に関すること。 

４ 管路等の資機材調達に関すること。 
５ 災害補助申請手続き事務に関すること。 

215



〔文教部〕 

部     長 教育委員会事務局教育部長

部長職務代理者 教育委員会事務局教育部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

総務班 総務課長 

総務課専任課長 

庶務係 

（学校事務・施設管理グループ）

１ 被災生徒の育英、奨学に関すること。 

２ 文教関係の災害資料及び記録に関すること。 

施設係 

（学校事務・施設管理グループ）

１ 学校施設の被害報告のとりまとめに関する 

こと。 

２ 応急修理計画の樹立に関すること。 

学校教育班 学校教育課長 

学校教育課主監 

管理主事 

学校教育課専任課長

学校係 

（学校指導グループ）

１ 被災児童の学用品の支給計画の樹立に 

関すること。 

２ 被災児童の授業受入に関すること。 

３ 避難所の運営協力に関すること。 

健康管理係 

（学校指導グループ）

１ 被災児童及び生徒の保健管理に関すること。 

２ 被災学校の環境衛生指導に関すること。 

共同調理班 学校給食課長 

学校給食課専任課長

給食係 

（共同調理場グループ）

（単独校グループ）

食品供給の協力に関すること。 

生涯学習班 生涯学習課長 

生涯学習課専任課長

生活指導係 

（生涯学習グループ）

（公民館グループ）

（尾西生涯学習センターグループ）

（尾西南部生涯学習センターグループ）

避難所の運営協力に関すること。 

文化係 

（生涯学習グループ）

社会教育関係団体の救護活動依頼に関すること。 

〔医療部〕 

部     長 病院事業部長

部長職務代理者 病院事業部次長、木曽川市民病院事務局長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

市民病院（一宮）

管理班 

管理課長 

管理課専任課長 

管理係 

（管理課） 

１ 医療部の災害対策活動の取りまとめに 

関すること。 

２ 医療、助産救護活動計画に関すること。 

３ 医療薬剤、資材の確保に関すること。 

４ 協力医療機関との連絡調整に関すること。 

市民病院（一宮）

医事班 

医事課長 

医事課専任課長 

医事係 

（医事課） 

１ 患者の受入れに関すること。 

２ 給食に関すること。 

市民病院（一宮）

医療班 

副院長 

看護局長 

診療係 

（診療局） 

（看護局） 

１ 医療救護活動に関すること。 

２ 患者の避難誘導に関すること。 

木曽川市民病院

業務班 

業務課長 

業務課専任課長 

業務係 

（業務課） 

１ 医療、助産救護活動計画に関すること。 

２ 医療薬剤、資材の確保に関すること。 

３ 協力医療機関との連絡調整に関すること。 

４ 患者の受入れに関すること。 

５ 給食に関すること。 

木曽川市民病院

医療班 

診療局長 

看護局長 

診療係 

（診療局） 

（看護局） 

１ 医療救護活動に関すること。 

２ 患者の避難誘導に関すること。 
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〔協力部〕  

部     長 総務部長

部長職務代理者 総務部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

協力班 人事課長

人事課専任課長

他の部への応援に関すること。

※ 協力班員とは、所掌事務が定められていない部署の職員

各部に共通する事務

１ 来庁舎、入場者及び施設利用者の安全確保に関すること。

２ 所管施設避難所の設置及び運営に関すること。

３ 命令の受領及び伝達に関すること。

４ 部内の庶務に関すること。

５ 部内各班との連絡、調整に関すること。

６ 部内職員の動員、配備に関すること。

７ 部の所管事項に関する被害状況及び災害対策活動等の情報の

とりまとめ及び報告に関すること。

８ 部内各班への協力に関すること。

９ 他の部への応援に関すること。
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別表第２ 

〔総括本部〕 

部     長 危機管理担当部長

部長職務代理者 危機管理課長

班   名
班 長

副班長
係 所掌事務

総括本部班 危機管理課長 

危機管理課専任課長 

総括本部係 

（危機管理課）

１ 警戒宣言等の広報活動の指導 

２ 地震防災応急対策実施状況の掌握及び 

県への報告 

〔本部付〕 

部     長 総合政策部長

部長職務代理者 総合政策部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

秘書班 秘書課長 

秘書課専任課長 

秘書係 

（秘書課） 

本部長、副本部長との連絡調整 

報道班 広報課長 

広報課専任課長 

報道係 

（広報課） 

１ 警戒宣言発令等の広報活動の指導 

２ 各種機関からの情報収集 

３ 警戒宣言発令等の広報 

政策班 政策課長 

政策課専任課長 

政策係 

（政策課） 

警戒宣言発令等に伴う市民相談窓口の設置及び 

相談業務に関すること。 

市民協働班 市民協働課長 

市民協働課専任課長

市民協働係 

（市民協働課） 

自主防災組織の指導 

〔議会本部付〕 

部     長 議会事務局長

部長職務代理者 議会事務局次長 

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

議会班 議事調査課長 

議事調査課専任課長

庶務課専任課長 

議会係 

（議会事務局） 

議員への地震予知情報等の伝達 
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〔総務部〕 

部     長 総務部長

部長職務代理者 総務部次長、財務部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

財務班 財政課長 

財政課専任課長 

財務係 

（財政課） 

災害予算の総合調整 

管財班 資産経営課長 

資産経営課専任課長

運輸係 

（資産経営課） 

緊急車両の統制、整備及び輸送体制の確保 

施設係 

（資産経営課） 

１ 庁内電話、非常放送設備の点検 

２ 地震予知情報等の庁内伝達 

３ 庁内の自家発電装置の点検と試運転 

４ 庁舎内にいる市民等の安全確立のための 

退避措置 

５ 庁舎及び所管施設の保全 

情報班 デジタル推進室長 

デジタル推進室専任課長

情報係 

（デジタル推進室）

情報処理機器及びネットワーク設備の点検 

労務班 人事課長 

人事課専任課長 

労務係 

（人事課） 

１ 職員の動員、連絡と参集状況のとりまとめ 

２ 職員用食品、寝具の調達 

３ 職員の教育 
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〔調査情報部〕 

部     長 活力創造部長

部長職務代理者 活力創造部次長、監査事務局長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

庶務班 産業振興課長 

観光交流課長 

観光交流課専任課長

産業振興課専任課長

監査事務局専任課長

庶務係 

（産業振興課） 

（観光交流課） 

１ 地震予知情報等の伝達 

２ 職員に対して災害発生時における緊急配備 

体制への対応を確認 

３ 各種情報のとりまとめ 

４ 被災証明書等の発行準備 

宮西班 市民課長 

市民課専任課長 

調査係 

（行政課） 

（市民課） 

（納税課） 

（市民税課） 

（資産税課） 

（観光交流課） 

（産業振興課） 

（農業振興課） 

（監査事務局） 

（窓口課（尾西）） 

（総務管理課（尾西））

（総務窓口課(木曽川)）

（各出張所） 

１ 警戒宣言発令等の広報 

２ 市民の動向の広聴、人の流動等情報収集 

３ 被害状況の調査の準備 

４ 所管施設の保全 貴船班 納税課長 

納税課専任課長 

神山班 市民税課長 

市民税課専任課長 

大志班 資産税課長 

資産税課専任課長 

向山班 農業振興課主監 

農 業 振 興 課 専 任 課 長

富士班 行政課長 

行政課主監 

行政課専任課長

葉栗班 

西成班  

丹陽班  

浅井班  

北方班 出張所長 

大和班 出張所課長補佐 

今伊勢班  

奥班  

萩原班  

千秋班  

尾西班 窓口課長（尾西） 

総務管理課長（尾西）

窓口課専任課長（尾西）

総務管理課専任課長（尾西）

木曽川班 総務窓口課長（木曽川）

総務窓口課専任課長（木曽川）
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産業班 産業振興課長 

観光交流課長 

観光交流課専任課長

産業振興課専任課長

産業係 

（産業振興課） 

（観光交流課） 

１ 金融機関の状況調査 

２ 米穀小売業者の状況調査 

３ 生活必需物資の異常流通の監視等情報収集 

及び情報提供 

４ 所管施設の保全 

農務班 農業振興課長 

農業振興課専任課長

農務係 

（農業振興課） 

１ 市内の農業関係施設に対する保全の点検と 

危険物施設に対しては応急措置を指示 

２ 災害発生時の米穀等の円滑な供給ができる 

よう対応を依頼 

３ 所管施設の保全 

スポーツ・ 

指定管理班 

スポーツ課長 

指定管理課長 

スポーツ課専任課長

指定管理課専任課長

協力係 

（スポーツ課） 

（指定管理課） 

１ 所管施設の利用者に対する安全保護 

２ 所管施設の保全 

図書館班 図書館管理課長 

中央図書館専任課長

尾西図書館専任課長

玉堂記念木曽川図書館専任課長

子ども文化広場図書館専任課長

協力係 

（図書館管理課） 

１ 所管施設の利用者に対する安全保護 

２ 所管施設の保全 

博物館班 博物館管理課長 

一宮市博物館専任課長

木曽川資料館専任課長

尾西歴史民俗資料館専任課長

三岸節子記念美術館専任課長

協力係 

（博物館管理課）

１ 文化財施設の災害予防の準備 

２ 所管施設の利用者に対する安全保護 

３ 所管施設の保全 
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〔市民部〕 

部     長 市民健康部長

部長職務代理者 保健所長、市民健康部次長、保健所次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

避難所班 保険年金課長 

保険年金課専任課長

庶務係 

（保険年金課） 

１ 地震予知情報等の伝達 

２ 避難所の開設準備 

３ 避難所の被災者に対し、食品の給与等準備 

態勢に入るための手配 

４ 所管施設の保全 

避難所係 

（保険年金課） 

（保健総務課） 

（保健衛生課） 

（保健予防課） 

（健康支援課） 

（福祉総務課） 

（福祉総合相談室）

（指導観察室） 

（障害福祉課） 

（生活福祉課） 

（高年福祉課） 

（介護保険課） 

（子育て支援課） 

（保育施設監査室）

（子ども家庭相談課）

（保育課） 

（保育課各保育園）

保健所運営班 保健総務課長

保健衛生課長

保健予防課長

健康支援課長

保健総務課専任課長

保健衛生課専任課長

保健予防課専任課長

健康支援課専任課長

庶務係

保健所運営係

受援調整係

医薬品等調整係

医療支援係

医療救護係

（保健総務課）

（保健衛生課）

（保健予防課）

（健康支援課）

１ 医療救護班の編成依頼 

２ 避難所等における保健指導の手配 

３ 防疫活動の手配 

４ 医薬品、衛生材料、防疫用薬剤及び防疫用 

資機材の調達 

５ 災害時のペット対策 

６ 尾張西部区域医療救護活動の準備 

７ 尾張西部区域保健医療調整会議の準備 

８ 所管施設の保全 

保健活動班 健康支援課長

保健総務課長

保健衛生課長

保健予防課長

健康支援課専任課長

保健総務課専任課長

保健衛生課専任課長

保健予防課専任課長

庶務係

地区統括係

医療救護係

保健活動係

（健康支援課）

（保健総務課）

（保健衛生課）

（保健予防課）
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衛生活動班 保健衛生課長

保健予防課長

保健衛生課専任課長

保健予防課専任課長

庶務係

衛生活動係

（保健衛生課）

（保健予防課）

〔福祉部〕 

部     長 福祉部長

部長職務代理者 福祉部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

福祉班 福祉総務課長 

福祉総合相談室長 

指導監査室長

障害福祉課長 

生活福祉課長

高年福祉課長 

介護保険課長 

福祉総務課専任課長

福祉総合相談室専任課長

障害福祉課専任課長

生活福祉課専任課長

高年福祉課専任課長

介護保険課専任課長

庶務係 

（福祉総務課） 

１ 地震予知情報等の伝達 

２ 施設利用児（者）の安全保護 

３ 所管施設の保全 救助係 

（福祉総務課） 

（福祉総合相談室）

（指導監査室） 

（障害福祉課） 

（生活福祉課） 

（高年福祉課） 

（介護保険課） 

福祉施設班  協力係 

（いずみ作業所） 

（いずみ第２作業所） 

（いずみフレンズ） 

（いずみ福祉園） 

所管施設の保全 

〔こども部〕 

部     長 子ども家庭部長

部長職務代理者 子ども家庭部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

児童班 保育課長 

子育て支援課長 

保育施設監査室長 

子ども家庭相談課長

保育課専任課長 

子育て支援課専任課長

保育施設監査室専任課長

子ども家庭相談課専任課長

保育係 

（保育課） 

１ 在園児の保護者への引き渡し、安全保護 

２ 所管施設の保全 

児童係 

（子育て支援課） 

（保育施設監査室）

（子ども家庭相談課）

利用児の保護者への引き渡し、利用児者の安全 

保護 

青少年班 青少年課長 

青少年課専任課長

協力係 

（青少年課） 

１ 所管施設の使用者に対する安全保護 

２ 所管施設の保全 

福祉施設班 いずみ学園長 

いずみ学園専任課長

協力係 

（いずみ学園） 

１ 利用児の保護者への引き渡し、利用児者の 

安全保護 

２ 所管施設の保全 

朝日荘長 

朝日荘課長補佐 

協力係 

（朝日荘） 

１ 入居者に対する安全保護 

２ 所管施設の保全 
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〔環境部〕 

部     長 環境部長

部長職務代理者 環境部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

環境総務班 環境政策課長 

環境政策課専任課長

庶務係 

（環境政策課） 

（霊園管理事務所）

１ 地震予知情報等の伝達 

２ 所管施設の保全 

環境保全班 環境保全課長 

環境保全課専任課長

保全係 

（環境保全課） 

１ 有害物質を使用する工場、事業場の把握 

２ 汚染物質の流出状況調査体制の確立 

３ 所管施設の保全 

廃棄物対策班 廃棄物対策課長 

廃棄物対策課専任課長

調整係 

（廃棄物対策課） 

（収集業務課） 

１ ごみ、し尿の非常処理計画 

２ 処理に必要な資機材及び要員の手配 

対策係 

（廃棄物対策課） 

（施設管理課） 

廃棄物収集班 収集業務課長 

収集業務課専任課長

収集係 

（収集業務課） 

収集車両の整備及び配車 

廃棄物処理班 施設管理課長 

施設管理課専任課長

処理係 

（施設管理課） 

（廃棄物対策課） 

１ 搬入ごみ、し尿の処理計画 

２ 所管施設の保全 

〔救出防災部〕 

部     長 消防長

部長職務代理者 消防次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

総務班 総務課長 

総務課専任課長 

総務係 

（総務課） 

１ 庁舎及び所管施設の保全 

２ 庁内の自家発電設備の点検と試運転 

３ 消防団との情報連絡 

予防班 予防課長 

予防課専任課長 

予防係 

（予防課） 

１ 危険物保有施設の警戒予防活動の指導 

２ 消防法関連施設の警戒予防活動の指導 

管理調整班 消防救急課長 

消防救急課専任課長

管理調整係 

（消防救急課） 

１ 消防職員の参集状況の把握 

２ 参集職員の編成 

３ 庁舎及び所管施設の保全 

情報班 通信指令課長 

通信指令課専任課長

情報係 

（通信指令課） 

１ 地震情報の受信及び収集伝達 

２ 無線通信機器の点検と予備品確保 

３ 通信機器保守要員との連絡 

救出防災班 一宮消防署長 

尾西消防署長 

木曽川消防署長 

分署長 

担当司令 

警防係 

（指揮係） 

（警防係） 

１ 重要防ぎょ施設等に対する警戒 

２ 消防活動用資器材の調達、点検 

３ 庁内の自家発電設備の点検と試運転 

救急救助係 

（救助係） 

（救急係） 

１ 救急、救助資器材の調達、点検 

２ 医療関係機関との連絡調整 
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〔経理部〕 

部     長 財務部長

部長職務代理者 会計管理者

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

会計班 会計課長 

会計課専任課長 

庶務係 

（会計課） 

１ 地震予知情報等の伝達 

２ 警戒宣言発令時等の現金の出納保管 

３ 金融機関との連絡調整 

４ 所管公有財産の保全 

５ 所管施設の保全 

契約班 契約課長 

契約課専任課長 

調達係 

（契約課） 

防災用資器材、用品の購入及び借上げ 

〔建設部〕 

部     長 建設部長

部長職務代理者 建設部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

建設総務班 建設総務課長 

建設総務課専任課長

庶務係 

（建設総務課） 

１ 地震予知情報等の伝達 

２ 所管工事現場の応急対策 

３ 応急復旧資器材の整備及び調達 

４ 主要幹線道路の巡視及び点検 

５ 所管施設の保全 

維持班 維持課長 

道水路管理課長 

維持課専任課長 

道水路管理課専任課長

協力係 

（維持課） 

（道水路管理課） 

１ 地震予知情報等の伝達 

２ 所管工事現場における応急対策 

３ 土木業協会へ協力要請 

４ 応急復旧用資器材の整備及び調達 

５ 主要幹線道路、及び主要水路の巡視並びに 

点検 

６ 所管施設の保全 

道路班 道路課長 

工事検査課長 

道路課専任課長 

道路係 

（道路課） 

（工事検査課） 

治水班 治水課長 

治水課専任課長 

調査係 

（治水課） 

〔まちづくり部〕 

部     長 まちづくり部長

部長職務代理者 まちづくり部参事、まちづくり部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

都市計画班 都市計画課長 

地域交通課長 

区画整理課長 

都市計画課専任課長

地域交通課専任課長

区画整理課専任課長

計画係 

（都市計画課） 

（地域交通課） 

（区画整理課） 

１ 地震予知情報等の伝達 

２ 所管工事現場の応急対策 

３ 応急復旧資器材の整備及び調達 

４ 主要幹線道路の巡視及び点検 

５ 所管地域交通の応急対策 

６ 所管施設の保全 

公園緑地班 公園緑地課長 

公園緑地課専任課長

公園緑地係 

（公園緑地課） 
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〔建築部〕 

部     長 建築部長

部長職務代理者 建築部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

建築班 建築指導課長 

公共建築課長 

住宅政策課長 

建築指導課専任課長

公共建築課専任課長

住宅政策課専任課長

建築係 

（建築指導課） 

（公共建築課） 

（住宅政策課） 

１ 地震予知情報等の伝達 

２ 建築物の関係資料の収集及び防災保安指導 

の相談 

３ 応急復旧用資器材の整備及び調達 

４ 一宮市災害緊急対策建築協力会に対し、 

応急仮設住宅の建設及び修理等の協力要請 

５ 市施設の電気、機械の応急対策の指導 

６ 所管工事現場の応急対策 

７ 市有建物の保全指導 

８ 所管施設の保全 

〔上下水道部〕 

部     長 上下水道部長

部長職務代理者 上下水道部次長

班   名 
班 長 
副班長 

係 所掌事務 

災害調整室 計画調整課長 

計画調整課専任課長

災害調整係 
（計画調整課） 

地震予知情報等の伝達 

総務班 経営総務課長 

経営総務課専任課長

総務係 
（経営総務課） 

職員の避難誘導準備

広報班 営業課長 

営業課専任課長 

広報係 
（営業課） 

広報準備

管路保全班 管路保全課長 

管路保全課専任課長

管路保全係 
（管路保全課） 

１ 所管工事現場における応急対策 
２ 応急復旧の作業準備 

応急給水班 給排水設備課長 

給排水設備課専任課長

応急給水係 
（給排水設備課） 
広報係 
（営業課） 

応急給水使用資機材の整備点検 

上水施設 
復旧班 

施設保全課長 

施設保全課専任課長

上水施設復旧係 
(施設保全課： 

佐千原浄水場) 

１ 所管施設の保全 
２ 配水場における貯水量の確保 
３ 所管工事現場における応急対策 

下水施設 
復旧班 

施設保全課長 

施設保全課専任課長

下水施設復旧係 
(施設保全課： 

東部浄化センター)

１ 所管施設の保全 
２ 緊急排水計画 
３ 所管工事現場における応急対策 

上水管路 
復旧班 

上水道整備課長 

上水道整備課専任課長

上水管路復旧係 
（上水道整備課） 

所管工事現場における応急対策 

下水管路 
復旧班 

下水道整備課長 

下水道整備課専任課長

下水管路復旧係 
（下水道整備課） 

所管工事現場における応急対策 
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〔文教部〕 

部     長 教育委員会事務局教育部長

部長職務代理者 教育委員会事務局教育部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

総務班 総務課長 

総務課専任課長 

庶務係 

（学校事務・施設管理グループ） 

１ 地震予知情報等の伝達 

２ 所管施設の利用者に対する安全保護 

３ 所管施設の保全 施設係 

（学校事務・施設管理グループ） 

学校教育班 学校教育課長 

学校教育課主監 

管理主事 

学校教育課専任課長

学校係 

（学校指導グループ） 

１ 児童生徒の帰宅に関する指導 

２ 休校措置状況の把握 

３ 児童生徒の保護状況の把握 

４ 児童生徒の保健安全指導 

５ 救急薬品の準備 

健康管理係 

（学校指導グループ） 

共同調理班 学校給食課長 

学校給食課専任課長

給食係 

（共同調理場グループ）

（単独校グループ）

１ 児童生徒の保健安全指導 

２ 所管施設の保全 

生涯学習班 生涯学習課長 

生涯学習課専任課長

生活指導係 

（生涯学習グループ）

（公民館グループ） 

（尾西生涯学習センターグループ） 

（尾西南部生涯学習センターグループ） 

１ 関係団体との連携 

２ 所管施設の利用者に対する安全保護 

３ 所管施設の保全 

〔医療部〕 

部     長 病院事業部長

部長職務代理者 病院事業部次長、木曽川市民病院事務局長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

市民病院（一宮）

管理班 

管理課長 

管理課専任課長 

管理係 

（管理課） 

１ 地震予知情報等の伝達 

２ 医療薬剤、資材の在庫確認及び調達体制の 

確立 

３ 所管施設の保全 

市民病院（一宮）

医事班 

医事課長 

医事課専任課長 

医事係 

（医事課） 

１ 患者の受入れ準備 

２ 入院患者等の食品の確保及び調達体制の 

確立 

市民病院（一宮）

医療班 

副院長 

看護局長 

診療係 

（診療局） 

（看護局） 

１ 医療機器に対する転倒防止等の措置 

２ 診療体制の確立 

３ 入院患者に対する安全措置 

木曽川市民病院

業務班 

業務課長 

業務課専任課長 

業務係 

（業務課） 

１ 地震予知情報等の伝達 

２ 医療薬剤、資材の在庫確認及び調達体制の 

確立 

３ 患者の受入れ準備 

４ 入院患者の食品の確保及び調達体制の確立 

５ 所管施設の保全 

木曽川市民病院

医療班 

診療局長 

看護局長 

診療係 

（診療局） 

（看護局） 

１ 医療機器に対する転倒防止等の措置 

２ 診療体制の確立 

３ 入院患者に対する安全措置 

227



〔協力部〕  

部     長 総務部長

部長職務代理者 総務部次長

班   名 
班 長 

副班長 
係 所掌事務 

協力班 人事課長

人事課専任課長

他の部への応援に関すること。

※ 協力班員とは、所掌事務が定められていない部署の職員
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５ 災害対策本部の標識及び服装 

１ 標識 

（１）災害対策本部を設置したときは、図１に示す標識を掲示する。

（２）災害時において、非常活動に使用する本部の自動車、船舶には図２の旗をつけるものと

する。

（３）市議会議員は、災害時においては必要に応じ、図３の腕章を帯用するものとする。

（４）本部長、副本部長、部長、部長職務代理者、班長、副班長その他の職員は、災害時にお

いて非常活動に従事する時は、図３の腕章を帯用するものとする。

２ 服装 

（１）非常配備体制下で活動に従事する時は、防災服および図４の保安帽を着用するものとす

る。

（２）市議会議員に防災服、保安帽を貸与する。

（３）市職員に防災服、保安帽を貸与する。

一

宮

市

災

害

対

策

本

部

１６０cm 

３０cm 

一 宮 市

３８cm 

３０cm 

図１ 標示板 図２ 旗

自動車船舶用

災
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図３ 腕章 

 ① 一宮市市議会議員用  

 1.0cm 

5.0cm 

1.0cm 

一宮市議会議員  2.3cm 

 0.7cm 

 ② 本部長用  

 一    宮    市 1.5cm 

 1.4cm 

  1.4cm 

 1.4cm 

  1.4cm 

 1.4cm 

 本    部    長 1.5cm 

 ② 副本部長用  

一    宮    市 1.6cm 

 1.4cm 

  1.6cm 

0.8cm 

  1.6cm 

 1.4cm 

 副   本   部   長 1.6cm 

災
１０cm 

３８cm 

１０cm 災

３８cm 

１０cm 災

３８cm 

230



 ④ 部長用  

一    宮    市 2.5cm 

 1.4cm 

  2.2cm 

 1.4cm 

部         長 2.5cm 

 ⑤ 部長職務代理者用  

一    宮    市 2.8cm 

 1.4cm 

2.2cm 

 0.8cm  

部 長 職 務 代 理 者 2.8cm 

 ⑥ 班長用  

一    宮    市 
4.3cm 

 1.4cm 

4.3cm 
班         長 

１０cm 災

３８cm 

１０cm 

災

３８cm 

３８cm 

１０cm 災
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 ⑦ 副班長用  

一    宮    市 
4.6cm 

0.8cm 

4.6cm 
副    班    長 

 ⑧ 係長用  

一    宮    市 
4.9cm 

 0.2cm 

4.9cm 

係         長 

 ⑧ 係用  

一    宮    市 

係 

３８cm 

１０cm 災

３８cm 

１０cm 災

３８cm 

１０cm 災
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図４ 保安帽（周章） 

① 本部長用   

 ７㎜ 

  ５㎜ 

 ７㎜ 

  ５㎜ 

 ７㎜ 

② 副本部長用   

 ７㎜ 

  ５㎜ 

 ４㎜ 

  ５㎜ 

 ７㎜ 

③ 部長用   

 ７㎜ 

  ５㎜ 

 ７㎜ 

④ 部長職務代理者用   

 ７㎜ 

  ５㎜ 
 ４㎜ 

３cm 

３cm 

３cm 

３cm 

（保安帽）
２cm 

後頭部中心線

※下端２cm の位置から赤色テープを貼付する。
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６ 職員の動員計画 

災害応急対策を円滑に実施するため、平常時において組織を確立しておき、非常の際はこれ

にもとづき速やかに行動するものとする。

市本部における各部班の動員の要領は次のとおりとする。

１ 部班別動員 

（１）配備の編成

各部長は、一宮市地域防災計画に定める非常配備体制にもとづいて、次の区分に応じた

配備要員の者を定め、配備要員及び非常連絡系統図（様式①）を作成し、あわせてこれを

班員に周知徹底しておかなければならない。

ア 風水害等災害対策

第１非常配備、第２非常配備、第３非常配備及び第４非常配備

イ 地震災害対策

地震警戒第１非常配備、地震警戒第２非常配備、地震警戒第３非常配備、地震第１非

常配備、地震第２非常配備、地震第３非常配備

  ウ 原子力災害対策

    原子力第１非常配備、原子力第２非常配備、原子力第３非常配備

（２）各班員非常連絡員

各部長は、各班における所要職員の動員を円滑に行うため、部の非常連絡員正副２名、

所管する班ごとに非常連絡員正副２名、所管する係ごとに非常連絡員１名を定め、各部の

「災害対策本部非常連絡員名簿」を作成する。

また、危機管理監は、「本部員非常連絡員名簿」を作成する。

（３）非常連絡並びに動員

ア 救出防災部の無線通信を担当する職員（以下「通信担当職員」という。）は、勤務時間

外、休日等において非常配備に該当する注意報、警報等を受領したときは直ちに危機管

理監、救出防災部長に報告し、指示を受けなければならない。

イ 通信担当職員は、災害対策に関し上司から指示を受けたとき、または当該指示を受け

る前であっても“状況により自らが必要と判断したときは”速やかに各部長及び関係者

に緊急連絡の措置を採るものとする。

ウ 各部長は、各部の正非常連絡員（不在のときは副）に緊急連絡（電話等）を行う。

エ 各部の非常連絡員が前記の連絡を受けたときは、直ちに各班長に連絡するとともに、

各班の正非常連絡員（不在のときは副）に連絡をしなければならない。

オ 各班非常連絡員が前記の連絡を受けたときは、直ちに各係の非常連絡員に連絡しなけ

ればならない。

カ 各係の非常連絡員は連絡を受けたときは、直ちに各係員に連絡しなければならない。

キ 各班の非常配備担当職員は、非常連絡員から連絡を受けた場合は直ちに登庁し、所要

の配備体制につくものとする。
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非常連絡系統図 

（４）非常参集

各部の職員は、非常連絡を受けたとき、若しくは非常連絡がなくても、相当の災害が発

生したとき、または災害が発生する恐れがあるときは、速やかに所定の場所に参集しなけ

ればならない。

２ 応援職員の動員 

（１）応援可能職員数調べ

総務部長は、大規模な災害が発生し、本部が風水害等災害対策における第４非常配備体

制、地震災害対策における地震警戒第３非常配備体制又は地震第３非常配備体制、原子力

第３非常配備体制に入ったときは、様式②に定める「応援可能職員調べ」により各部の応

援可能な職員数を掌握し、各部班別に応援可能職員動員計画表を作成整備し、各部長より

動員の要請があった場合は、直ちに所要の職員を動員できる体制を整えておくものとする。

（２）動員の要領

ア 各部長は他部の職員の応援を受けようとするときは、様式③「職員動員要請書」の記

載事項を記入し、労務班長を経て総務部長に要請するものとする。

イ 総務部長は、前記の応援の要請を受けた場合は次の順序により職員を動員して派遣す

るものとする。

（ア）他の部の職員

（イ）本部の職員をもって不足するときは、他市、町または県の職員の派遣を要請するも

のとする。

（３）動員可能職員の待機

各部班の動員可能職員は、それぞれ各自の所属する班の所在場所に待機し、総務部長か

ら要請のあった場合は直ちに出動できる態勢を整えておくものとする。

（様式省略）

危機管理監

救出防災部長

情報
救出防災部

通信担当者
各部長

各部非常

連絡員

各班非常

連絡員

各係非常

連絡員
各係員

各班長

（各部長連絡不達時）
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７ 一宮市地域防災無線管理規程 
平成 5 年 2 月 17 日

告示第 30 号

（趣旨）

第１条 この規程は、一宮市所属の地域防災無線の適正かつ能率的な運用に関し必要な事項を

定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）地域防災無線 災害対策及び行政事務に関する通信を行うため、当該地域における地域

防災関係機関及び生活関連機関を構成員とする団体が一体的に運用することができるもの

をいう。

（２）無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。ただし、受信のみを目

的とするものは、含まない。

（３）無線設備 電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

（４）基地局 陸上移動局との通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

（５）陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

（平 20 告示 340・一部改正）

（管理部課) 
第３条 無線局の統括管理には、一宮市総合政策部が当たるものとする。

（地域防災無線協議会）

第４条 一宮市、防災関係機関及び生活関連機関で構成する一宮市地域防災無線協議会 (以下

「協議会」という。) を組織し、災害時等における円滑な情報の収集・伝達を確保するもの

とする。

２ 協議会に関する事項は、別に定める。

（無線管理者）

第５条 無線局に無線管理者を置く。

２ 無線管理者は、一宮市地域防災無線の運用に関する業務を統括し、通信取扱責任者を指揮

する。

３ 無線管理者は、一宮市危機管理監の職にある者をもって充てる。

（通信取扱責任者）

第６条 無線局に通信取扱責任者を置く。

２ 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信担当者に無線局の管理運用を行わせるも

のとする。

３ 通信取扱責任者は、一宮市総合政策部危機管理課長の職にある者をもって充てる。

（通信担当者）

第７条 通信担当者は、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)に定める無線従事者で、無線管理者の

命を受けたものとする。

２ 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の管理運用及び無線設備の操作を行う

ものとする。

３ 通信担当者は、通信の相手方である陸上移動局の無線設備を操作する通信取扱者(以下「通

信者」という。) を指揮監督する。

（陸上移動局の無線局管理責任者）

第８条 陸上移動局のそれぞれに無線局管理責任者を置く。

２ 無線局管理責任者は、陸上移動局の運用に関する業務を統括し、通信者を指揮する。

３ 無線局管理責任者は、配備先責任者の職にある者をもって充てる。
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（通信者）

第９条 通信者は、通信担当者の管理のもとに電波関係法令を遵守し、法令に基づいた無線設

備の操作を行うものとする。

（秘密の保持）

第１０条 通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

（通信担当者の配置）

第１１条 無線管理者は、無線局の無線設備を操作するのに支障のないよう、通信担当者の適

正配置に努めるものとする。

（時間外勤務体制）

第１２条 無線管理者は、日曜日、休日等その他勤務時間外に無線局運用の必要が生じた場合

は、通信担当者及び必要な通信者に時間外勤務を命じ、通信の運用に当たらせるものとする。

（無線局の構成等）

第１３条 無線局の構成等は、別表のとおりとする。

（通信の種類）

第１４条 通信の種類は、次のとおりとする。

（１）非常通信 災害の発生等非常の場合の通信をいう。

（２）普通通信 平常に行う通信をいう。

（３）訓練通信 訓練の通信をいう。

（通信の原則）

第１５条 通信は、簡単明瞭に行い、無線局の開局の目的に反するものを内容としてはならな

い。

２ 通信は、非常通信を優先し、普通通信は、受付順により行う。

（通信の統制）

第１６条 無線管理者は、非常災害時その他通信の円滑な運用を確保するのに必要と認めたと

きは、通信の統制を行うものとする。

（他無線局との関係) 
第１７条 無線管理者は、他市町村の地域防災無線局及び関係無線局と連絡調整を行い、非常

災害時等における通信の円滑な運用に万全を期するものとする。

（通信訓練）

第１８条 無線管理者は、無線局の円滑な運用に必要な総合的な通信訓練を毎年 2 回以上行う

ものとする。

（事故の場合）

第１９条 通信担当者は、無線設備が事故のため通信を行うことができなくなったときは、必

要な措置をとるとともに、通信取扱責任者に報告しなければならない。

２ 通信取扱責任者は、前項の報告を受けた場合、直ちに専門業者に修理させるとともに、無

線管理者に報告するものとする。

（指揮命令）

第２０条 非常災害時における無線局運用は、災害対策本部長(災害対策本部が設置されていな

いときは、市長とする。以下同じ。) の命を受け、無線管理者が通信担当者を指揮するもの

とする。

（要員体制）

第２１条 無線管理者は、非常災害が発生し、又はそのおそれがあると予想されるときは、直

ちに通信担当者を無線局に勤務させ、通信確保に必要な措置をとらなければならない。

２ 通信担当者は、前項の規定による命を受け、又は非常災害を覚知したときは、勤務時間内

外を問わず、直ちに無線局に勤務し、無線管理者の指揮を受け、通信の運用に万全を期さな
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ければならない。

（陸上移動局の配備）

第２２条 無線管理者は、陸上移動局常置場所及び必要な場所に陸上移動局を配備する。

（職員等の研修）

第２３条 無線管理者は、通信者に対して電波法及び無線局の適正な運用に関し必要な事項に

ついて研修を行うものとする。

（通信担当者の異動）

第２４条 無線管理者は、通信担当者に異動があったときは、電波法第 51 条に定める無線従

事者選・解任届を東海総合通信局長に提出するものとする。

（備付簿冊等）

第２５条 無線管理者は、電波法第 60 条に規定する書類その他無線局の管理に必要な書類を

無線局に備え付けておかなければならない。

（無線設備の保全）

第２６条 無線管理者は、無線機の保全のため、年 2 回以上定期点検を実施し、機器の保全に

努めるものとする。

２ 定期点検は、専門業者と保守委託契約を結び、点検の方法及び項目については、契約書に

より取り決めるものとする。

（雑則）

第２７条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

付 則

この告示は、平成 5 年 2 月 17 日から施行し、同年 1 月 28 日から適用する。

改正文(平成 16 年 3 月 31 日告示第 82 号)抄
平成 16 年 4 月 1 日から施行する。

改正文(平成 17 年 3 月 24 日告示第 67 号)抄
平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

改正文(平成 20 年 12 月 18 日告示第 340 号)抄
平成 20 年 12 月 18 日から施行する。

改正文(平成 26 年 3 月 26 日告示第 85 号)抄
平成 26 年 5 月 7 日から施行する。

改正文(平成 29 年 3 月 23 日告示第 114 号)抄
平成 29 年 4 月 1 日から施行する。

改正文(平成 31 年 3 月 22 日告示第 91 号)抄
平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

改正文(令和 2 年 3 月 25 日告示第 127 号)抄
令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
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無線局構成図

車載型一般局 携帯型一般局 半固定型一般局

別表（第 13 条関係) 

（市役所本庁舎）

基地局

副統制台
（災害対策本部）

統制台
（危機管理課）
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８ 一宮市地域防災無線運用要領 
平成５年１月２８日

消防本部告示第１号

目的 

１ 趣旨

この要領は、一宮市地域防災無線の適性かつ能率的な運用について必要な事項を定める。

２ 無線使用目的

無線局は、災害時の防災情報及び行政事務に必要な無線交信を行うことができる。

３ 目的外使用の禁止

無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて

運用してはならない。ただし、災害発生、非常時等の緊急を要する時は、この限りでない。

無線局の運用 

１ 無線局の開局及び運用

（１）固定型及び半固定型の無線局は原則として常時開局し、その他の無線局は無線局の使

用時に開局する。

（２）無線局の使用範囲については、一宮市及びその周辺とする。

２ 電波を発射する前の注意

（１）無線局が相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に受信機を最良の感度

に調整し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。

（２）前項の場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了

した後でなければ呼出を行ってはならない。

無線交信 

１ 呼出方法

（１）個別通信を行うときは、相手局の呼出符号を操作部分のテンキー等により入力し、呼

び出すものとする。

（２）グループ通信を行うときは、各グループ番号を操作部分のテンキー等により入力し、

呼び出すものとする。

２ 呼出の反覆

前項の呼出しを行っても相手局の応答がないときは、なるべく２分間以上の間隔をおい

て呼出しを行うものとする。

２回反覆して応答がないときは、１５分（他の通信に混信を与えるおそれがないと認め

るときは、３分）以上経過した後でなければ再び呼び出しを行ってはならない。

３ 呼出しの中止

無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けた

ときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。

混信を受ける旨の通知をする無線局は、分で表すおおよその待つべき時間を示さなけれ

ばならない。

４ 交信方法

（１）応答方法

① 無線局は、自局に対する呼出しを受けたときは、直ちに応答しなければならない。

② 一般的な応答方法の例

こちらは、自局の機関名、どうぞ。

（２）通報の送信方法
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① 呼出しを行い、応答があり、応答事項に続いて「どうぞ」の送信があったときは、

直ちに通報の送信を行う。

② 一般的な送信方法の例

相手局の機関名、こちらは、自局の機関、通報内容、どうぞ。

（３）送受信の終了

送信の終了は、「以上です。」を送信する。

受信の終了は、送信の終了後「了解」を送信する。

５ 呼出符号

無線局の呼出符号、配置場所等は、別添のとおりとする。

訓練通信 

１ 送信方法

訓練時において、通報を送信しようとするときは、「訓練」を前置きして行うものとする。

非常通信 

１ 非常通信

災害の発生等非常時において、緊急連絡が必要なときは、基地局に対して操作部分の緊

急ボタンを使って行うものとする。

２ 非常時の通信統制

無線管理者は、災害対策本部が設置されたとき、又はそれに準じた体制をとったとき、

当該本部等において、通信統制を行うものとする。

３ 非常時の通信体制

（１）警戒宣言の発令時及び突発地震が発生したときなど、非常事態の場合においては、情

報連絡等の運用以外に使用してはならない。

（２）無線管理者は、本部長の指示に基づき通信担当者に無線機を動作させるとともに待機

させる。

（３）無線管理者は、災害対策本部、又はそれに準じた体制をとったときは、基地局に通信

担当者を、陸上移動局に通信者を配備に付ける。

（４）基地局及び陸上移動中継局の非常電源は、自家発電設備及びバッテリーによるものと

し、陸上移動局は、備付けの自家発電機設備又はバッテリーによるものとする。

交信点検 

１ 半固定型無線局の点検

統制局の通信担当者は、月１回以上半固定型の無線局に対して、交信点検を行わなけれ

ばならない。

２ 車載型及び携帯型無線局の点検

各機関の無線局管理責任者は、月１回以上それぞれの車載型及び携帯型の無線局に対し

て､交信点検を行わなければならない。

付 則

この要領は、平成 ５年 １月２８日から施行する。
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９ 一宮市地域防災無線協議会規約 

（目的）

第１条 この規約は、一宮市地域防災無線協議会を設置し、一宮市及びその周辺の地域におい

て、一宮市の開設する防災無線の適切な運用により、災害を未然に防止し、災害が発生した

場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図るための通信（以下「地域防災無線通

信」という。）を確保することを目的とする。

（協議会の構成）

第２条 本会は、前条の目的を達成するため、一宮市、防災関係機関及び生活関連機関を会員

として構成する。

２ 会員は、一宮市地域防災無線協議会会員名簿（以下「会員名簿」という。）に登録する。

第３条 本会に、会長及び副会長を置く。

２ 会長は、一宮市長をもって充てる。

３ 副会長は、一宮市危機管理監をもって充てる。

４ 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

５ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときはその職務を代

行する。

（会議）

第４条 会議は、総会とし、会長が招集する。

２ 総会は、原則として毎年１回定期に開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催すること

ができる。

第５条 総会は、次の事項について議決する。

（１）規約の制定及び改廃に関する事項

（２）地域防災通信の運用計画及び実施に関する事項

（３）地域防災通信の訓練計画及び実施に関する事項

（４）前３号に掲げるもののほか、第１条の目的の達成のため必要な事項

（地域防災無線通信の実施）

第６条 会員は、一宮市地域防災計画に基づき、会長の指揮の下に地域防災通信を行う。

２ 通信は、簡単明瞭に行い、本協議会の目的に反するものを内容としてはならない。

（無線局の管理及び運用）

第７条 会員は、別に定めるところにより、無線局を適正に管理し、及び運用しなければなら

ない。

第８条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に円滑な地域防災通信の実施が確保で

きるよう、年２回以上訓練を行う。

（無線局管理責任者の選任）

第９条 会員は、それぞれ無線局管理責任者を定めるものとする。

２ 会員は、前項の無線局管理責任者を定めた場合には、会長に届けるものとする。届け出た

事項を変更した場合も、同様とする。

（無線局運用証明書）

第１０条 会長は、会員に無線局運用証明書（別記様式）を交付する。

２ 会員は、無線局を操作するときは、常に無線局運用証明書を携帯しなければならない。

（地域防災計画）

第１１条 本会に関する事項は、一宮市地域防災計画に規定する。

（事務局）

第１２条 本会に事務局を置く。

242



２ 事務局に書記を置く。

３ 書記は、一宮市総合政策部危機管理課の職員をもって充てる。

４ 書記は、会長の命を受けて協議会の事務を処理する。

（費用の負担）

第１３条 本会にかかる経費は、一宮市の負担とする。

（規約等の届出）

第１４条 本会の規約及び会員名簿は、東海電気通信管理局長に届け出るものとする。届け出

た事項に変更があった場合も、同様とする。

付 則

この規約は、平成４年１１月１日から実施する。

付 則

この規約は、平成１７年４月１日から実施する。
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一宮市地域防災無線協議会会員名簿

名   称 住   所 代 表 者 無線局管理責任者 備   考 

一宮市 一宮市本町2丁目5番6号 市長   

〃 一宮市緑1丁目1番10号 消防長 通信指令課長  

〃 一宮市本町2丁目5番6号 危機管理監 危機管理課長、資産経営課専任課長 統制台、副統制台 

〃 〃 市民健康部長 保険年金課専任課長他18名 本庁舎班（納税課）含む 

〃 一宮市奥町字六丁山52 環境部長 廃棄物対策課専任課長他1名  

〃 一宮市本町2丁目5番6号 活力創造部長 産業振興課専任課長他1名  

〃 〃 建設部長 建設総務課専任課長他3名  

〃 〃 まちづくり部長 都市計画課専任課長他1名  

〃 一宮市文京2丁目2番22号 病院事業部長 管理課専任課長他1名  

〃 一宮市本町2丁目5番6号 教育長 学校教育課専任課長他2名  

〃 〃 水道事業等管理者 計画調整課専任課長他7名  

愛知県一宮警察署 一宮市本町1丁目6番20号 署長 警備課長  

中部電力パワーグリッド(株)一宮支社 一宮市浜町6丁目2 所長 総務グループ長  

名古屋鉄道(株)一宮幹事駅 一宮市新生1丁目1番1号 一宮幹事駅長 一宮幹事駅長  

東邦ガスネットワーク(株)一宮事業所 一宮市音羽1丁目1番13号 所長 チーフ  

東海旅客鉄道(株)尾張一宮駅 一宮市栄3丁目1番1号 駅長 助役  

一般社団法人一宮市医師会 一宮市貴船町3丁目2 会長 理事  

日本郵便(株)一宮郵便局 一宮市白旗通3丁目21 局長 総務部長  

愛知県一宮総合運動場 一宮市千秋町佐野字向農756 場長 主査  

2
4
4



別紙様式

無線局運用証明書 

運用者の住所及び氏名

運用する無線局の免許番号 海移第       号

運用する無線局の目的 防災行政用

運用する期間
   年   月   日から

   年   月   日まで

上記のとおり、一宮市が免許を受けている無線局を           が、運用してい

ることを証明します。

  年  月  日

免許人 住所 一宮市本町２丁目５番６号   

氏名 一宮市            
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１０ 一宮市災害弔慰金の支給等に関する条例 
昭和４９年６月２５日

条例第２５号

第１章 総則

（目的） 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号。以下「法」という。）

及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和48年政令第374号。以下「令」という。）の規定

に基づき、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自

然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、及び自然災害

により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活

の安定に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。 

（２） 市民 災害により被害を受けた当時、一宮市の区域内に住所を有した者をいう。 

第２章 災害弔慰金の支給

 （平23条例33・改称） 

（災害弔慰金の支給） 

第３条 市は、令第1条に規定する災害（以下この章及び次章において単に「災害」という。）により

市民が死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

（災害弔慰金を支給する遺族） 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げ

るとおりとする。 

（１） 死亡者の死亡当時において、生計を主として死亡者により維持されていた遺族（兄弟姉妹を

除く。以下この項において同じ。）を先にし、その他の遺族を後にする。 

（２） 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 

（３） 死亡者に係る前号アからオまでに掲げる者のいずれもが存しない場合であって、兄弟姉妹が

いるときは、その兄弟姉妹（死亡者の死亡当時、その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に

限る。）とする。 

２ 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父

母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後

にする。 

３ 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、これらの規定にか

かわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。 

４ 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1

人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

（平23条例33・一部改正） 

（災害弔慰金の額） 

第５条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死

亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっ
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ては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に

関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受け

た災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

（死亡の推定） 

第６条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定による

ものとする。 

（支給の制限） 

第７条 弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。 

（１） 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

（２） 令第2条に規定する場合 

（支給の手続） 

第８条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより

支給を行うものとする。 

２ 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。 

第３章 災害障害見舞金の支給

（災害障害見舞金の支給） 

第９条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が固定したときを

含む。）に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民（以下「障害者」という。）に対し、

災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

（災害障害見舞金の額） 

第１０条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にか

かった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、

その他の場合にあっては125万円とする。 

（準用規定） 

第１１条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

第４章 災害援護資金の貸付け

（災害援護資金の貸付け） 

第１２条 市は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民で

ある世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。 

２ 前項に規定する世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなけれ

ばならない。 

（災害援護資金の限度額等） 

第１３条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種

類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

（１） 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷（以下「世帯主の負傷」という。）

があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害（以下「家財の損

害」という。）及び住居の損害がない場合 150万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円 

ウ 住居が半壊した場合 270万円 

エ 住居が全壊した場合 350万円 

（２） 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円 

イ 住居が半壊した場合 170万円 

ウ 住居が全壊した場合 250万円 
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エ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350万円 

（３） 第1号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を立て直すに際し、その住居の

残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、第1号ウ中「270万円」とある

のは「350万円」と、前号イ中「170万円」とあるのは「250万円」と、同号ウ中「250万円」とある

のは「350万円」と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年（令第7条に規定する厚生労働大

臣が定める場合は、5年）とする。 

（平12条例48・一部改正） 

（保証人及び利率）

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 

２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無

利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年１パーセントとする。 

３ 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保

障債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。 

   （平31条例13・全改） 

（償還）

第１５条 災害援護資金は、年賦償還、半年償還又は月賦償還とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償

還をすることができる。 

３ 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項及び令第8

条から第11条までの規定によるものとする。 

（平31条例13・令元条例11・一部改正） 

（規則への委任）

第１６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日以後に生じた災害に関して適用する。 

付 則（昭和50年3月31日条例第6号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日から適用する。 

付 則（昭和51年12月27日条例第36号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。 

付 則（昭和53年7月1日条例第21号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により

死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害によ

り被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。 

付 則（昭和56年10月1日条例第42号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害に

より死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は、当該災

害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。 

付 則（昭和57年12月20日条例第56号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以

後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用す

る。 

付 則（昭和62年3月27日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災
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害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災

害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金については、なお従前の例による。 

付 則（平成3年12月20日条例第51号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死

亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し、

又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5

月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適

用する。 

付 則（平成12年12月21日条例第48号） 

この条例は、平成13年1月6日から施行する。 

付 則（平成23年12月20日条例第33号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の一宮市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害

により死亡した者に係る災害弔慰金の支給について適用し、同日前に生じた災害により死亡した者

に係る災害弔慰金の支給については、なお従前の例による。 

付 則（平成31年3月22日条例第13号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の一宮市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条の規定は、こ

の条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸

付けについて適用し、同日前に生じた災害により災害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金

の貸付けについては、なお従前の例による。 

付 則（令和元年9月25日条例第11号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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１１ 一宮市災害見舞金等の支給に関する条例 

平成４年３月２７日  

条例第２６号  

（目的） 

第１条 この条例は、災害により被害を受けた市民に対し、災害見舞金又は弔慰金（以下「災

害見舞金等」という。）を支給することにより、被災者を救済することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、「災害」とは、地震、落雷、風水害等の自然災害及び火災をいう。 

２ この条例において、「被災者」とは、本市の区域内において災害を受けた者をいう。 

（支給の要件） 

第３条 市長は、本市に居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により本

市の住民基本台帳に記録されている者が被災者になった場合においては、被災者の属する世

帯の世帯主（次条第１項第１号に掲げる場合において被災者が世帯主であるときは、その者

の葬祭を行う者。以下「受給資格者」という。）に対し、災害見舞金等を支給するものとする。 

（災害見舞金等の額） 

第４条 災害見舞金等の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

（１）災害により、世帯に属する者が死亡したとき、又は死亡したと推定されるとき。１人当

たり 100,000 円 

（２）災害により世帯に属する者が１か月以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき。

１人当たり 20,000 円 

（３）災害により、自己の居住の用に供する住宅が全焼し、全壊し、又は流失したとき。１世

帯当たり 100,000 円 

（４）災害により、自己の居住の用に供する住宅が半焼し、又は半壊したとき。１世帯当たり

50,000 円 

（５）災害により自己の居住の用に供する住宅が床上浸水したとき。１世帯当たり 50,000 円 

２ 前項第３号及び第４号に掲げる被害の程度の判定の基準は、規則で定める。 

（届出） 

第５条 受給資格者は、災害が発生した日から１か月以内に災害による被害の状況を市長に届

け出なければならない。ただし、被害の状況を公簿等により確認することができる場合その

他市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。 

（支給の制限） 

第６条 市長は、災害が被災者の属する世帯の世帯員の故意若しくは重大な過失による場合又

は被災者が当該災害について別に一宮市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年一宮

市条例第２５号）の規定による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給を受けた場合には、

災害見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。 

（災害見舞金等の返還） 

第７条 市長は、偽りその他不正な手段により災害見舞金等の支給を受けた者がある場合又は

既に災害見舞金等の支給を受けた者が前条の災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給を受

けた場合には、その者が受けた災害見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。 

（規則への委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 
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この条例は、平成４年４月１日から施行し、同日以後に生じた災害について適用する。 

付 則（平成１８年１２月１５日条例第５８号） 

１  この条例は、平成１９年４月１日から施行する。  

２  改正後の第４条第１項の規定は、この条例の施行の日以後に発生した災害に

係る災害見舞金等について適用し、同日前に発生した災害に係る災害見舞金等

については、なお従前の例による。  

付 則（平成２４年３月２７日条例第１号）抄 

 （施行期日） 

１  この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成２１年法律第７７

号）附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日（平成２４年７月９日）から施

行する。  

 （ 災害見舞金等の支給に関する経過措置）  

５  第 １ １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 宮市 災害 見 舞 金等 の 支給 に関 す る条 例の

規定は、施行日以後に発生する災害に係る災害見舞金及び弔慰金について適用

し、施行日前に発生した災害に係る災害見舞金及び弔慰金については、なお従

前の例による。  

251



１２ 災害救助法施行細則 
（昭和 40 年 10 月 29 日愛知県規則第 60 号）

（趣旨） 

第１条 この規則は、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号。以下「法」という。）、災害救助

法施行令（昭和 22 年政令第 225 号。以下「令」という。）及び災害救助法施行規則（昭和

22 年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第１号。以下「規則」という。）

の施行に関する事項を定めるものとする。 

第２条 削除 

（救助実施区域の公告） 

第３条 知事は、法による救助（以下「救助」という。）を実施するときは、すみやかに救助

を実施する市区町村の区域を公告するものとする。 

第４条 削除 

（救助の程度、方法及び期間） 

第５条 令第３条の救助の程度、方法及び期間は、災害救助法による救助の程度、方法及び期

間並びに実費弁償の基準（平成 25 年内閣府告示第 228 号）に定めるところによる。ただし、

知事は、これによることができない特別の事情があると認めるときは、その都度内閣総理大

臣に協議し、これを超えて救助を実施するものとする。 

（物資の保管等に関する公用令書等） 

第６条 規則第１条の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書（以下次条及び第８条におい

て「公用令書等」という。）は、次の各号に掲げる様式による。 

（１）物資の保管を命ずる場合の公用令書                   様式第１ 

（２）物資を収用し、施設を管理し、又は土地、家屋若しくは物資を使用する場合の公用令書 

様式第２ 

（３）公用変更令書                             様式第３ 

（４）公用取消令書                             様式第４ 

（受領書） 

第７条 前条の公用令書等の交付を受けた者は、受領書を直ちに知事に提出しなければならな

い。 

（強制物件台帳） 

第８条 第６条の公用令書等を交付したときは、強制物件台帳（様式第５）に所要事項及びそ

の後の経過を記録しておくものとする。 

（受領調書） 

第９条 規則第２条第３項の受領調整は、様式第６による。 

２ 当該職員は、前項の受領調書を作成するときは、物資の引渡しをした所有者又は占有者を

立ち会わせなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りではない。 

（損失補償請求書） 

第１０条 規則第３条第１項の損失補償請求者は、様式第７によらなければならない。 

（従事命令に関する公用令書等） 

第１１条 規則第４条第１項及び第３項の公用令書及び公用取消令書は、次の各号に掲げる様

式による。 

（１）公用令書    様式第８ 

（２）公用取消令書   様式第９ 

（受領書に関する規定の準用） 

第１２条 第７条の規定は、前条の公用令書又は公用取消令書の交付を受けた者の受領書につ

いて準用する。 
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（救助従事者台帳） 

第１３条 第１１条の公用令書又は公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳（様式第

１０）に所要事項及びその後の経過を記録しておくものとする。 

（従事不能の場合の届出） 

第１４条 規則第４条第２項の規定による届出は、従事不能届（様式第１１）に次の各号に掲

げる書類を添えてしなければならない。 

（１）負傷又は病気により救助に関する業務に従事することができない場合においては、医師

の診断書。ただし、やむを得ない事情により医師の診断書が得られないときは、警察官の

証明書 

（２）天災その他避けることのできない事故により救助に関する業務に従事することができな

い場合においては、市区町村長、警察官又はその他適当な公務員の証明書 

（実費弁償の程度） 

第１５条 法第７条第５項の規定による実費弁償の程度は、別表第１のとおりとする。 

（実費弁償請求書） 

第１６条 規則第５条の実費弁償請求書は、様式第１２によらなければならない。 

（身分を示す証票） 

第１７条 法第１０条第３項において準用する法第６条第４項の身分を示す証票は、様式第 

１３による。 

（扶助金支給申請書） 

第１８条 規則第６条第１項の扶助金支給申請書は、様式第１４によらなければならない。 

２ 前項の扶助金支給申請書には、規則第６条第２項各号の書類のほか、次の各号に掲げる書

類を添えなければならない。 

（１）療養扶助金を除く各扶助金の支給申請書については、令第８条第２項の支給基礎額の認

定に必要な書類 

（２）休業扶助金支給申請書については、前号に定める書類のほか、療養のため休養を必要と

する旨の医師の診断書及び負傷し、又は病気にかかつたため、従前得ていた収入を得るこ

とができず、かつ、ほかに収入を得ることができない等特に扶助金の支給を必要とする理

由を詳細に記載した書類 

（３）打切扶助金支給申請書については、第１号に定める書類のほか、療養の経過、症状、治

癒までの見込期間等に関する医師の意見書 

（扶助金の支給基礎額） 

第１９条 令第８条第２項第２号及び第３号の扶助金の支給基礎額は、別表第２のとおりとす

る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（別表及び様式省略）
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参考 災害救助法の適用基準 

１ 適用の用件

（１）災害のため一定規模以上の被害を生じた場合で、被災者が現に応急援助を必要としていること。

（２）法による救助の要否は市(区)、町、村単位で判定すること。
（３）原則として同一の原因による災害であること。

２ 適用基準（災害救助法施行令第１条第１項）

（１）住家等への被害が生じた場合

  ア 市(区)町村内の全壊、全焼、流失等による住家の滅失した世帯数がそれぞれ次の世帯数以上に
達したとき（第１号）。

市(区)町村の人口 被害世帯数

5,000人未満
5,000人以上 15,000人未満

15,000人以上 30,000人未満
30,000人以上 50,000人未満
50,000人以上 100,000人未満

100,000人以上 300,000人未満
300,000人以上

30 世帯
40 〃
50 〃
60 〃
80 〃

100 〃
150 〃

  イ 被害世帯数がアの基準に達しないが、県下で住家滅失世帯数が 2,500 世帯以上に達した場合
であって、市(区)町村の住家滅失世帯数が次に示す世帯以上に達したとき（第２号）。

市(区)町村の人口 被害世帯数

5,000人未満
5,000人以上 15,000人未満

15,000人以上 30,000人未満
30,000人以上 50,000人未満
50,000人以上 100,000人未満

100,000人以上 300,000人未満
300,000人以上

15 世帯
20 〃
25 〃
30 〃
40 〃
50 〃
75 〃

  ウ 被害世帯数がア又はイの基準に達しないが、県下で住家滅失世帯数が 12,000 世帯以上に達し
た場合であって、市(区)町村で多数の世帯の住家が滅失したとき（第３号前段）。
エ 被害世帯数が、ア、イ及びウに該当しないが、下記の特別な事情がある場合であって、市(区)
町村で多数の世帯の住家が滅失したとき（第３号後段）。

  ・ 災害にかかった者に対する食品もしくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要

とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること。

    （平成 12年 3月 31日厚生省令第 86号 第１条）

(注) 適用の基準となる被害世帯の換算等の計算は、次の方法による。
（ア）住家の滅失した世帯の判定

       被害世帯の状況       滅失世帯数の算定

全焼、全壊、流出等により住家の滅失した

世帯数
滅失した世帯とする

住家が半壊半焼等著しく損傷した世帯
２世帯をもって、住家の滅失した一の世

帯とみなす

床上浸水又は土砂たい積等により一時的に

居住することができない状態になった世帯

３世帯をもって、住家の滅失した一の世

帯とみなす
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（イ）被害世帯数は、家屋の棟数あるいは戸数とは関係なく、あくまでも世帯数で計算する。例

えば、被害戸数は１戸であっても、３世帯が居住していれば３世帯として計算する。

（ウ）飯場、下宿等の一時的寄留世帯については、生活本拠の所在地等総合的条件を考慮して実

情に即した決定をする。

（エ）多数の世帯とは、四囲の状況に応じて個々に判断されるべきものであるが、最低５世帯以

上をいう。

 （２）生命・身体への危害が生じた場合

被害が、ア、イ、ウ及びエに該当しないが、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受け

るおそれが生じた場合であって、下記の基準に該当したとき。

・ 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救

助を必要とすること。

   （平成 12年 3月 31日厚生省令第 86号 第２条第１項）
・ 災害にかかった者に対する食品もしくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要

とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること。

   （平成 12年 3月 31日厚生省令第 86号 第２条第２項）
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１３ 大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱 

   昭和６１年 ５月３０日 消防救第 ６１号 

改正 平成 ４年 ３月２３日 消防救第 ３９号 

改正 平成 ５年 ３月２６日 消防救第 ３６号 

改正 平成 ５年 ５月１４日 消防救第 ６６号 

改正 平成 ６年 ４月 １日 消防救第 ４５号 

改正 平成 ７年 ６月１２日 消防救第 ８３号 

改正 平成 ８年 ４月２２日 消防救第１２７号 

改正 平成 ８年１１月 ７日 消防救第２２４号 

改正 平成 ９年 ３月１９日 消防救第 ６７号 

改正 平成１０年 ３月３１日 消防救第 ４７号 

改正 平成１１年 ３月２６日 消防救第 ６８号 

改正 平成１２年 ７月２６日 消防救第２０２号 

改正 平成１２年１２月２５日 消防救第３１６号 

改正 平成２１年 ３月２３日 消防応第 ９７号 

改正 令和 ２年 ７月１７日  消防広第１９０号 

１ 目的 

この広域航空消防応援実施要綱（以下「要綱」という。）は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）

第４４条の規定に基づき、大規模特殊災害発生地の市町村が回転翼航空機（以下「ヘリ」という。）を保

有する他の都道府県又は他の都道府県に属する市町村によるヘリを用いた消防に関する応援（以下「広

域航空消防応援」という。）を要請しようとする場合に、当該応援が円滑かつ迅速に行われるよう要請手

続その他必要な事項について定めることを目的とする。 

２ 用語の定義 

（１）要請側市町村 

大規模特殊災害発生地の市町村（常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合は、

当該一部事務組合とする。）で、この要綱に基づき広域航空消防応援を要請したもの、又は要請しよう

とするものをいう。 

（２）要請側都道府県 

要請側市町村の属する都道府県をいう。 

（３）応援側市町村 

ヘリを保有する市町村（常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合には、当該

一部事務組合を含む。以下この号において同じ。）で、この要綱に基づき広域航空消防応援を実施した

もの、又は実施しようとするものをいう。 

（４）応援側都道府県  

ヘリを保有する都道府県で、この要綱に基づき広域航空消防応援を実施したもの、又は実施しよう

とするものをいう。 

３ 対象とする大規模特殊災害 

広域航空消防応援の対象となる大規模特殊災害は、次の各号に掲げる災害で、ヘリを使用することが

消防機関の活動にとって極めて有効であると考えられるものとする。 

（１）大規模な地震、風水害等の自然災害 

（２）山林、離島等、陸上あるいは海上からの接近が著しく困難な地域での、大規模な火災、災害、事故

等 

（３）高層建築物の火災で、地上からの消火又は救助が困難なもの 
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（４）航空機事故、列車事故等での集団救助救急事故 

（５）その他前記各号に掲げる災害に準ずる災害等 

４ 広域航空消防応援の種別

広域航空消防応援の種別は、主な任務により次の各号のとおり区分する。 

（１）調査出場 

現場把握、情報収集、指揮支援等のための出場 

（２）火災出場 

消火活動のための出場 

（３）救助出場 

人命救助のための特別な活動を要する場合の出場（これに附随する救急搬送活動を含む。）  

（４）救急出場 

救急搬送のための出場で、特別な人命救助活動を伴わないもの 

（５）救援出場 

救援物資、資機材、人員等の輸送のための出場  

５ 広域航空消防応援の要請先の決定  

要請側市町村の消防長（消防本部を設置していない要請側市町村にあっては、市町村長とする。以下

同じ。）は、広域航空消防応援が必要となったときは、ヘリに搭乗可能な特別救助隊、水難救助隊、山岳

救助隊（以下「特別救助隊等」という。）の有無及びヘリに搭載可能な救助器具の保有状況等を勘案し、

広域航空消防応援の応援側市町村又は応援側都道府県（以下「応援側市町村等」という。）を決定するも

のとする。 

６ 市町村がヘリを保有する場合の広域消防応援の要請手続

（１）要請側市町村の消防長は、前項の規定に基づき広域航空消防応援の応援側市町村を決定したときは、

直ちに当該要請側市町村の長に報告の上、その指示に従って要請側都道府県の知事へ次の事項を明ら

かにして広域航空消防応援の要請を行うものとする。この場合においては、同時に応援側市町村の消

防長へも同様の連絡を行うものとする。 

① 応援側市町村 

② 要請者・要請日時 

③ 災害の発生日時・場所・概要 

④ 必要な応援の概要 

（２）要請側都道府県の知事は、前号の要請があり、かつ必要があると認める場合は、消防庁長官へ要請

を行うものとする。 

（３）消防庁長官は、前号の要請があり、かつ必要があると認められときは、応援側市町村が属する都道

府県（以下「所属都道府県」という。）の知事に対し要請を行うものとする。 

（４）所属都道府県の知事は、前号の要請があった場合は直ちに応援側市町村の消防長を通じて当該応援

側市町村の長に要請を行うものとする。  

（５）要請側市町村の消防長は、第１号により広域航空消防応援の要請を行った場合には、できるだけ速

やかに次の事項を応援側市町村の消防長へ通報しなければならない。この場合においては、同時に要

請側都道府県の知事へも同様の連絡を行うものとし、要請側都道府県の知事から消防庁長官、所属都

道府県の知事及び応援側市町村の消防長への連絡は、第２号から第４号までの規定に準じて行うもの

とする。 

① 必要とする応援の具体的内容 

② 応援活動に必要な資機材等 

③ 離発着可能な場所及び給油体制 

④ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び無線による連絡の方法 

⑤ 離発着場における資機材の準備状況 
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⑥ 現場付近で活動中の他機関の航空機及びヘリの活動状況 

⑦ 他にヘリの応援を要請している場合のヘリを保有する市町村の消防本部名又はヘリを保有する都

道府県名 

⑧ 気象の状況 

⑨ ヘリの誘導方法 

⑩ 要請側消防本部の連絡先 

⑪ その他必要な事項 

７ 市町村がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の決定の通知 

（１）応援側市町村の消防長は、前項の広域航空消防応援の要請に基づいて応援を行うことが可能と判断

した場合には、当該応援側市町村の長に報告の上、その指示に従って所属都道府県の知事に通知する

ものとする。この場合においては、同時に要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するもの

とする。 

（２）所属都道府県の知事は、前号の通知を受けた場合は、直ちに消防庁長官へ通知し、消防庁長官は要

請側都道府県の知事に、要請側都道府県の知事は要請側市町村の消防長を通じて当該要請側市町村の

長へ通知するものとする。 

８ 都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続及び決定の通知 

（１）都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続については、第６項（第４号を除く。）

を準用する。この場合において、第６項第１号中「前項」とあるのは「第５項」と、「応援側市町村」

とあるのは「応援側都道府県」と、「応援側市町村の消防長」とあるのは「応援側都道府県の知事」と、

同項第３号中「応援側市町村が属する都道府県の知事」とあるのは、「応援側都道府県の知事」と、同

項第５号中「次の事項を応援側市町村の消防長」とあるのは「次の事項を応援側都道府県の知事」と、

「所属都道府県の知事及び応援側市町村の消防長」とあるのは「応援側都道府県の知事」と読み替え

るものとする。 

（２）応援側都道府県の知事は、前号の広域航空消防応援要請に基づいて応援を行うことが可能と判断し

た場合には、直ちに消防庁長官に通知するとともに、要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連

絡するものとし、消防庁長官は要請側都道府県の知事に、要請側都道府県の知事は要請側市町村の消

防長を通じて当該要請側市町村の長へ通知するものとする。 

９ 要請手続の特例 

要請側市町村の消防長は、災害の発生状況等により、第６項及び前項に定められた手続きによる要請

をするいとまのないときは、応援側市町村等に直接、広域航空消防応援の要請をすることができる。こ

の場合、直ちに要請側都道府県、所属都道府県（市町村に要請をした場合）及び消防庁に、第６項及び

前項に定める手続きをしなければならない。 

１０ 広域航空消防応援の中断 

（１）応援側市町村の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側市町村の長は要請

側市町村の長と協議して広域航空消防応援を中断することができる。 

（２）応援側都道府県の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じたときについては、前号を準用す

る。この場合において、「応援側市町村の長」とあるのは「応援都道府県の知事」と読み替えるものと

する。 

（３）前２号により広域航空消防応援を中断したときは、第７項又は第８項に準じてその連絡を行うもの

とする。 

１１ 広域航空消防応援の始期及び終期

（１）広域航空消防応援は、第２号及び第３号に定める場合を除きヘリが広域航空消防応援の命を受けて

ヘリポートを出発したときから始まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。 

要請側市町村により広域航空消防応援の要請が撤回された場合も同様とする。 

（２）ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して広域航空消防応援に出場すべき命
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令があったときは、そのときから広域航空消防応援は始まるものとする。 

（３）ヘリが広域航空消防応援に出動中に、前項の規定に基づき広域航空消防応援が中断され、復帰すべ

き命令があったときは、そのときをもって広域航空消防応援は終了するものとする。 

１２ 広域航空消防応援のため出場したヘリの指揮等

（１）広域航空消防応援のため出場したヘリの指揮は、要請側市町村の長の定める災害現場の最高指揮者

が行うものとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指揮者がヘリの運行に重大な支障が

あると認めたときは、その旨、最高指揮者に通告するものとする。 

（２）当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって要請側市町村の消防本部の基地局及び災害現場

の最高指揮者と緊密な連絡を取るものとする。 

１３ 広域航空消防応援に係る要請側市町村の事前計画等

（１）要請側市町村は、広域航空消防応援を受けて消防活動を行う場合の計画をあらかじめ作成しておく

ものとする。 

（２）前号の計画を作成した場合は、そのうちの必要事項を要請側都道府県の知事へあらかじめ届出てお

くものとし、その内容に変更があった場合にも同様の届出を行うものとする。 

１４ 要請側都道府県の措置等

（１）要請側都道府県は、前項の規定に基づき、要請側市町村が樹立する活動計画の作成について適切な

助言を行うとともに、自らも必要な事項についてあらかじめ計画の作成を行うものとする。 

（２）要請側都道府県は、前号の計画を作成した場合は、自都道府県内の要請側市町村に示すとともに、

必要事項について消防庁長官へ届け出ておくものとし、その内容に変更があった場合にも同様の届け

出等を行うものとする。 

１５ 応援側市町村等の届出

（１）ヘリを保有する市町村（都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う市町村を除く。）の消防長

は、次の事項について、あらかじめ所属都道府県の知事を通じ消防庁長官に届け出ておくものとする。

なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。ただし、他の方

法により、すでに届け出ている場合は、その届出をもって、本項に定める届出に代えることができる。 

① 保有ヘリの性能及び活動能力  

② 特別救助隊等の隊員数  

③ 特別救助隊等の隊員が使用する「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令」別表１及び

別表２のうちヘリによる搬送が可能な救助器具（以下「救助器具」という。）の品名、大きさ、重量、

数量 

（２）ヘリを保有する都道府県の知事は、次の事項について、あらかじめ消防庁長官に届け出ておくもの

とする。 

なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。 

ただし、他の方法により、すでに届け出ている場合は、その届出をもって、本項に定める届出に代

えることができる。 

① 保有ヘリの性能及び活動能力 

② 当該都道府県の特別救助隊等の隊員数 

③ 特別救助隊等の隊員が使用する救助器具の品名、大きさ、重量、数量 

１６ 消防庁長官の情報提供

（１）消防庁長官は、第１４項第２号に定める届出を受けた場合は、その内容を所属都道府県を通じ、応

援側市町村の消防本部に提供するものとする。 

（２）消防庁長官は、前項各号に定める届出を受けた場合は、その内容のうち②及び③を要請側都道府県

を通じ、要請側市町村の消防本部に提供するものとする。 

１７ 広域航空消防応援に要する経費の負担区分

広域航空消防応援に要する経費の負担区分は、次の各号に定めるところによるものとする。 
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（１）消防組織法第４９条第１項に規定する経費及び緊急消防援助隊に関する政令（平成１５年政令第３

７９号）第５条各号に掲げる経費は、要請側市町村が負担するものとする。 

（２）広域航空消防応援により生じた公務災害補償に要する経費は、応援側市町村等の負担するものとす

る。  

（３）前２号に掲げる経費以外の経費は、原則として要請側市町村及び応援側市町村等双方の協議により

当該経費の負担を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原則的な考え方

については、消防庁が別に定める。  

１８ 要請側市町村及び応援側市町村等は広域航空応援を円滑かつ的確に実施するため、広域航空消防応

援に係る訓練を随時実施するものとする。  

１９ この要綱の実施に関する手続等の細部事項については、別に定める。 

（別表及び実施細目省略） 
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目次 

第１章 総則 

第２章 応援要請 

第３章 先遣隊 

第４章 県内応援部隊 

第５章 出動 

第６章 現場活動 

第７章 応援活動の終了及び報告 

第８章 県内応援派遣本部 

第９章 県内応援指揮支援隊 

第１０章 その他 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この計画は、愛知県内（以下「県内」という。）の市町村、消防の一部事務組合、

消防を含む一部事務組合及び消防を含む広域連合（以下「市町村等」という。）に

おいて大規模若しくは特殊な災害の発生によって、広域的な消防相互応援を行う

必要が生じた場合、愛知県内広域消防相互応援協定（以下「協定」という。）に基づ

く応援並びに県内応援部隊の派遣及び運用を円滑かつ迅速に実施することを目的

とする。 

（用語の定義） 

第２条 この計画において使用する用語の定義は、別紙１のとおりとする。 
別紙１「愛知県消防広域応援基本計画における用語の定義」 

(県内応援を必要とする災害規模) 

第３条 県内応援を必要とする災害規模は、協定に定める災害のうち、原則、その市

町村等の保有する消防力（近隣市町村等と締結している協定に伴う応援による消

防力を含む。）によって災害の防御が困難若しくは困難が予想される場合又は災

害の防御のために【緊急消防援助隊愛知県大隊応援等実施計画（以下「緊援隊

応援計画」という。）】別紙５－４に定める特定の消防機関が保有する特殊な車両

若しくは資機材を必要とする場合とする。 
【緊援隊応援計画】別紙５－４「登録車両リスト」 

（代表消防機関及び代表消防機関代行） 

第４条  代表消防機関を名古屋市消防局とし、代表消防機関代行を豊田市消防本部

とする。 
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（代表消防機関の任務） 

第５条 代表消防機関の任務は、次のとおりとする。 

(1) 県内応援の要請に関すること。 

(2) 被災地の情報収集に関すること。 

(3) 県内応援派遣本部の設置及び運営に関すること。 

(4) 愛知県防災安全局防災部消防保安課（以下「愛知県」という。）との連絡調整及

び情報交換に関すること。 

２ 代表消防機関が、被災等によりその任務を遂行できない場合は、代表消防機関代

行がその任務を遂行する。 

（県内応援派遣本部） 

第６条 要請消防機関が、代表消防機関に県内応援を要請、若しくは県内において

県内応援が必要又は必要と予想される災害を代表消防機関が覚知した場合は、速

やかに代表消防機関に県内応援派遣本部を設置する。 

２ 県内応援派遣本部長は、代表消防機関消防長をもって充てる。本部員は、代表消

防機関及び愛知県の職員をもって充てる。 

３ 県内応援派遣本部は、出動部隊がすべて帰署（所）した時点をもって解散する。 

（愛知県の任務） 

第７条 愛知県の任務は次のとおりとする。 

(1) 代表消防機関との各種連絡調整及び情報交換を行うこと。 

(2) 消防庁との各種連絡調整。 

(3) 各消防機関の意見を踏まえて、本基本計画を修正すること。 

（情報連絡） 

第８条 県内応援に係る情報連絡体制は、次のとおりとする。 

(1) 連絡窓口 

県内応援における各消防本部等関係機関の情報連絡窓口は、【緊援隊応援

計画】別紙３－１に準ずる。 
【緊援隊応援計画】別紙３－１「応援出動時の連絡窓口一覧」 

(2) 連絡系統 

県内応援における各機関同士の情報連絡系統は、別紙２のとおりとする。 
別紙２「情報連絡系統及び方法」 

（3） 連絡方法 

情報連絡方法は、原則として電話、ＦＡＸ又は電子メールによるものとする。 

ただし、有線断絶時には防災行政無線(高度情報通信ネットワーク)又は主運

用波等とする。また、緊急消防援助隊の支援情報共有ツール（ＳＪＫ）も利用を可

能とする。 

（4） 留意事項 

情報連絡系統に記載のない機関等への連絡が必要となるものについては、原

則、要請消防機関から必要な連絡先に情報連絡を行うこととする。  
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第２章 応援要請 

（応援要請）

第９条 要請消防機関は、管轄内で発生した災害において県内応援が必要と判断し

た場合、代表消防機関に県内応援が必要である旨を速やかに電話により連絡する。 

２ 要請消防機関は、様式１に掲げる事項を把握した段階でＦＡＸ（これと併せて電子

メールによっても可能とする。）により速やかに代表消防機関へ送付する。なお、様

式１に掲げる事項に追加及び変更が生じた場合は、その都度、代表消防機関に様

式１を続報として送付する。 
様式１「県内応援の要請」 

３ 代表消防機関は、要請消防機関から要請を受けた場合は、速やかに県内応援派

遣本部を設置する。 

（応援要請によらない覚知） 

第１０条 被災地以外の消防本部が、近隣市町村等で県内応援が必要又は必要と予

想される災害を覚知した場合は、速やかに代表消防機関に連絡する。 

２ 代表消防機関は、県内応援が必要又は必要と予想される災害を覚知した場合は、

被災地消防本部に連絡し、県内応援の必要性について確認する。 

３ 代表消防機関は、県内応援が必要又は必要と予想される災害を覚知した場合は、

速やかに県内応援派遣本部を設置する。 

（航空機の応援要請） 

第１１条 航空機 のみを要請する場合は、原則、「愛知県における航空機を用いた市

町村等の消防支援協定」により要請を行うものとする。当該要請は、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第252条の14第1項の規定により名古屋市に対して行う。 

２ 消防部隊と併せて、航空機が必要と判断した場合は、本協定により要請を行う。 
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第３章 先遣隊

（先遣隊の派遣） 

第１２条 県内応援派遣本部は、県内応援が必要又は必要と予想される災害を覚知

し、応援部隊規模の把握等に必要と判断した場合は、被災地に先遣隊を派遣す

る。 

２ 県内応援派遣本部は、電話により該当消防本部に先遣隊の派遣を要請する。 

３ 県内応援派遣本部は、災害の発生状況から判断して、先遣隊が出動する場所（被

災地消防本部の指揮本部又は災害現場等）を指示する。 

（先遣隊の任務） 

第１３条 先遣隊は、早期に被災地に出動し、災害実態の把握及び情報収集を行い、

県内応援に必要な部隊規模及び緊急消防援助隊の派遣の必要性を把握し、県内

応援派遣本部に電話等により報告する。 

（先遣隊（長）の編成） 

第１４条 先遣隊は、原則、先遣隊登録消防機関から被災地に迅速に出動できる消防

本部を県内応援派遣本部が編成する。 

２ 先遣隊は、同一消防本部から先遣隊長１名及び指揮隊１隊で編成する。なお、必

要に応じて活動隊を追加で編成する。 

（先遣隊登録消防機関） 

第１５条 先遣隊登録消防機関については次のとおりとする。 

 消防本部 

先遣隊登録消防機関 

名古屋市消防局 

豊田市消防本部 

豊橋市消防本部 

岡崎市消防本部 

一宮市消防本部 

春日井市消防本部 

知多中部広域事務組合消防本部 

尾三消防本部 

衣浦東部広域連合消防局 

（航空機による先遣） 

第１６条 県内応援派遣本部は、航空機を運用した先遣による情報収集が有効と判断

した場合には、航空機を出動させる。 
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第４章 県内応援部隊 

（県内応援部隊(長)の編成） 

第１７条 県内応援派遣本部は、原則、【緊援隊応援計画】別紙５に登録されている小

隊（以下「登録隊」という。）から、被災地において行う活動に必要な小隊を選定し、

県内応援部隊を編成する。 
【緊援隊応援計画】別紙５－１「緊急消防援助隊登録状況」 

別紙５－２「県内消防本部別登録一覧」  

別紙５ー３「県内消防本部別出動可能隊数一覧」 

別紙５－４「登録車両リスト」 

別紙５－５「後方支援車両リスト」 

２ 登録隊以外から、県内応援部隊を編成する場合は、県内応援派遣本部が、該当

消防本部と調整し編成する。 

３ 県内応援部隊長は、県内応援派遣本部が指名する。 

４ 県内応援部隊指揮隊は、県内応援部隊長の所属する消防本部から編成する。 

（指揮体制） 

第１８条 県内応援部隊長は、県内応援部隊を統括して被災地に出動するとともに、

被災地において指揮者の指揮の下に行動し、県内応援部隊の活動の管理を行

う。 

２ 先遣隊が出動している場合、県内応援部隊と合流後は、県内応援部隊に先遣隊

を編入する。編入後の、県内応援部隊長については、県内応援派遣本部が指名し

た者とする。 

（航空機の編成） 

第１９条 県内応援派遣本部は、被災地において、航空機による活動が有効と判断し

た場合には、要請消防機関からの航空機の要請がなくとも、航空機を編成する。 
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第５章 出動 

（出動準備）

第２０条 第９条及び第１０条の場合、県内応援派遣本部は、出動可能な隊の把握を

行うため、県内各消防本部へＦＡＸ及び電子メールで通知する。 
 様式２「県内応援部隊の出動準備」 

２ 前項の場合において、被災地消防本部以外の各消防本部は、県内応援部隊の出

動の可否について、県内応援派遣本部へ様式３により直ちに FAX 又は電子メール

で報告する。 

   報告期限は、前項の通知を受けてから３０分以内とする。 
 様式３「県内応援部隊の出動可否報告」 

３ ブロック幹事消防機関は、各消防本部へ第１項及び第５項のＦＡＸ及び電子メール

が届いているかを確認し、結果を県内応援派遣本部に電話で報告する。なお、地

区のあるブロックについては、地区幹事消防機関が、地区内の消防本部へ確認を

行い、ブロック幹事消防機関へ報告する。ブロック幹事消防機関及び地区幹事消

防機関が被災地消防本部に該当する場合は、県内応援派遣本部が、当該ブロック

内から代行する消防機関を指名し、指名された消防機関が確認を行う。 
【緊援隊応援計画】別紙２「緊急消防援助隊連絡調整ブロック・地区割表」

４ 県内応援派遣本部は、第２項の報告結果、災害発生場所、災害発生状況及び応

援要請内容等に基づいて、出動部隊の編成を行う。なお、様式３により報告した隊

以外の隊を県内応援部隊に編成する場合は、県内応援派遣本部が該当消防本部

と調整を行う。 

５ 県内応援派遣本部は、県内応援の必要がなくなった場合には、県内各消防本部

へ FAX及び電子メールで通知する。 
様式４「県内応援部隊の出動準備の解除」 

（出動要請） 

第２１条 県内応援派遣本部は、出動させる消防本部に対して県内応援部隊の出動

要請を行う（FAX 及び電子メールにより県内各消防本部へ送信する。なお、FAX

及び電子メールによる送信のいとまがないときは、県内応援派遣本部は口頭により

出動要請を行うこととし、その場合には、事後に FAX 及び電子メールを送信する）。
 様式５「県内応援部隊の出動」

（出動） 

第２２条 出動要請を受けた消防本部は、速やかに小隊を出動させる。 

２ 小隊を出動させる消防本部は、様式６を県内応援派遣本部あて電子メールで速や

かに報告する。 
様式６「県内応援部隊の出動隊名及び隊員名簿等の報告」 

（各隊の携行資機材等） 

第２３条 出動時における各隊の携行資機材等を次のとおりとする。 

（1） 各隊の任務を遂行する上で必要な資機材 
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（2） 食料、飲料水、着替え等の個人資機材（原則として 24 時間活動可能なもの） 
※ 食料については行動食を中心とし、調理の必要がない簡易なものを努めて準備する。 

（3） 携帯無線機、携帯電話、衛星携帯電話等（衛星携帯電話は、保有している場合） 

（4） 緊急消防援助隊動態情報システム（ＤＪＳ）可搬型端末器（保有している場合） 

（5） その他応援活動時に必要と思えるもの（例：現金、予備燃料、給油カード等） 

（集結場所への集結）

第２４条 県内応援派遣本部は、要請消防機関と調整して集結場所を決定する。 

２ 県内応援派遣本部は、各消防本部に対して県内応援部隊の集結場所、集結時間

等を様式５に記載して連絡する。 
様式５「県内応援部隊の出動」 

３ 集結場所において、県内応援部隊指揮隊が集結確認を実施する。 

４ 各小隊長は、交通事故や渋滞等により、集結が不能又は集結時間より大幅に遅延

する場合は、その旨を県内応援派遣本部へ報告する。 

５ 県内応援部隊指揮隊は、全体の集結完了後、県内応援派遣本部へ集結完了の

報告をする。 

６ 集結場所に到着した際に、受援市町村の消防職員等がいる場合には、各種情報

を聴取する。 

７ 県内応援部隊長より先に集結場所に到着した場合、県内応援部隊長の到着を待

ち、その後は県内応援部隊長と行動するものとする。なお、県内応援部隊長が集結

場所から出動後に集結場所に到着する隊は、集結場所を経由することなく、県内応

援部隊長から直接、被災地に出動する指示を受けるものとする。 

（被災地への進出） 

第２５条 県内応援部隊長は、県内応援派遣本部と連携して情報収集に努め、次の

項目を各隊へ周知徹底し、被災地へ進出する。 

（1） 被災地の被害概要、被災範囲等 

（2） 県内応援部隊の活動地域及び任務 

（3） 県内応援部隊の活動方針 

（4） 指揮命令系統（部隊編成等） 

（5） 使用無線系統 

（6） 活動報告要領 

（7） 各隊員の健康状態、各隊の資機材・燃料確認 

（被災地到着）

第２６条 県内応援部隊長は、被災地に到着したときは、速やかに部隊の内訳、人員、

資機材等を指揮者に報告し、次に掲げる事項について確認をする。 

（1） 被害状況 

（2） 活動方針 

（3） 活動地域及び任務 

（4） 安全管理に関する体制 

（5） 使用無線系統 
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（6） その他活動上必要な事項 

（情報共有） 

第２７条 被災地へ出動する部隊は、緊急消防援助隊動態情報システム（ＤＪＳ）及び

支援情報共有ツール（ＳＪＫ）を活用し、被災地に向かう途上の道路情報、給油情報

等について情報共有に努めるものとする。 

２ 県内応援派遣本部及び被災地消防本部は緊急消防援助隊動態情報システム（ＤＪ

Ｓ）及び支援情報共有ツール（ＳＪＫ）を活用し、被害状況及び部隊の活動状況等に

ついて情報共有に努めるものとする。 
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第６章 現場活動 

（無線通信運用体制及び情報収集）

第２８条 各隊は各消防本部からの出動の際、主運用波に切替える。 

２ 各消防本部は、可能な限り主運用波を傍受し、県内応援部隊の動向を把握する。 

３ 必要に応じて県内応援部隊保有のトランシーバーを活用する。 

４ 無線の呼び出し及び用語は次のとおりとする。 

（1） 県内応援部隊内における無線交信の際には、原則として電波法に基づき許可

を受けた無線呼び出し名称を使用し、必要に応じて相手の所属、任務等が認識

できる名称を付する。 

(例 「●●６１ 愛知県内応援部隊長」、「●●１ 岡崎消火小隊」等 ) 

（2） 各消防本部が独自に使用している無線用語を避け、共通認識が可能な表現

で無線交信をする。 

（解毒剤自動注射器の使用に係る運用） 

第２９条 解毒剤自動注射器の運用が必要となった場合には、本基本計画に基づき

応援要請等を行うとともに、運用方法については、令和３年１２月１４日付け消防

参第２５７号「化学災害・テロ時における解毒剤自動注射器の使用に係る運用要

領等の改正について（通知）」及び別紙１「解毒剤自動注射器の使用に係る運用

要領」に従い行うものとする。 

（航空機の運用） 

第３０条 県内応援部隊長又は県内応援指揮支援隊長が航空機による活動を必要

と判断した場合は、県内応援派遣本部に活動場所及び活動内容と併せて航空

機の要請を行う。 

２ 航空機が現場活動を行う際は、県内応援部隊長と連携を密にして現場活動を行

う。 

（応援の始期及び終期） 

第３１条 応援の始期及び終期については次のとおりとする。 

(1) 応援の始期は、応援隊が常備配置消防署（所）から出動した時点とする。なお、

県内応援部隊が消防署（所）以外にある場合は、応援要請を受け応援出動した

時点とする。 

(2) 応援の終期は、応援隊が帰署（所）した時点とする。 

(応援の中断) 

第３２条 応援消防機関の都合で応援隊の派遣を中止しなければならない特別の事

態が生じた場合は、応援消防機関の長は、県内応援派遣本部に状況説明の上、応

援を中断することができるものとする。 
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第７章 応援活動の終了及び報告

（活動終了）

第３３条 要請消防機関は災害の状況等を総合的に勘案し、県内応援部隊の活動終

了を判断するものとし、県内応援派遣本部にその旨を報告する。 

２ 県内応援派遣本部は、要請消防機関からの活動終了の旨の連絡を受け、県内応

援部隊の引き揚げを決定し、速やかに県内応援部隊長へその旨を連絡する。 

３ 県内応援部隊長は、県内応援派遣本部からの引き揚げ決定の連絡を受け、被災

地における活動を終了するものとする。 

４ 県内応援部隊長は、前項に基づき現場における活動を終了した場合には、次に掲

げる事項を指揮者に報告し、指揮者の了承を得て引き揚げる。 

（1） 県内応援部隊の活動概要（時間、場所、隊数等） 

（2） 活動上の異常の有無 

（3） 隊員の負傷の有無 

（4） 車両・資機材等の損傷の有無 

（5） その他必要な事項 

５ 県内応援部隊長は、引き揚げ時に、各隊に対し人員及び資機材の点検を実施さ

せ、異常の有無等を報告させる。 

６ 県内応援部隊長は、引き揚げを県内応援派遣本部へ連絡し、県内応援派遣本部

は愛知県及び各消防本部にその旨を連絡する。 

７ 航空小隊については上記第４項で定められた報告を、名古屋市消防航空隊長が

県内応援派遣本部に直接行う。 

（帰署報告） 

第３４条 県内応援部隊が被災地から帰署(所)した場合には、当該部隊の所属消防本

部は、「消防本部名、帰署（所）時間及び異常の有無」を、県内応援派遣本部へ電

子メールで速やかに報告する。 

２ 県内応援派遣本部は、全部隊が帰署(所)したことを確認し、その旨、愛知県へ報

告する。 

（報告） 

第３５条 要請消防機関は、事後速やかに様式７を作成し、代表消防機関へ電子メー

ルにて報告する。 
  様式７「県内応援受援報告書」 

２ 応援消防機関は、事後速やかに様式８を応援部隊ごとに取りまとめ、代表消防機関

へ電子メールにて報告する。 
  様式８「県内応援活動報告書」 
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第８章 県内応援派遣本部 

（県内応援派遣本部の任務） 

第３６条 県内応援派遣本部の任務については、次のとおりとする。 

（1） 要請消防機関との各種連絡調整 

（2） 県内応援が必要又は必要と予想される災害を覚知した場合の被災地消防本部

との各種連絡調整 

（3） 県内応援に関係する県内各消防本部との各種連絡調整 

（4） 県内応援部隊、先遣隊及び県内応援指揮支援隊の編成、出動について 

（5） 県内応援部隊長、先遣隊長及び県内応援指揮支援隊長との各種連絡調整 

（6） 県内応援部隊の出動、集結及び活動に係る調整 

（7） 交替部隊及び増援部隊の派遣に関する調整 

（8） 各消防本部で調達が困難な資機材の確保や車両、人員の輸送手段に係る調整 

（9） 県内応援部隊の活動記録の集約、整理 

（10） 県内各消防本部に対する県内応援に関する情報提供 

（11） 県内において緊急消防援助隊を受援する場合における、消防応援活動調整

本部との各種連絡調整 

(12) 県内応援部隊の活動が長期化する見込みの場合における、後方支援体制の

調整（後方支援については、原則、緊援隊応援計画に準ずる） 

（13） リエゾンの派遣について 

(14) 愛知県との各種連絡調整 

(15) 航空機の運用及び調整 

(16) その他必要な事項 

（県内応援に関する連絡） 

第３７条 県内応援派遣本部は、該当する様式の他、県内応援に関して各消防本部

に連絡する事項がある場合は、様式９を活用する。 
様式９「県内応援に係る連絡」 
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第９章 県内応援指揮支援隊 

（県内応援指揮支援隊の任務） 

第３８条 被災地における県内応援部隊に係る指揮が円滑に行われるように支援活動

を行うこと。 

（県内応援指揮支援隊長の任務） 

第３９条 県内応援指揮支援隊を統括し、指揮者を補佐し、及び指揮者の指揮を受け

被災地における県内応援部隊の活動管理を行うこと。 

（県内応援指揮支援隊の編成及び出動） 

第４０条 県内応援派遣本部は、被災地の災害状況及び緊急消防援助隊の受援状

況等から必要に応じて県内応援指揮支援隊を編成し被災地消防本部の指揮本部

等に出動させる。 

２ 県内応援指揮支援隊は、緊援隊応援計画における指揮支援隊に準じて名古屋市

消防局により編成する。 
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第１０章 その他 

（緊急消防援助隊の受援） 

第４１条 被災地において県内応援を行い、かつ、緊急消防援助隊を受援する場合

は、本計画の他、愛知県緊急消防援助隊受援計画に基づき活動する。 

（経費の負担） 

第４２条 応援に要する経費の負担については、協定に記載のとおりとする。 
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愛知県消防広域応援基本計画における用語の定義

愛知県消防広域応援基本計画　別紙１

№ 用語 内容

1 県内応援 本計画に基づき、県内広域応援を行うこと。

2 県内応援部隊 本計画に基づき、被災地に出動する部隊

3 代表消防機関
県内応援派遣本部を設置し、県内応援の要請、編成、出動等に関する連絡調
整を県内各消防本部及び愛知県と行う消防機関。名古屋市消防局。

4 代表消防機関代行
代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその任務を代行す
る消防機関。豊田市消防本部。

5 被災地消防本部
県内応援を必要とする災害が発生又は発生が予想される区域を管轄する消防
本部。

6 要請消防機関
大規模災害等の発生した県内の市町村等の消防機関で、県内応援を要請又は
要請しようとする消防機関。

7 応援消防機関 県内応援を実施又は実施しようとする消防機関。

8 県内応援派遣本部
県内応援のため関係機関と連絡調整を行うために設置するもの。代表消防機関
に設置。

9
ブロック幹事消防機関
（地区幹事消防機関）

ブロック（地区）内の県内応援部隊の出動準備に係る様式が届いているかを確認
し、その結果を県内応援派遣本部に電話で報告する消防機関をいう。ブロック
（地区）分け及びブロック（地区）幹事消防機関については、緊急消防援助隊愛知
県大隊応援等実施計画に準ずる。

10 指揮者 被災地域を管轄する市町村長又はその委任を受けた消防長をいう。

11 県内応援部隊長
県内応援部隊を統括して被災地へ出動するとともに、指揮者の指揮の下、被災
地における県内応援部隊の活動を管理することを任務とする者。

12 先遣隊
県内応援部隊として早期に被災地に出動し、災害実態の把握及び情報収集を
行い、県内応援に必要な部隊規模及び緊急消防援助隊の派遣の必要性を把握
する部隊。

13 先遣隊長 先遣隊を統括して被災地へ出動する者。

14 集結場所
県内応援部隊が、被災地に進出する前に、被災地市町村又はその隣接地域内
において集結する場所。

15
県内応援
指揮支援隊

被災地における県内応援部隊に係る指揮が円滑に行われるように支援活動を行
うことを任務とする隊。

16
県内応援

指揮支援隊長
県内応援指揮支援隊を統括し、指揮者を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災
地における県内応援部隊の活動管理を任務とする者。

17 リエゾン
県内応援派遣本部から被災地に派遣され、災害実態の把握及び情報収集を行
う者。
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愛知県消防広域応援基本計画 別紙２ 

情報連絡系統及び方法 

県内応援派遣本部

名古屋市消防局 

電話：平日昼間※ 052-972-3557   休日・夜間：052-972-3534 

ＦＡＸ：平日昼間※ 052-951-8463  休日・夜間：052－953-0119 

  ※県内応援派遣本部設置後を含む 

電子メール：00shobo@fd.city.nagoya.lg.jp 

豊田市消防本部（名古屋市消防局に県内応援派遣本部の設置できない場合） 

電話：平日昼間※ 0565-35-9701   休日・夜間：0565-35-9724 

ＦＡＸ：平日昼間※ 0565-35-9709  休日・夜間：0565-35-9739 

  ※県内応援派遣本部設置後を含む 

電子メール：keiboukyukyu@city.toyota.aichi.jp

被災地消防本部（要請消防機関） 

県内各消防本部（応援消防機関） 

様式２ 県内応援部隊の出動準備 

様式４ 県内応援部隊の出動準備解除 

様式５ 県内応援部隊の出動要請 

様式９ 県内応援に関する連絡 

※方法：ＦＡＸ及び電子メール 

様式３ 県内応援部隊の出動可否報告 

※方法：ＦＡＸ又は電子メール 

様式６ 県内応援部隊の出動隊名及

び隊員名簿等の報告 

※出動する隊のみ報告 

※方法：電子メール 

① 電話により速やかに連絡 

② 様式１ 県内応援の要請

※方法：ＦＡＸ（併せて電子メールも可） 電話により速やかに連絡 

近隣市町村等で県内応援が必要、又は必

要と予想される災害を覚知 

被災地以外の消防本部 

県内応援の要請
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緊急消防援助隊連絡調整ブロック・地区割表

緊急消防援助隊　愛知県大隊　応援等実施計画　別紙２

ブロック 地区

名古屋 - ◎ 名古屋市

◎ 一宮市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 岩倉市

丹羽
広域事務組合

西春日井
広域事務組合

尾張東部 ○ 春日井市 瀬戸市 尾張旭市
尾三
消防組合

海部 ◎ 愛西市 津島市 蟹江町
海部東部
消防組合

海部南部
消防組合

知多 ○ 東海市 常滑市 大府市 知多市 知多中部
広域事務組合

知多南部
消防組合

西三河 - ◎ 幸田町 岡崎市 豊田市 西尾市
衣浦東部
広域連合

東三河 - ◎ 豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 田原市

◎は、ブロック幹事消防機関（愛知県消防広域応援基本計画に定めるブロック幹事と同一）

○は、地区幹事消防機関

※　ブロック幹事及び地区幹事消防機関の任期（令和２年４月１日～令和６年３月３１日）

※　一宮市、愛西市は、地区幹事も兼務

構成消防本部（局）

尾張西部
尾張

海部・知多
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応援出動時の連絡窓口一覧

緊急消防援助隊愛知県大隊応援等実施計画　別紙３－１

電話 ＦＡＸ 無線電話 無線ＦＡＸ

昼間 03-5253-7537 消防防災無線 消防防災無線

災害対策本部 03-5253-7552 92-9049013 92-9049033

夜間 宿日直室 03-5253-7777 03-5253-7553 92-9049101 92-9049036

昼間
消防保安課

救急・救助グループ
052-954-6141 052-954-6913 600-2539,2548 600-4613

夜間 宿日直室 052-954-6844 052-954-6995 600-5250 600-4695

平日昼間 消防部消防課 052-972-3557 052-951-8463

休日・夜間 指令課 052-972-3534 052-953-0119

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

平日昼間 消防課 0568-22-4954 0568-26-7201

夜間・休日 東消防署 0568-22-2511 0568-23-7979

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

愛知県防災安全局防災部
shobohoan@pref.aichi.lg.jp

0587-37-1220

8334-31

0561-38-4119

西春日井広域事務
組合消防本部

0561-85-0441

700-5555

尾
張
ブ
ロ
ッ

ク
0587-95-5151

0568-85-1243

0587-53-0119

犬山市消防本部

0587-95-5157

消防署通信担当

愛知県

0561-51-0119

0561-38-5119

0561-85-1119

指令課

消防署通信担当

0568-82-0119

0587-22-2130

0587-55-2258

0587-37-5333

通信指令課
（一宮市・稲沢市消防

指令センター）

通信指令室

尾張旭市消防署

防災行政無線（高度情報通信Ｎ）

shirei@bisan-fd.togo.aichi.jpびさんしょうぼう

00shobo@fd.city.nagoya.lg.jp

shobo@city.konan.lg.jp

無線呼出名称 メールアドレス

8339-11

8323-11 おわりあさひしょうぼう

いぬやましょうぼう

こうなんしょうぼう

8313-11

tsusin@city.kasugai.lg.jp

8302-11

seishunkouiki-119-3@proof.ocn.ne.jp

060306@city.inuyama.lg.jp

niwa119@ruby.ocn.ne.jp

shobosho@city.komaki.lg.jp

tsusin@city.seto.lg.jp

8339-31

8323-31 syobosyo@city.owariasahi.lg.jp0561-52-0119

064

関係機関名
◎印…ブロック幹事消防機関

○印…地区幹事消防機関

犬山市消防署

0586-72-1191

時間帯別

0568-65-0119 0568-62-4407

8341-11

尾張旭市消防本部

ＮＴＴ回線
連絡窓口

広域応援室 03-5253-7527

一宮市消防本部

瀬戸市消防本部

丹羽広域事務組合
消防本部

稲沢市消防署 0587-22-0119

0568-76-0119

名古屋
ブロック 名古屋市消防局◎

◎

700-6300

8341-31

8325-31

0568-73-5614

8334-11

066

8340-31

0586-71-1192

067

春日井市消防本部 通信指令室

江南市消防本部

小牧市消防本部

稲沢市消防本部

小牧市消防署

指令室

8340-11

8325-11

尾三消防本部

○

岩倉市消防本部

8313-31

8302-31

いなざわしょうぼういち

いわくらしょうぼう

にわしょうぼう

にしかすがいしょうぼう

-

fs-keibo@city.inazawa.lg.jp

f-tsushin@city.ichinomiya.lg.jp

shobosho@city.iwakura.lg.jp

消防庁 消防庁広域応援室

なごやしょうぼう

にしおわりしれい

せとあさひしれい

かすがいしょうぼう

こまきしょうぼう
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応援出動時の連絡窓口一覧

緊急消防援助隊愛知県大隊応援等実施計画　別紙３－１

電話 ＦＡＸ 無線電話 無線ＦＡＸ

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

平日昼間 警防救急課 0565-35-9701 0565-35-9709

夜間・休日 指令課 0565-35-9724 0565-35-9739

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

無線呼出名称

0531-23-0119

ＮＴＴ回線

0562-56-0119

0562-47-0119

8331-31 8331-11

8318-31

0564-21-5151

0569-64-0119

0533-68-5129

0566-63-5731

0563-57-1717

0567-26-1347

0569-22-7420

052-442-0119

0569-21-1492

0562-32-3935

情報管理室 0569-34-8777

連絡窓口

0567-95-5121 0567-96-6369

情報通信室

通信室

津島市消防本部

0562-47-2398

0569-62-2112

0562-36-0119

0564-26-0373共同通信課

消防課

0562-56-3399

東海市消防署

通信指令室

知多市消防署

通信指令室 0567-52-3114

0567-26-1100

0567-28-3341

052-442-3180

0567-52-0119

8337-11

メールアドレス

honbu@amatobu-119.jp

shoubou@city.tsushima.lg.jp

かにえしょうぼう

指揮係

豊川市消防署

0569-35-7100

通信指令室 0563-56-2110

syobo-honbu@city.aisai.lg.jp

つしましょうぼう

keibou@city.tokai.lg.jp

shobohon@town.kanie.lg.jp

amananbu@ama119.jp

keiboukyukyu@city.toyota.aichi.jp

shirei@city.nishio.lg.jp

obu-shirei119@city.obu.lg.jp

chitanan@tac-net.ne.jp

shoubou@city.chita.lg.jp

handa119@cac-net.ne.jp

072

防災行政無線（高度情報通信Ｎ）

shirei@city.okazaki.ｌｇ.jp

syobosyo@city.tokoname.lg.jp

8321-11

8319-11

8329-31

8306-11

8329-11

通信指令室

常滑市消防本部

東海市消防本部

092

8336-31

8314-11

8319-31

愛西市消防本部 警備課

警防通信室

関係機関名
◎印…ブロック幹事消防機関

○印…地区幹事消防機関

時間帯別

0567-23-0119

8336-11

071

8333-31 8331-11

8314-31

8321-31

8320-11

8343-31 8343-11

078

8309-11

8308-31

079

こうたしょうぼう syobo-fd@town.kota.lg.jp

とよかわしょうぼう

tsushin@city.toyohashi.lg.jp

shinshiro-shirei@shinshiro-fd.jp

tsuushin@union.kinutoh.lg.jp

幸田町消防署 0564-63-11190564-63-0119

8308-110566-63-0138

8312-31 8312-11

080

がまごおりしょうぼう

とよはししょうぼう

0533-89-0119

tusin@city.tahara.aichi.jp

きぬとうしょうぼう

gamatsu@city.gamagori.lg.jp

たはらしょうぼう

shobosho@city.toyokawa.lg.jp

しんしろしょうぼう

0531-23-2440

通信指令課 0532-51-2075 0532-56-0033

蒲郡市消防本部

豊川市消防本部

0536-22-4820

0533-89-1414

岡崎市消防本部

衣浦東部広域連合
消防局

知多中部広域事務組合
消防本部

海部南部消防組合
消防本部

8318-11

蒲郡市消防署 0533-68-5119

8300-31 8300-11

消防局通信指令課

8320-31

知多南部消防組合
消防本部

幸田町消防本部

豊田市消防本部

西尾市消防本部

○

◎

海部東部消防組合
消防本部

◎

蟹江町消防本部

西
三
河
ブ
ロ
ッ

ク

海
部
・
知
多
ブ
ロ
ッ

ク

豊橋市消防本部

東
三
河
ブ
ロ
ッ

ク

にしおしょうぼう

ちたちゅうぶしょうぼう

ちたなんぶしょうぼう

ちたしょうぼう

とこなめしょうぼう

あいさいしょうぼう

あまなんぶしょうぼう

あまとうぶしょうぼう

田原市消防本部

新城市消防本部

084

情報指令室 0536-22-1119

とうかいしょうぼう

おかこうしれい

とよたしょうぼう

大府市消防本部

知多市消防本部

◎

8309-31

おおぶしょうぼう
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１５ 愛知県消防活動等援助要綱 

第１ 目的 

この要綱は、県民及び消防職員の安全を確保するため、危険物、その他の化学薬品等（放

射性物質を除く。以下同じ。）に係る火災、漏洩事故等のうち著しく生命、身体及び財産に

危害を加えるおそれがあり、かつ、安全確保に支障を及ぼすおそれがあると消防機関の長が

認めるもの（以下「特異火災等」という。）が発生した場合、専門的知識を有する者（以下

「特異火災等アドバイザー」という。）から助言等を得ることにより、消防機関の長がとる

べき措置方法をより万全なものとするとともに事態の速やかな解決を図ることを目的とする。

第２ 特異火災等アドバイザー 

危険物、その他の化学薬品等に係る特異火災等が発生した際、当該特異火災等の速やかな

鎮圧、人命の安全確保を的確に実施するため、消防機関の長に対し必要な助言等を行うもの

として特異火災等アドバイザーを置く。

２ 特異火災等アドバイザーの職務、任務等は別に要領で定める。

第３ 助言等 

消防機関の長は、管轄区域内で発生した特異火災等の拡大を抑止し、又は鎮圧するため、

特異火災等アドバイザーから危険物、その他の化学薬品等の性質、その他参考となる事項に

ついて、必要に応じて、意見を求めるものとする。

なお、特異火災等アドバイザーに対する助言等協力要請は、直接、特異火災等アドバイザ

ーに行うものとする。

２ 知事は、特異火災等に係る大規模な災害の発生により、市町村長に必要な指示を行おう

とするときは、必要に応じて、特異火災等アドバイザーの意見を求めることができる。

３ 特異火災等アドバイザーは、知事又は消防機関の長から特異火災等に係る危険物、その

他の化学薬品等の性質、その他参考となる事項について意見を求められたときは、提供さ

れた情報又は現地調査の結果に基づき必要な助言等を行うものとする。

第４ 報告 

消防機関の長は、特異火災等に係る危険物、その他の化学薬品等の性質、その他参考とな

る事項について、特異火災等アドバイザーから意見を聴取したときは、速やかに、その内容

を知事に報告しなければならない。

第５ 特異火災等対策検討会 

知事は、消防活動等にかかわらず、特異火災等が拡大又は長期化するおそれがあり、県民

及び消防職員に多大な損害を与える事態に発展すると認めるときは、特異火災等対策検討会

（以下「検討会」という。）を開催することができる。

また、特異火災等アドバイザー又は消防機関の長から知事に検討会の開催要請があったと

きも同様とする。

２ 検討会は、特異火災等アドバイザー、関係消防機関の長、その他の関係者で構成する。

第６ 事務局 

特異火災等アドバイザーの活動状況の把握並びに検討会の事務を処理させるため、事務局

を愛知県防災安全局防災部消防保安課に置く。

２ 事務局は、特異火災等の発生に備え、文献、図書、その他の関係資料の収集に努めるも

のとする。

第７ 雑則

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に知事が定める。

附 則

この要綱は、昭和６２年４月１日から施行する。
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附 則

この要綱は、平成３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成８年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。
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愛知県緊急消防援助隊受援計画

平成１７年３月３１日 

最終改正   令和 ６年８月 ２日

第１章 総 則 

第２章 応援要請 

第３章 応援部隊の指揮体制及び通信連絡体制 

第４章 愛知県が行う消防応援活動の調整 

第５章 代表消防機関が行う消防応援活動の調整等 

第６章 受援市町村における応援部隊の受入れ及び指揮 

第７章 その他 

第 1章 総 則 

（目的） 

第１条 この計画は、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（以下「要

請要綱」という。）第 40 条の規定に基づき、愛知県内の市町村において地震等

の大規模災害又は特殊災害が発生し、消防組織法（以下「法」という。）の規

定に基づく緊急消防援助隊の応援を受ける場合に、その部隊が効果的に活動

できる体制を確保するため、必要な事項を定める。 

２ 南海トラフ地震が発生した場合の緊急消防援助隊の応援を受けるために必

要な事項については、南海トラフ地震における愛知県広域受援計画に定める

もののほか、この計画の定めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条 この計画において使用する緊急消防援助隊に係る用語の定義は、別紙

１のとおりとする。 

別紙１「緊急消防援助隊に関する用語の定義」 

（情報連絡） 

第３条 緊急消防援助隊の応援要請等に係る情報連絡体制は、次のとおりとする。 
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（１）関係機関の連絡先 

別紙２－１「連絡先（消防庁、愛知県、代表消防機関、指揮支援部隊）」 

別紙２－２「連絡先（第一次出動、出動準備都道府県）」 

別紙２－３「連絡先（応援航空部隊関係）」 

別紙２－４「連絡先（県内消防機関）」 

別紙２－５「連絡先（県内市町村防災担当及び災害対策本部）」 

別紙２－６「無線のかけ方」 

（２）情報連絡系統 

別紙３「緊急消防援助隊応援要請系統図」 

（３）連絡方法 

原則 有線（携帯）電話、有線ファクシミリ 

有線途絶の場合 県防災行政無線（高度情報通信ネットワーク） 

（迅速出動及びアクションプランの適用） 【要請要綱第 7 章、南海トラフ地震に

おける緊急消防援助隊アクションプラン（以下「南海トラフアクションプラン」

という。）】 

第４条 要請要綱第７章に基づく迅速出動（以下「迅速出動」という。）は、愛

知県が震央である震度６弱（名古屋市が５強）以上の地震災害の場合に適用さ

れる。 

２ 緊急消防援助隊に係る南海トラフアクションプランは、下表の場合に適用

される。 

３ 愛知県は、消防庁から迅速出動又は南海トラフアクションプランを適用し

た旨の連絡があった場合には、速やかに一斉ＦＡＸにより全消防本部へ連絡

する。 
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表１ 

想定震源断層域と重なる震央地名 

山梨県中・西部 長野県南部 静岡県東部 静岡県中部 静岡県西部 

駿河湾 駿河湾南方沖 新島・神津島近海 愛知県東部 愛知県西部 

遠州灘 三河湾 岐阜県美濃東部 三重県北部 三重県中部 

三重県南部 伊勢湾 三重県南東沖  

和歌山県北部 和歌山県南部 和歌山県南方沖 紀伊水道 奈良県 

淡路島付近 播磨灘  

徳島県北部 徳島県南部 香川県東部 香川県西部 瀬戸内海中部 

愛媛県東予 愛媛県中予 愛媛県南予 伊予灘 豊後水道 

高知県東部 高知県中部 高知県西部 土佐湾 四国沖 

大分県南部 宮崎県北部平野部 日向灘 九州地方南東沖

プラン名 適用条件 備考 

１ 発生した地震の震央地名が、表１に示す南海

トラフ地震の想定震源断層域と重なる地名のい

ずれかに該当し、かつ次のいずれかの条件を満

たす場合 

(1) 発生した地震により中部地方、近畿地方及び

四国・九州地方の３地域のいずれにおいても、

震度６強以上が観測された場合又は大津波警報

が発表された場合 

(2) 発生した地震がマグニチュード 8.0 以上の場

合【南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が

発表される可能性がある場合】 

２ 上記１の条件を満たす地震が発生した場合の

ほか、本アクションプランに基づき緊急消防援

助隊を運用することにより、迅速かつ的確な対

応が可能であると消防庁長官が判断した場合 

【各地方の都道府県分類】 

○中部地方：山梨県、長野県、

岐阜県、静岡県、

愛知県、三重県 

○近畿地方：兵庫県、奈良県、

和歌山県 

○四国・九州地方： 

徳島県、香川県、

愛媛県、高知県、 

大分県、宮崎県

南

海

ト

ラ

フ

ア

ク

シ

ョ

ン

プ

ラ

ン
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第２章 応援要請 

（市町村長から愛知県知事への応援等の要請のための連絡）【要請要綱第 4 条】 

第５条 各消防本部は、大規模災害又は特殊災害が発生したときは、災害状況の

把握を行い、保有する自己の消防力だけで十分な対応が取れるかを判断する。 

  十分な対応が取れないと判断した場合は、愛知県消防広域応援基本計画に

基づく県内消防機関に対する応援要請又はこの計画に基づく緊急消防援助隊

の応援要請を検討する。 

２ 市町村長（当該市町村長から委任を受けた消防本部の長を含む。以下同じ。）

は、前項の検討の結果、緊急消防援助隊の応援が必要と判断したときは、愛知

県知事に緊急消防援助隊の応援が必要である旨を直ちに電話（災害時に有効

な通信を行える手段を含む。以下同じ。）により連絡するものとし、以下に掲

げる事項が明らかになり次第電話により連絡する。  

（１）災害の概況 

（２）出動が必要な区域及び活動内容 

（３）緊急消防援助隊の活動のために必要な事項 

詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による

連絡は、これらを把握した段階で、ファクシミリ（これと併せて電子メールに

よっても可能とする。以下同じ。）により速やかに行う。 

〔要請要綱別記様式１－２〕応援等要請のための連絡事項 

３ 市町村長は、前項の連絡を行った場合において、特に必要があるときは、そ

の旨及び市町村の災害の状況を消防庁長官に直ちに連絡することができる。 

４ 市町村長は、愛知県知事に対して第２項の連絡ができない場合には、その旨

を消防庁長官に直ちに電話により連絡することができるものとし、同項に掲

げる事項が明らかになり次第電話により連絡することができる。 

  詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面によ

る連絡は、これらを把握した段階で、ファクシミリにより速やかに行うことが

できる。 

５ 市町村長は、被災地及びその周辺に石油コンビナートその他の緊急消防援

助隊の活動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、当該

施設における災害の状況及び緊急消防援助隊の活動上必要な事項について情

報収集を行い、前３項の連絡と併せて報告するよう努める。 

６ 代表消防機関である名古屋市消防局は、愛知県消防広域応援基本計画に基

づき県内応援派遣本部を設置して、県内応援部隊の選定及び出動の取りまと

めを行う。 

また、災害規模、被害状況の推移及び県内応援部隊の状況等から、緊急消防
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援助隊の派遣が必要と見込まれる場合は、速やかに愛知県と連絡調整を行う。 

（愛知県知事から消防庁長官への応援等要請）【要請要綱第 3条】

第６条 愛知県は、緊急消防援助隊の応援の要請を受けた市町村の消防本部（以

下「受援消防本部」という。）から災害情報を収集するとともに、緊急消防援

助隊の応援の必要の有無を確認する。 

２ 愛知県は、代表消防機関と調整の上、災害の状況、県内の消防力に照らして、

緊急消防援助隊の応援要請の必要性を判断する。 

３ 愛知県知事は、緊急消防援助隊の応援を受ける必要があると判断したとき

は、消防庁長官に応援要請を行う。 

なお、次の例示のような災害等が発生し、その規模に照らし緊急を要し、市

町村の連絡を待ついとまがないと判断するときは、前条第２項の市町村長の連

絡を待たないで応援要請を行う。 

（例１）愛知県内において、２０００年９月に起こった東海豪雨相当の豪雨

災害が同時多発的に発生した場合 

（例２）愛知県内において、令和元年東日本台風（令和元年10月台風19号）、

平成30年７月豪雨（平成30年７月西日本豪雨）相当の災害が発生した

場合 

また、自衛隊法（昭和29年法律第165号）第83条の規定に基づく自衛隊の災

害派遣要請を行うに当たって、同時に緊急消防援助隊の応援等の必要性につい

て検討する。 

４ 前項の要請は、電話により直ちに行うものとし、前条第２項に掲げる事項が

明らかになり次第電話により報告する。詳細な災害の状況及び応援等に必要

な隊の種別・規模に関する書面による報告は、これらを把握した段階で、ファ

クシミリにより速やかに行う。 

〔要請要綱別記様式１－１〕緊急消防援助隊の応援等要請 

５ 前条第５項の規定は、前２項の連絡に準用する。 

（応援等決定の連絡）【要請要綱第 7条】 

第７条 愛知県知事は、消防庁長官から緊急消防援助隊の応援等決定通知を受

けた場合は、速やかに被災地市町村長及び代表消防機関の長へその旨連絡す

る。（一斉 FAX により全消防本部へ送信） 

  なお、被災地が複数に及び、出動の求め又は指示を行う段階において、応援

先の市町村が指定されていない場合、愛知県知事は、その後判明した被害状況

を踏まえ、消防庁長官と応援先市町村を調整するものとする。 

〔要請要綱別記様式３－２〕緊急消防援助隊の応援等決定通知 

〔要請要綱別記様式３－３〕緊急消防援助隊の出動隊数通知 
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〔愛知県緊急消防援助隊受援計画様式１－１〕緊急消防援助隊緊急連絡 

（愛知県に応援出動する部隊）【基本計画第 2章第 5節１、第 4章 2】 

第８条 愛知県で大規模災害又は特殊災害が発生した場合に、応援出動する指

揮支援部隊、航空部隊及び都道府県大隊は、別紙４－１のとおりとなる。 

別紙４－１「愛知県への応援部隊【基本計画及び要請要綱】」 

２ 南海トラフアクションプランが適用された場合に応援出動する指揮支援部

隊、航空部隊及び都道府県大隊は、別紙４－２、４－３のとおりとなる。 

別紙４－２「愛知県への応援部隊【南海トラフアクションプラン】」 

別紙４－３「緊急消防援助隊登録状況」 
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（要請によらない出動）【要請要綱第 31条】 

第９条 次の各号の場合には、第６条の愛知県知事の要請がなくとも、消防庁長

官から応援都道府県知事に対して出動の求め又は指示が行われる。 

なお、市町村長は、この場合においても、第５条に掲げる手続きを行うものとす

る。 

（１）南海トラフアクションプランが適用された場合 

（２）迅速出動が適用された場合 

※ 迅速出動の対象となる災害は地震とし、最大震度６弱（政令市等は５強）

以上の地震が発生した場合に適用する。 

（３）災害規模等に照らし、緊急を要し、愛知県知事の要請を待ついとまがない

と消防庁長官が認めた場合 

（４）ＮＢＣ災害により多数の負傷者が発生し、ＮＢＣ災害即応部隊等の出動の

必要性を消防庁長官が認めた場合 

２ 南海トラフアクションプランが適用された場合は、消防庁長官が、次のとお

り指揮支援部隊及び同部隊が所属する消防本部の航空小隊の出動を指示する。 

  ・重点受援県（名古屋市消防局）※陸路で出動 

  ・重点受援県以外（①東京消防庁②横浜市消防局③千葉市消防局 

④相模原市消防局⑤仙台市消防局⑥札幌市消防局） 

※丸文字は、優先順位を示す。 

３ 要請要綱の別表Ａ－１及び別表Ａ－２に定める災害が発生し、迅速出動が適用

された場合は、同表に定める緊急消防援助隊が愛知県へ出動する。（適用条件を満

たした時点で消防庁長官から出動の求め又は指示が行われる。） 

４ ＮＢＣ災害が発生し、ＮＢＣ災害即応部隊等の出動の必要性を消防庁長官

が認めた場合は、消防庁長官が定める運用計画に基づき、ＮＢＣ災害即応部隊

等が愛知県へ出動する。 
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別表Ａ－１（震度６弱（政令市等については震度５強）以上の地震等が発生した場合の出動準備及び迅速出動） 

下表の区分に応じ、愛知県での災害に対応する隊が、出動準備及び迅速出動の措置を講ずる。なお、南海トラフ

アクションプランを適用する場合は、本表を適用せず、当該アクションプランに基づき措置を講ずる。 

区 分 

指揮支援部隊 都道府県大隊及び統合機動部隊 航空小隊 

統括指揮

支 援 隊 

指   揮 

支 援 隊 

第１次出動都道府県大隊 出動準備都道府県大隊 
第 1 次出動航空

小 隊 
出動準備航空小隊 統 合 機 動 

部   隊 

都道府県 

大   隊 

統 合機 動 

部   隊 

都道府県 

大   隊 

名古屋市 

京都市 

静岡市 

浜松市 

名古屋市 

京都市 

大阪市 

岐阜県、静岡県 

三重県、滋賀県 

東京都、神奈川県 

富山県、石川県 

福井県、山梨県 

長野県、京都府 

大阪府、兵庫県 

奈良県、和歌山県 

滋賀県、京都市

富山県、山梨県

長野県、岐阜県

静岡県、静岡市

浜松市、三重県 

埼玉県、千葉市 

東京都、横浜市 

川崎市、石川県 

福井県、大阪市 

兵庫県、神戸市 

奈良県、和歌山県 

Ⅰ 

愛知県が最大震

度７の地震の震

央管轄県に対す

る措置※１ 

震央が海域 出動準備 出動準備 出動準備 出動準備 

震央が陸域 
迅速出動 

(出動準備を含む。) 

迅速出動 

(出動準備を含む。) 
出動準備 

出動準備及び消防庁長官の要請に基

づき必要な隊が迅速出動※２ 

Ⅱ 

愛知県が最大震

度６強の地震の

震央管轄県に対

する措置※１ 

震央が海域 出動準備 出動準備   出動準備 

震央が陸域 

迅速出動 

(出動準備

を含む。）

出動準備 

迅速出動 

(出動準備を

含む。）

出動準備   
出動準備及び消防庁長官の要請に基

づき必要な隊が迅速出動※２ 

Ⅲ－ア 

愛知県が最大震

度６弱（名古屋

市が５強又は６

弱）の地震の震

央管轄県に対す

る措置※１ 

震央が海域 出動準備  出動準備    出動準備  

震央が陸域 

出動準備

及び消防

庁長官の

要請に基

づき必要

な隊が迅

速出動※２ 

出動準備及

び消防庁長

官の要請に

基づき必要

な隊が迅速

出動※２ 

出動準備及び消

防庁長官の要請

に基づき必要な

隊が迅速出動※

２ 

Ⅲ－イ 大津波警報 出動準備  出動準備    出動準備  

Ⅳ 

噴 火 警 報

（居住区域） 
出動準備      

出動準備（統括

指揮支援隊輸送

及び情報収集隊

に限る。） 

別表Ａ－２（複数の都道府県において震度６弱（政令市等については震度５強）以上の地震等が発生した場合の出

※１ 地震の震央が海域の場合は、「震央管轄県」を「最大震度県」に読み換える。 

※２ 災害の状況を踏まえ、出動準備をしている隊の中から必要な隊を出動させる。
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動準備及び迅速出動） 

下表の区分に応じ、愛知県での災害に対応する隊が、出動準備及び迅速出動の措置を講ずる。なお、南海トラ

フアクションプランを適用する場合は、本表を適用せず、当該アクションプランに基づき措置を講ずる。 

区 分 

指 揮 支 援 部 隊 都 道 府 県 大 隊 及 び 統 合 機 動 部 隊 航 空 小 隊 

統括指揮

支 援 隊 

指   揮 

支 援 隊 

第１次出動都道府県大隊 出動準備都道府県大隊 
第 1 次出動航空

小 隊 
出動準備航空小隊 統 合 機 動 

部   隊 

都道府県 

大   隊 

統 合 機 動 

部   隊 

都道府県 

大   隊 

名古屋市 

京都市 

静岡市 

浜松市 

名古屋市 

京都市 

大阪市 

岐阜県、静岡県 

三重県、滋賀県 

東京都、神奈川県 

富山県、石川県 

福井県、山梨県 

長野県、京都府 

大阪府、兵庫県 

奈良県、和歌山県 

滋賀県、京都市 

富山県、山梨県 

長野県、岐阜県 

静岡県、静岡市 

浜松市、三重県 

埼玉県、千葉市 

東京都、横浜市 

川崎市、石川県 

福井県、大阪市 

兵庫県、神戸市 

奈良県、和歌山県 

Ⅰ 

愛知県が最大震

度７の地震の震

央管轄県に対す

る措置※１ 

震央が海域 出動準備 出動準備 出動準備 出動準備 

震央が陸域 
迅速出動 

(出動準備を含む。) 

迅速出動 

(出動準備を含む。) 

迅速出動 

(出動準備を含む。) 

出動準備及び長官の要請に基づき 

必要な隊が迅速出動※２ 

Ⅱ 

愛知県が最大震

度６強の地震の

震央管轄県に対

する措置※１ 

震央が海域 出動準備 出動準備 出動準備 出動準備 

震央が陸域 
迅速出動 

(出動準備を含む。) 

迅速出動 

(出動準備を

含む。）

出動準備 

迅速出動 

(出動準備を

含む。）

出動準備 
出動準備及び長官の要請に基づき 

必要な隊が迅速出動※２ 

Ⅲ－ア 

愛知県が最大震

度６弱（名古屋

市が５強又は６

弱）の地震の震

央管轄県に対す

る措置※１ 

震央が海域 出動準備 出動準備  出動準備  出動準備 

震央が陸域 

出動準備及び長官の

要請に基づき必要な隊

が迅速出動※２ 

出動準備及

び長官の要

請に基づき

必要な隊が

迅速出動※

２ 

出動準備及

び長官の要

請に基づき

必要な隊が

迅速出動※

２ 

出動準備及び長官の要請に基づき 

必要な隊が迅速出動※２ 

Ⅲ－イ 
大津波警報 出動準備 出動準備 出動準備  出動準備  出動準備 

※１ 地震の震央が海域の場合は、「震央管轄県」を「最大震度県」に読み換える。 

※２ 災害の状況を踏まえ、出動準備をしている隊の中から必要な隊を出動させる。 
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第 3章 応援部隊の指揮体制及び通信連絡体制 

（緊急消防援助隊及び県内応援部隊の指揮）【法第 47条】 

第 10 条 緊急消防援助隊及び県内応援部隊は、指揮者の下で行動する。 

２ 消防の応援活動に係る愛知県内の指揮体制は、原則として別紙５のとおり

とする。 

別紙５「指揮系統図」 

３ 航空指揮支援隊長は、ヘリベース指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被

災地における航空に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

４ 統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支

援本部長の管理の下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。 

５ エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援

部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該エネルギー・産業基盤災

害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

６ ＮＢＣ災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは

指揮支援本部長の管理の下で、当該ＮＢＣ災害即応部隊の活動の指揮を行う

ものとする。 

７ 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若

しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動

の指揮を行うものとする。 

８ 県内応援部隊長は、指揮者の指揮の下又は県内応援指揮支援隊長の管理の

下で、県内応援部隊の活動の管理を行う。 
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（通信連絡体制）【運用要綱第 32条】 

第 11 条 愛知県は、愛知県高度情報通信ネットワーク（防災行政無線）等によ

り県内消防機関ほか関係機関との連絡体制を確保する。 

２ 愛知県は、ヘリコプターテレビ電送システム等により代表消防機関と連携

して、情報収集活動を実施する。 

３ 愛知県内の消防応援に係る消防無線等の通信連絡体制は、下表のとおりと

する。なお、統制波の無線統制は、指揮支援部隊長又は指揮支援本部長の指示

により行う。 

対象範囲 無線ｃｈ等 備考 

各隊内 各活動波 

又は 

当該小隊保有

のトランシー

バー等 

被災地市町村長等は、都道府

県大隊への無線機の貸与又

は無線機を所持する連絡員

の派遣を行う。 

管内で活動する都道府県大隊

との交信 

都道府県大隊本部、当該都道府

県大隊に属する中隊及び統合

機動部隊相互間 

各都道府県 

主運用波 

指揮支援本部長は、同一の主

運用波を使用する大隊、部隊

又は都道府県内応援隊が近

接して活動している場合等

においては、指揮支援部隊長

と協議し、指定波以外の主運

用波を指定することができ

る。 

同一中隊に属する小隊相互、同

一統合機動部隊に属する隊相

互、同一エネルギー・産業基盤

災害即応部隊に属する隊相互、

同一ＮＢＣ災害即応部隊に属

する隊相互及び同一土砂・風水

害機動支援部隊に属する隊相

互 

航空指揮支援本部、航空指揮本

部及び航空部隊に属する小隊

相互 

統制波 

又は 

航空波 

消防応援活動調整本部、指揮支

援本部、指揮本部及び都道府県

大隊本部相互間 

原則統制波 無線統制は、指揮支援部隊長

又は指揮支援本部長の指示

による。 

航空部隊に属する小隊及び愛

知県庁統制局（ヘリコプター伝

送システム） 

ヘリテレ周波

数Ｂ（14.82㎓） 

愛知県庁統制局が指定する

場合においては、指定波以外

の周波数を使用する。 
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別紙６－１「無線運用図」 

４ 都道府県内の消防本部及び消防団が保有する署活動用周波数のチャンネル一

覧は、別紙６－２のとおりとする。 

別紙６－２「署活動用周波数チャンネル一覧」 
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第 4章 愛知県が行う消防応援活動の調整

（消防応援活動調整本部の設置） 【要請要綱第 14条】 

第 12 条 愛知県は、緊急消防援助隊の出動が決定された場合、直ちに愛知県庁

（自治センター６階災害情報センター内）に消防応援活動調整本部（以下「調

整本部」という。）を設置する。 

なお、愛知県が震央である最大震度６強以上の地震災害が発生した場合には、

直ちに調整本部を設置する。 

２ 被災地が一の市町村の場合であっても、調整本部と同様の組織を設置する。 

３ 調整本部は、「愛知県消防応援活動調整本部」と呼称する。 

４ 愛知県は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、構成員及び連

絡先を消防庁及び県内消防本部へ連絡する。 

５ 愛知県は、名古屋市消防局及び受援消防本部へ調整本部の本部員として職

員の派遣を要請する。なお、名古屋市消防局指揮支援隊が調整本部に派遣され

る場合は、指揮支援隊員が本部員を兼ねることとする。 

（調整本部の本部員等）【要請要綱第 14条】 

第 13 条 調整本部の本部員の構成は、次のとおりとする。 

(1)調整本部長 愛知県知事 【法第44条の２第３項】

(2)副本部長 
愛知県防災安全局防災部消防保安課長 【法第44条の２第６項】

指揮支援部隊長 【法第44条の２第５項第４号】 

(3)本部員 

愛知県防災安全局防災部消防保安課 
救急・救助グループ班長 

【法第44条の２第５項第１号】

名古屋市消防局職員 【法第44条の２第５項第２号】

受援消防本部職員 【法第44条の２第５項第３号】

２ 部隊移動又は調整本部に係る愛知県知事の権限に属する事務は、副本部長

である愛知県防災安全局防災部消防保安課長に委任する。 

３ 調整本部は、原則として、消防庁職員及びその他必要な者に調整本部の会議

に出席を求める。その場合には、消防庁に対して、その旨を連絡する。 

なお、南海トラフ地震の場合には、原則として消防庁職員が派遣される。 
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（調整本部の所掌事務） 【要請要綱第 14条】 

第 14 条 調整本部は、次の事務をつかさどる。 

（１）受援消防本部の消防隊、県内応援部隊及び緊急消防援助隊の活動の調整に

関すること。 

（２）緊急消防援助隊の部隊移動に関すること。 

（３）各種情報（被害状況、災害対策等の情報）の集約・整理に関すること。 

（４）愛知県災害対策本部航空運用ＰＴ及び保健医療調整本部並びに自衛隊、警

察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）緊急消防援助隊の安全管理体制に関すること。 

（６）県内応援派遣本部との各種連絡調整に関すること。 

（７）その他必要な事項に関すること。 

２ 調整本部は、様式３、様式４、様式５及び、様式６を活用し、運用するもの

とする。 

（情報の共有） 【要請要綱第 31条】

第 15 条 調整本部は、緊急消防援助隊動態情報システム、ヘリコプター動態シ

ステム及び SIP4D 利活用システム等を積極的に活用して、消防庁、代表消防機

関、応援都道府県大隊等（都道府県大隊等とは、都道府県大隊、統合機動部隊、

エネルギー・産業基盤災害即応部隊、ＮＢＣ災害即応部隊、土砂・風水害機動

支援部隊（以下「応援都道府県大隊等」という。）へ情報を提供する。 

２ 調整本部は、受援消防本部に対して、消防庁の緊急消防援助隊動態情報シス

テムに消防活動全体に関わる重要な被害情報、応援都道府県大隊等への伝達

事項等を入力するよう要請する。 

３ 調整本部は、県内応援派遣本部に対して、消防庁の緊急消防援助隊動態情報

システム等に県内応援部隊の活動状況等の情報を入力するよう要請する。 

４ 被害状況は、地上からの情報収集のほか、消防防災ヘリコプター及びドロー

ン等を有効に活用し、上空からも積極的に情報収集を行い、情報共有に努める

ものとする。 

（指揮支援部隊等の受入れ）【要請要綱別表Ｂ、南海トラフアクションプラン】 

第 16 条 調整本部は、調整本部で活動する指揮支援部隊の受入れを行う。 

 なお、派遣される指揮支援部隊は、災害の状況に応じ、次のとおりとなる。 

災害の状況 指揮支援部隊長の所属する消防本部 

原則 統括指揮支援隊指定順位第 1位：名古屋市消防局 

統括指揮支援隊指定順位第２位：京都市消防局 
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南海トラフアクションプランの場合 重点受援県：名古屋市消防局 

重点受援県以外：①東京消防庁②横浜市消防局 

③千葉市消防局④相模原市消防局

⑤仙台市消防局⑥札幌市消防局

※丸文字は、優先順位を示す。

２ 調整本部は、愛知県に配備される指揮支援部隊が県外の部隊の場合、同部隊

の搭乗するヘリコプターが、原則として愛知県警察本部屋上へリポートに着

陸できるように、愛知県警察本部、総務省消防庁及び名古屋市消防航空隊と調

整を行う。 

また、同へリポートへの着陸が不可能な場合は、名古屋飛行場へ着陸するも

のとし、指揮支援部隊の同飛行場から愛知県庁への移動手段を確保する。 

※ 県警屋上ヘリポートの使用航空機の条件等は、「愛知県緊急消防援助隊航空

部隊及び航空指揮支援隊受援計画」の資料３を参照 

３ 調整本部は、指揮支援部隊のほか、受援消防本部及び消防庁から派遣される

職員を本部員等として受け入れるため、同職員の宿泊場所を確保する。 

（愛知県進出拠点及び到達ルート等の調整）【要請要綱第17条、運用要綱第21条】 

第 17 条 調整本部は、災害の状況及び道路状況等を踏まえて、別紙７－１から

愛知県進出拠点を選定し、消防庁と調整する。（決定は、消防庁が行う。） 

別紙７-１「愛知県進出拠点及び到達ルート」

２ 迅速出動及びアクションプランが適用された場合の進出拠点は、別紙７－

２、７－３のとおりとなる。 

なお、調整本部は、被害状況等により、愛知県進出拠点を変更する必要があ

る場合には、消防庁と調整し、消防庁が応援部隊へ連絡する。 

別紙７－２「愛知県進出拠点（迅速出動の場合）」

別紙７－３「愛知県広域進出拠点及び進出拠点（南海トラフ地震の場合）」 

３ 調整本部は、進出拠点管轄消防本部職員又は愛知県職員を愛知県進出拠点

に派遣する。 

４ 調整本部は、受援消防本部と調整の上、市町村進出拠点を決定するとともに、

受援消防本部及び県災害対策本部と調整の上、宿営場所を選定し、消防庁と調

整する。（決定は、消防庁が行う。） 

別紙８「宿営場所」 

５ 調整本部は、受援消防本部と無線通信等の連絡体制について確認する。 

（部隊配備の調整）【要請要綱第 6条】 

第 18 条 調整本部は、被災地が複数におよぶ場合には、消防庁及び県内応援派

遣本部と、応援都道府県大隊並びに県内応援部隊に関する部隊配備の調整を
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行う。 

２ 緊急消防援助隊の部隊配備は、原則として都道府県大隊又は部隊（指揮支援

部隊及び航空部隊を除く。）を単位とし、指揮支援隊の所属する消防本部の部

隊が含まれる都道府県大隊については、当該指揮支援隊の担当する区域に配

備するよう調整する。 

３ 第１項の調整を行う場合、調整本部は愛知県及び市町村の災害対策本部等

とも調整し、関係機関等による災害救助活動が連携して実施されるよう努める。 

４ 調整本部は、被災地消防本部が設置した指揮本部から、緊急消防援助隊の受

入れ体制が整わないとの連絡があった場合には、名古屋市消防局とその任務

に係る調整を行うものとする。 

５ 調整本部は、応援都道府県大隊の活動状況に応じて、応援部隊規模の増強縮

小について調整を行い、新たな部隊の投入が行われない場合は、第 20 条に規

定する部隊移動の検討を行う。 

（進出拠点に到着した応援都道府県大隊等への情報提供）【運用要綱第 23 条】 

第 19 条 調整本部は、応援都道府県大隊等が進出拠点に到着した時は、同大隊

長から速やかに都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等の報告を受けると

ともに、応援先市町村の確認を行う。 

２ 調整本部は、進出拠点において、応援都道府県大隊等に対して次の情報提供を

行う。 

（１）被害状況 
（２）活動方針 
（３）活動地域及び任務 
（４）安全管理に関する体制 
（５）使用無線系統 
（６）地理及び水利の状況 
（７）その他活動上必要な事項 

３ 前２項に係る連絡調整については、第１７条第３項の規定に基づき愛知県

進出拠点へ派遣された職員が行う。 

（愛知県知事の指示による部隊移動）【要請要綱第 5章】 

第 20 条 愛知県知事は、新たな部隊投入によりがたい次の場合において、愛知

県内で既に行動している応援都道府県大隊に対し、他の被災市町村への部隊

移動を指示することを検討する。 

（１）地理的要因により、新たな部隊の投入には時間を要し、人命救助のためそ

のいとまがない場合 

（２）市街地が連たんした複数市町村が被災するなど、市町村境界をまたぎ、多

数の災害が発生している場合 

（３）緊急消防援助隊が不足し、新たな緊急消防援助隊の投入が不可能な場合 

２ 愛知県知事が、部隊移動を指示する場合は、都道府県大隊又は部隊単位を原
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則とする。 

  ただし、航空小隊、水上小隊、特別の資機材を有している中隊の部隊移動を

行うなど、災害の状況に照らし特別の事情がある場合は、この限りではない。 

３ 愛知県知事の指示による部隊移動の手続きは、次のとおりとする。 

（１）愛知県知事は、部隊の移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に部

隊移動に関する意見を求める。 

（２）調整本部は、前項の意見を求められた場合は、緊急消防援助隊行動市町村

の意見等を把握するよう努めるとともに、県内の被害状況、緊急消防援助隊

及び県内応援部隊の状況を総合的に勘案して、愛知県知事に部隊移動に関

する意見を回答する。 

（３）愛知県知事は、調整本部の意見を踏まえ、指揮支援本部長を経由して応援

都道府県大隊等の部隊移動の指示を行う。 

〔要請要綱別記様式６－６〕緊急消防援助隊の部隊移動の指示 

（４）愛知県知事は、部隊移動の指示を実施した場合は、速やかにその旨を部隊

移動先の市町村長に通知する。 

〔要請要綱別記様式６－７〕緊急消防援助隊の部隊移動通知 

（５）愛知県知事は、部隊移動の指示を実施した場合は、速やかにその旨を消防

庁長官に通知する。 

〔要請要綱別記様式６－８〕緊急消防援助隊の部隊移動通知 

（６）調整本部は、部隊移動の指示の内容を適切に記録しておく。 

（７）調整本部は、部隊移動を行う場合は、愛知県災害対策本部に対し、移動先

部隊規模、移動経路等を連絡し、道路啓開、先導等の所要の措置を要請する。 

（消防庁長官の求め又は指示による部隊移動）【要請要綱第 20条】 

第 21 条 消防庁長官の求め又は指示による部隊移動について、愛知県知事が意

見を求められた場合の手続きは、次のとおりとする。 

（１）愛知県知事は、部隊の移動先、規模及び必要性を明示して、緊急消防援助

隊行動市町村長に、部隊移動に関する意見を求める。 

〔要請要綱別記様式６－１〕部隊移動に関する意見（照会） 

（２）前号により意見を求められた緊急消防援助隊行動市町村長は、愛知県知事

を経由して消防庁長官に部隊移動に関する意見を回答する。 

〔要請要綱別記様式６－２〕部隊移動に関する意見（回答） 

（３）愛知県知事は、県内の被害状況、緊急消防援助隊及び県内の消防応援の活

動状況を総合的に勘案して、被災地市町村長等の意見を付して、消防庁長官

に部隊移動に関する意見を回答する。 

〔要請要綱別記様式６－２〕部隊移動に関する意見（回答） 

（４）調整本部は、消防庁長官が部隊移動の求め又は指示を行った場合、消防庁
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長官から情報提供を受け、その旨緊急消防援助隊行動市町村長に連絡する。 

〔要請要綱別記様式６－４〕緊急消防援助隊の部隊移動通知 

（５）愛知県知事は、消防庁長官から緊急消防援助隊の部隊移動通知を受けた場

合は、速やかにその旨を部隊移動先の市町村の長に連絡する。 

〔要請要綱別記様式６－５〕緊急消防援助隊の部隊移動通知 

〔愛知県緊急消防援助隊受援計画様式１－２〕緊急消防援助隊緊急連絡

（愛知県知事による増隊要請）【要請要綱第 22条】 

第 22 条 愛知県知事は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等

の観点から緊急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合は、消防庁

長官に増隊の要請を行う。 

〔要請要綱別記様式１－１〕緊急消防援助隊の応援等要請 

（受援市町村の長による増隊要請のための連絡）【要請要綱第 23条】 

第 23 条 受援市町村の長は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装

備等の観点から緊急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、

愛知県知事に増隊が必要である旨を連絡するものとする。 

〔要請要綱別記様式１－２〕応援等要請のための連絡事項 

（活動報告等）【運用要綱第 31条】 

第 24 条 調整本部(指揮支援部隊長)は、指揮支援本部長及び航空指揮支援本部

長から活動日報により報告を受け、取りまとめの上、消防庁長官へ報告するも

のとする。 

〔運用要綱別記様式２〕緊急消防援助隊活動報告（日報） 

（緊急消防援助隊の引揚げの決定等）【要請要綱第 24条、25条、26条】 

第 25 条 愛知県知事は、被災地市町村長から緊急消防援助隊の活動終了につい

て連絡を受けた場合は、政府現地対策本部等と調整の上、緊急消防援助隊の引

揚げを決定する。この場合において、消防庁長官、被災地市町村長及び指揮支

援部隊長に対して直ちに電話によりその旨を通知するものとし、書面による

通知をファクシミリにより速やかに行うものとする。 

〔要請要綱別記様式４－１〕緊急消防援助隊の引揚げ決定通知 

２ 調整本部は、緊急消防援助隊の引揚げにあたり、指揮支援部隊長から次の事

項の報告を受けるものとする。 

（１）活動概要（場所、時間、隊数等） 
（２）活動中の異常の有無 
（３）隊員の負傷の有無 
（４）車両、資機材等の損傷の有無 
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（５）その他必要な事項 

３ 調整本部は、緊急消防援助隊の引揚げ後も県内応援部隊による応援が継続
して実施される場合は、県内応援派遣本部に必要な情報提供を行う。 

４ 愛知県知事は、県内における緊急消防援助隊の活動がすべて終了した時点

において、調整本部を廃止し、速やかに消防庁長官にその旨を連絡する。 

〔愛知県緊急消防援助隊受援計画様式２〕応援部隊活動報告書 

（愛知県消防応援活動調整本部設置規程） 

第 26 条 本章で定めるものの他調整本部の設置及び運営については、別に定め

る愛知県消防応援活動調整本部設置規程により、定めることとする。 
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第５章 代表消防機関が行う消防応援活動の調整等 

（県内応援部隊の活動の調整）【要請要綱第3条、愛知県消防広域応援基本計画】 

第 27 条 代表消防機関は、発災段階において、愛知県消防広域応援基本計画に

基づき県内応援派遣本部を設置して、県内応援部隊の選定及び出動の取りま

とめを行うとともに、緊急消防援助隊の応援要請の必要性について速やかに

愛知県と連絡調整を行う。 

２ 代表消防機関は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、調整本部に本部

員を派遣する。なお、名古屋市消防局指揮支援隊を調整本部に派遣する場合は、

指揮支援隊員が本部員を兼ねることとする。 

３ 代表消防機関は、調整本部及び指揮者と連携し、県内応援部隊の活動に関す

る総括及び管理を行う。 
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第６章 受援市町村における応援部隊の受入れ及び指揮 

（派遣決定に伴う受援消防本部の措置）【運用要綱第 11条】 

第 28 条 受援消防本部は、応援都道府県大隊等及び指揮支援隊を受け入れるた

め、速やかに次の各号の措置を行うとともに、被災地での緊急消防援助隊の迅

速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。 

（１）調整本部等への情報提供 

（２）市町村進出拠点及び宿営場所等の選定 

（３）調整本部への本部員の派遣 

（４）指揮支援本部等の設置場所の確保 

（５）応援都道府県大隊等への情報提供 

２ 指揮本部は、被災地における消防の指揮に関することのほか、次の事務をつ

かさどる。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）被害状況並びに受援消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

３ 指揮本部は、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡ

Ｔ等関係機関との活動調整を図るため、市町村災害対策本部と緊密に連携を

図るものとし、原則として、当該市町村災害対策本部に職員を派遣するものと

する。 

（市町村進出拠点及び宿営場所等の選定及び調整本部等への情報提供）【要請要

綱第 17条】

第 29 条 受援消防本部は、応援要請後、次に係る情報を速やかに調整本部へ提

供するとともに、消防庁の緊急消防援助隊動態情報システムに消防活動全体

に関わる重要な被害情報、応援都道府県大隊等への伝達事項等を入力する。 

（１）緊急消防援助隊の応援を必要とする地域 

（２）市町村進出拠点 

（３）緊急消防援助隊の到達ルート（愛知県進出拠点から市町村進出拠点まで） 

２ 受援消防本部は、市町村災害対策本部と調整のうえ、原則として別紙８から

応援都道府県大隊の宿営場所を選定し、調整本部に連絡する。（決定は、消防

庁長官が行う。） 

別紙８「宿営場所」 
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（調整本部への本部員の派遣）【要請要綱第 14条】 

第 30 条 受援消防本部は、調整本部へ職員を派遣する。ただし、災害状況等に

より派遣困難な場合はこの限りでない。 

（指揮支援本部等の設置場所の確保）【運用要綱第 25条】 

第 31 条 受援消防本部は、緊急消防援助隊指揮支援本部（以下「指揮支援本部」

という。）の設置場所を指揮本部及び市町村災害対策本部と緊密に連携を図る

ことができる場所に確保する。 

また、必要に応じて応援都道府県大隊本部の設置場所も確保する。 

（応援都道府県大隊等の到着及び情報提供）【要請要綱第 14条】 

第 32 条 受援消防本部は、応援部隊が市町村進出拠点へ到着した時は、速やか

に、隊名、人員、車両、資機材の内容について報告を受ける。 

２ 受援消防本部は、次の情報を応援部隊へ提供する。 

（１）被害状況 

（２）活動方針 

（３）愛知県内の消防応援活動に係る指揮体制 

（４）活動地域及び任務 

（５）緊急消防援助隊の安全管理上必要な情報 

（６）使用無線系統 

（７）指揮支援本部、都道府県大隊本部の設置場所 

（８）地理（関係機関等）の情報・広域地図、住宅地図等 

（９）水利の情報 

・水利・・・住宅地図等に種別、所在地、管口径、水量等を記載 

・防火水槽等・・・施錠（鍵の有無）、吸水時の注意事項など水利確保に 

必要な情報を記載 

・消火栓スピンドルドライバーの情報 

別紙９「市町村別消火栓スピンドルドライバー」 

（10）その他活動上必要な事項 

別紙１０「燃料補給施設」 

（指揮支援本部の設置及び所掌事務）【運用要綱第 25条】 

第33条 被災地には、指揮支援部隊長の指示により、指揮支援本部が設置され、

その本部長には、派遣された指揮支援隊長を第１順位として指揮支援部隊長

から指名される。 

２ 指揮支援本部は、受援市町村名を冠称し、「○○市町村緊急消防援助隊指揮

支援本部」と呼称する。 
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３ 指揮支援本部は、次の事務をつかさどる。 

（１）被害状況、市町村が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関するこ

と。 

（２）被災地の消防本部、消防団、県内応援部隊及び緊急消防援助隊の陸上に係

る活動調整に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整に関するこ

と。 

（５）指揮本部又は市町村災害対策本部への隊員の派遣に関すること。 

（６）調整本部に対する報告に関すること。 

（７）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

（都道府県大隊本部の設置及び所掌事務）【運用要綱第 28条】 

第 34 条 応援都道府県大隊長は、必要に応じて都道府県大隊本部を設置し、そ

の本部長には、都道府県大隊長が就く。 

２ 都道府県大隊本部は、応援都道府県名を冠称し、「○○都道府県大隊本部」

と呼称する。 

３ 都道府県大隊本部は、次の事務をつかさどる。 

（１）都道府県大隊の活動管理に関すること。 

（２）隊員の安全管理に関すること。 

（３）都道府県大隊の後方支援に関すること。 

（４）被害状況及び都道府県大隊の活動に係る記録（動画及び静止画によるも  

のを含む。）に関すること。 

（５）被災地消防本部、消防団及び県内応援部隊との活動調整に関すること。 

（６）指揮支援本部に対する報告に関すること。 

（７）他の都道府県大隊等との調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

（現地合同調整所の設置）【運用要綱第 29条】 

第 35 条 指揮者は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ

等関係機関間における情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて現

地合同調整所を設置する。 

２ 現地合同調整所の会議には、指揮支援本部長により、都道府県大隊長、統合

機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長、

土砂・風水害機動支援部隊長、県内応援部隊長の中から必要とされた者が参画

する。 
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（緊急消防援助隊の引揚げ）【要請要綱第 24 条】 

第 36 条 受援市町村長は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所に

おける調整結果等を総合的に勘案し、区域内における緊急消防援助隊の活動

終了を判断するものとし、愛知県知事へ直ちに電話によりその旨を連絡する

ものとする。 

〔愛知県緊急消防援助隊受援計画様式２〕応援部隊活動報告書 
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第７章 その他 

（消防本部における事前準備） 

第 37 条 各消防本部は、あらかじめ次の情報について図表、地図等に整理し、

緊急消防援助隊の応援要請時に応援部隊に配布できるよう整備しておく。 

（１）各部隊の進出拠点 

（２）宿営場所 

（３）ヘリコプターの離着陸場 

（４）水利等の情報 

（５）燃料補給施設 

（６）医療機関 

（７）住民の避難場所 

２ 各消防本部は、大規模災害発生時に消防活動が円滑に実施できるよう燃料・

食料・重機等の確保に関する協定を関係業者と締結するよう努め、応援部隊に

迅速に提供できるように体制を整備する。 

（消防本部の受援計画）【運用要綱第 39条】 

第 38 条 消防本部の長は、当該消防本部が管轄する市町村が被災し、緊急消防

援助隊並びに県内応援部隊の応援等を受ける場合の受援計画を策定するもの

とする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）指揮本部の運営体制及び早期設置に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点（県内進出拠点、市町村進出拠点）、当該拠点への連絡員の派遣

及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法（平成 14 年法律第 92 号）に規定する救助活動のための拠点施

設をいう。）の運用に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）ヘリコプターの離着陸場等の航空機の受入れに関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 

３ 消防本部の長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、愛知県の受援計画、

愛知県地域防災計画及び管轄する市町村の地域防災計画の内容と整合を図る
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ものとする。 

４ 消防本部の長は、受援計画を策定又は変更した場合は、愛知県知事に報告する。 

５ 前項の報告を受けた知事は、本県に係る第一次出動都道府県大隊及び出動

準備都道府県大隊の都道府県の知事並びに当該都道府県に対応する指揮支援

隊の属する消防本部の長に対して、情報提供するものとする。 

（航空小隊の受援計画） 

第 39 条 航空小隊の受援計画は、「愛知県緊急消防援助隊航空部隊及び航空指

揮支援隊受援計画」を参照する。 

２ ヘリコプター（航空小隊）の燃料補給体制については、通常マイナミ空港サ

ービス株式会社が行うが、緊急時にあっては愛知県防災安全局防災部消防保

安課防災航空グループ及び燃料備蓄基地管轄の消防本部が場外補給場所まで

搬送する。 

（その他） 

第 40 条 この計画に定めるもののほか、緊急消防援助隊の受援に関して必要な

事項は別に定めるものとする。 
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＜参考 制定、改訂の経過＞ 

平成 17 年 3 月 31 日  施 行 

平成 21 年 2 月 16 日  全部改正 

平成 24 年 10 月 15 日  全部改正 

平成 25 年 4 月 1 日  一部改正 

平成 28 年 4 月 1 日  全部改正 

平成 29 年 5 月 18 日  一部改正 

平成 30 年 6 月 12 日  一部改正 

令和 2 年 3 月 16 日  一部改正 

令和 2 年 10 月 13 日  一部改正 

令和 3 年 7 月 30 日  一部改正 

令和 4 年 4 月 21 日  一部改正 

令和 5 年 4 月 13 日  一部改正 

令和 6 年 8 月 2 日  一部改正 
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一宮市消防本部受援計画 

第１章 総則 

（目的） 

第１ この計画は、本市消防本部管内において、地震、水火災等による大規模な災害又は特殊な災害

が発生し、消防組織法（昭和22年法律第226号）第39条第2項の規定に基づく愛知県消防相

互応援協定（以下「消防相互応援協定」という。）による応援又は同法第44条の規定に基づく緊急

消防援助隊の応援等を受ける場合において、応援隊が迅速かつ効果的に活動できる体制を確保する

ため、必要な事項を定める。 

（用語の定義） 

第２ 用語については別表第１のとおりとする。 

第２章 応援等の要請 

（応援等要請の基準） 

第３ 指揮者（消防長）は、災害により次に掲げる被害等が発生した場合、消防の応援等の必要性に

ついて判断するものとする。 

１ 愛知県消防広域応援の要請基準 

（１）風水害 

   ア 日光川（2級河川）又はそれらの支流の堤防が決壊した場合 

   イ １１９番通報時にトリアージを実施し、人的被害のおそれがある事案のみに対応してもな

お、未対応事案が発生している場合若しくは未対応事案の発生が見込まれる場合又は既に出

動している事案のうち十分に対応できていない事案がある場合で、指揮者（消防長）が必要

と認める場合 

（２）火災 

    多数の火災が同時に発生している場合 

（３）上記以外の災害で、甚大な被害が見込まれる場合 

   高速道路、自動車専用道路等の倒壊・落橋が認められる場合又は鉄道の脱線・転覆がある場

合等 

２ 緊急消防援助隊の要請基準 

（１）地震 

   ア 中高層建物の倒壊又は層破壊が発生している場合 

   イ 地震の揺れによる直接的な被害で多数の民家の倒壊又は倒壊が見込まれる場合 

   ウ 火災、救助及び救急の未対応事案が発生している場合若しくは未対応事案の発生が見込ま

れる場合又は既に出動している事案のうち十分に対応できていない事案がある場合で、指揮

者（消防長）が必要と認める場合 

（２）風水害 
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    木曽川（1級河川）が氾濫した場合 

（３）上記以外の災害で、甚大な被害が見込まれる場合 

   高速道路、自動車専用道路等の倒壊・落橋が認められる場合又は鉄道の脱線・転覆がある場

合等 

（愛知県内応援隊の応援要請の手続） 

第４ 指揮者（消防長）は、第３の１に基づき応援等が必要であると判断した場合には、直ちに愛知

県消防広域応援基本計画に基づき、愛知県内応援隊の応援要請を行うものとする。 

２ 指揮者（消防長）は、前項の連絡を行う場合、災害の状況及び応援に必要な隊の種別、規模、活

動場所等、応援活動に必要な情報を概ね集約した時点で県内応援派遣本部（名古屋市）に付するも

のとする。（愛知県消防広域応援基本計画様式１） 

【県内応援派遣本部（名古屋市）】 

 電話 

平日昼間 ：名古屋市消防局消防部消防課  ０５２－９７２－３５５７ 

休日・夜間：名古屋市消防局指令課     ０５２－９７２－３５３４ 

FAX 

平日昼間 ：名古屋市消防局消防部消防課  ０５２－９５１－８４６３ 

休日・夜間：名古屋市消防局指令課     ０５２－９５３－０１１９ 

（緊急消防援助隊の応援等要請の手続） 

第５ 緊急消防援助隊の応援等要請の判断は、第３の２に基づき行うものとし、当該要請に係る連絡

は、別図第１のとおり行うものとする。 

２ 指揮者（消防長）は、愛知県内応援隊の出動が困難な場合又は愛知県内応援隊のみでは十分な対

応が困難と判断した場合（被害の詳細が把握できず対応の可否を判断できない場合を含む。）は、

知事に対して、緊急消防援助隊の応援等が必要である旨を直ちに電話により連絡するものとする。

なお、この判断に当たって、必要に応じて代表消防機関（名古屋市消防局）の意見を聴くものとす

る。 

  【平日昼間 ：名古屋市消防局消防部消防課 ０５２－９７２－３５５７】 

  【休日・夜間：名古屋市消防局指令課    ０５２－９７２－３５３４】 

３ 指揮者（消防長）は、次に掲げる事項が明らかになり次第、知事に電話により連絡するものとす

る。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを

把握した段階でファクシミリ（これと併せて電子メールによっても可能とする。以下同じ。）によ

り速やかに行うものとする。（要請要綱別記様式１－２） 

（１）災害の概況 

（２）出動が必要な区域や活動内容 

（３）その他緊急消防援助隊の活動のために必要な事項 

４ 指揮者（消防長）は、前項に規定する連絡を行った場合において、特に必要があると認めるとき

は、その旨及び災害の状況を長官に直ちに電話により連絡するものとする。 

５ 指揮者（消防長）は、知事に対して第２項の連絡ができない場合には、その旨を長官に直ちに電
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話により連絡するものとし、第３項各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡するもの

とする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これ

らを把握した段階でファクシミリにより速やかに行うものとする。（要請要綱別記様式１－２） 

【愛知県】 

 電話 

   昼間：愛知県防災安全局防災部消防保安課救急・救助グループ ０５２－９５４－６１４１ 

   夜間：宿日直室 ０５２－９５４－６８４４ 

   FAX 

   昼間：愛知県防災安全局防災部消防保安課救急・救助グループ ０５２－９５４－６９９４ 

   夜間：宿日直室 ０５２－９５４－６９９５ 

  【総務省消防庁】 

   電話 

   昼間：広域応援室 ０３－５２５３－７５２７ 

   夜間：宿日直室  ０３－５２５３－７７７７ 

   FAX 

   昼間：広域応援室 ０３－５２５３－７５３７ 

   夜間：宿日直室  ０３－５２５３－７５５３ 

（迅速出動等適用時の対応） 

第６ 指揮者（消防長）は、要請要綱第５条に規定する緊急消防援助隊の出動準備又は要請要綱第３

０条に規定する緊急消防援助隊の迅速出動が適用となる愛知県内で最大震度６弱以上の地震が発

生した場合は、直ちに被害状況の収集、緊急消防援助隊の応援が必要な地域等の確認を行い、知事

に対して報告するものとする。 

第３章 受援体制 

（指揮本部の設置） 

第７ 指揮者（消防長）は、愛知県内応援隊又は緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、応援隊の

迅速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。 

２ 指揮本部の設置場所は、一宮消防署本署１階東事務室とする。ただし、被災等により指揮本部を

当該場所に設置できない場合は、一宮消防署本署１階西事務室に設置することとする。なお、当該

建物全体が被災した場合は、尾西消防署3階研修室に設置することとする。 

３ 指揮本部の本部長は、消防長をもって充てるものとする。ただし、消防長が不在の場合は、消防

次長が代行するものとする。 

４ 指揮本部は、次に掲げる事務を行うものとする。 

（１）被害状況（ライフラインの状況、道路の通行可否を含む。）の収集に関すること。 

（２）被害状況並びに消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。 

（３）愛知県内応援隊又は緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他の受援に必要な事項に関すること。 
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５ 指揮本部の業務及び各業務の責任者等は、別表第２のとおりとする。 

６ 指揮本部は、様式１、様式２及び様式３を活用し、運用するものとする。 

（緊急消防援助隊の受入れ対応） 

第８ 指揮本部は、指揮支援部隊長より指揮支援本部を設置するとの連絡を受けた場合、指揮支援本

部を設置する候補場所（一宮市消防本部３階大会議室）を報告し、指揮支援本部の設置場所が決定

した際は、調整本部（調整本部が設置されない場合は都道府県災害対策本部。以下同じ。）と調整

の上、指揮支援隊を受入れるヘリコプター離着陸場所や当該離着陸場から指揮支援本部までの移動

手段の確保等を行うものとする。 

２ 指揮本部は、緊急消防援助隊到着までに、被害状況の集約、地図及び貸出し資機材の準備、派遣

する職員の調整を行うなど受入れ体制を整えるとともに、緊急消防援助隊到着後は、受入れ対応に

注力するものとする。 

３ 指揮本部は、指揮支援本部長が指揮支援本部に到着後、速やかに被害状況、自消防本部及び消防

団の活動状況、愛知県内応援隊の編成状況及び活動状況等を報告するものとする。 

４ 指揮本部は、緊急消防援助隊の受入れ体制が整わないと判断する場合は、都道府県及び代表消防

機関（名古屋市）に速やかにその任務に係る調整を求めるものとする。 

  【愛知県】 

   昼間：愛知県防災安全局防災部消防保安課救急・救助グループ ０５２－９５４－６１４１ 

   夜間：宿日直室 ０５２－９５４－６８４４ 

  【名古屋市】 

   平日昼間 ：名古屋市消防局消防部消防課 ０５２－９７２－３５５７ 

   休日・夜間：名古屋市消防局指令課    ０５２－９７２－３５３４ 

（緊急消防援助隊の進出拠点及び宿営場所の協議） 

第９ 指揮本部は、災害の状況、道路の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、緊急消防援助隊の

進出拠点及び宿営場所について、調整本部と協議するものとする。 

２ 緊急消防援助隊の一宮市内への進出拠点及び宿営場所の候補地は、別表第３のとおりとする。ま

た、各宿営場所の個票は別表第３－１～別表第３－４のとおりとし、調整本部との協議に使用する

ものとする。 

（指揮本部員等の派遣） 

第 10 指揮本部は、情報収集、活動調整及び受入れ調整等のため、別表第４のとおり指揮本部員等

を派遣するものとする。なお、派遣先での役割等については、別表第４－１参照。 

第４章 指揮体制及び通信運用体制 

（指揮体制等） 

第 11 指揮者（消防長）又は指揮者から委任を受けた者は、愛知県内応援隊の指揮を行うとともに、

緊急消防援助隊指揮支援本部長の補佐を受け緊急消防援助隊の都道府県大隊及び各部隊（指揮支援
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部隊及び航空部隊を除く。）の指揮を行うものとする。 

２ 指揮者（消防長）又は指揮者から委任を受けた者は、ヘリベース指揮者又は都道府県災害対策本

部に航空運用調整班が設置されている場合には同班に対し、航空に係る活動要請を行うものとする。 

（通信運用体制） 

第 12 無線通信運用体制及び使用無線波は、別表第５のとおりとする。 

２ 消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況は別表第６のとおりとする。 

第５章 消防応援活動の調整等

（任務付与） 

第 13 指揮者（消防長）又は指揮者から委任を受けた者は、次に掲げる事項について、到着した愛

知県内応援隊及び緊急消防援助隊に対して情報提供を行うとともに、様式４により任務付与するも

のとする。 

（１）被害状況 

（２）活動方針 

（３）活動地域及び任務 

（４）安全管理に関する体制 

（５）使用無線系統 

（６）地理及び水利の状況 

（７）燃料補給場所 

（８）その他活動上必要な事項 

（関係機関との活動調整） 

第 14 指揮者（消防長）は、一宮市災害対策本部等において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡ

Ｔ等関係機関間における情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて活動調整会議を開催す

るものとする。 

２ 指揮本部は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間における情

報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて、現地合同調整所を設置するものとする。 

３ 現地合同調整所の指揮は、原則、災害現場の管轄消防署長又は管轄消防署長が指名した者が行う。 

４ 現地合同調整所の指揮者は、必要に応じて会議を開催し、次に掲げる事項について調整すること

とする。 

なお、指揮支援本部長と調整し、都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害

即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長、都道府県大隊等の中の代表消

防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長、愛知県内応援隊の代表者の中から必要な者を現地合

同調整所の会議に参画させるものとする。 

（１）役割分担 

（２）活動エリア 

（３）活動時間 
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（４）活動の中止基準 

（５）検索救助活動におけるマーキングの手法 

（６）緊急避難等の合図 

（７）連絡手段 

（８）その他活動上、必要な事項 

（応援隊との連携） 

第 15 災害現場の管轄消防署長は、愛知県内応援隊及び緊急消防援助隊と緊密に連携を図るため、

別表第４のとおり職員等を派遣するものとする。 

（資機材の貸出し及び地図の配布） 

第 16 指揮本部又は災害現場の管轄消防署は、愛知県内応援隊及び緊急消防援助隊に対してスピン

ドルドライバー及びその他活動上必要な資機材を可能な範囲で貸し出すものとする。 

２ スピンドルドライバーの口径及び形状は、「先端4.0センチ四角×根本4.0センチ四角」である。 

３ 指揮本部又は災害現場の管轄消防署は、愛知県内応援隊及び緊急消防援助隊に対して、必要に応

じて次に掲げる地図を配布するものとする。 

（１）広域地図（通行障害の情報を付記したもの） 

（２）住宅地図（署保有の地図を各隊に１冊配布） 

（３）ヘリコプターの離着陸場所位置図 

（４）燃料補給場所位置図 

（５）消防水利位置図 

（６）物資等の調達可能場所位置図 

（７）救急搬送医療機関位置図 

（ヘリコプターの離着陸場等） 

第 17 ヘリコプターの離着陸場は、別表第７のとおりとする。 

２ 指揮本部は、ヘリベース指揮者と調整の上、必要がある場合は、別表第４のとおりフォワードベ

ース及びランディングポイントに安全管理員を派遣するものとする。なお、派遣先での役割等につ

いては、別表第４－１参照。 

（燃料補給場所） 

第 18 陸上隊及び水上小隊の燃料補給場所は、別表第８のとおりとする。なお、燃料補給体制を確

保するため、災害時における燃料等の供給に関する協定に基づき、速やかに締結団体と調整してお

くものとする。 

災害時の情報収集及び提供並びに応急措置資機材等の提供等に関する協定（石油商業組合） 

２ 予防課は、陸上隊及び航空隊の燃料補給を行うことを目的として、消防法第10条第1項ただし

書の規定に基づく「危険物の仮貯蔵・仮取扱」の申請があったとき、速やかに手続を行うものとす

る。 
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（物資等の調達） 

第 19 指揮本部は、食糧及び仮設トイレ等の調達が必要と判断した場合は、災害時における物資調

達に関する協定に基づき、要請するものとする。 

 災害時における精米の調達に関する協定（愛知西農業協同組合） 

災害時における精米の調達に関する協定（株式会社名古屋食糧） 

災害時における生活物資の確保及び調達に関する協定 

  （株式会社平和堂、ユニー株式会社一宮店、株式会社カネスエ） 

 災害時における生活物資の確保及び調達に関する協定（イオンリテール株式会社イオン木曽川店） 

 災害救助物資の緊急調達に関する協定（株式会社東海パン） 

 災害時における物資提供に関する協定（コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社） 

 災害時における物資の供給に関する協定書（アークランズ株式会社） 

 災害時における生活物資の供給協力に関する協定書（株式会社カインズ） 

（緊急消防援助隊の部隊移動） 

第 20 緊急消防援助隊の部隊移動に関する手続は、別図第２又は別図第３のとおり行うものとする。 

２ 指揮者（消防長）は、長官又は知事から緊急消防援助隊の部隊移動について意見を求められた場

合は、知事に対して要請要綱別記様式６－２により回答するものとする。 

（緊急消防援助隊の増隊要請） 

第 21 指揮者（消防長）は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点から緊急

消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、調整本部長に増隊の要請を行うものとする。 

第６章 応援等の引揚げの判断 

（愛知県内応援隊の活動終了に関する連絡） 

第 22 指揮者（消防長）は、愛知県内応援隊からの活動報告、現地合同調整所における調整結果等

を総合的に勘案し、愛知県内応援隊の活動終了を判断し、引揚げを決定するものとする。 

（緊急消防援助隊の活動終了に関する連絡） 

第 23 指揮者（消防長）は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所における調整結果等

を総合的に勘案し、緊急消防援助隊の活動終了を判断するものとし、知事へ直ちに電話によりその

旨を連絡するものとする。 

【愛知県】 

   昼間：愛知県防災安全局防災部消防保安課救急・救助グループ ０５２－９５４－６１４１ 

   夜間：宿日直室 ０５２－９５４－６８４４ 

第７章 その他

（情報共有） 
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第 24 指揮本部は、緊急消防援助隊動態情報システム、ヘリコプター動態管理システム等を積極的

に活用し、緊急消防援助隊及び愛知県内応援隊等との情報共有に努めるものとする。特に、緊急消

防援助隊動態情報システムを活用し、被害状況や活動状況を撮影した動画及び静止画の共有に努め

るものとする。 

２ 被害状況は、地上からの情報収集のほか、消防防災ヘリコプター及びドローン等を有効に活用し、

上空からも積極的に情報収集を行い、情報共有に努めるものとする。 

（訓練） 

第 25 消防長は、原則年１回、受援訓練を消防本部内で実施するものとする。 

（受援計画の変更） 

第 26 消防長は、受援計画を策定又は変更した場合は、知事に報告するものとする。 

 （その他） 

第 27 本計画に記載のある資機材等については、別表第９を参照することとする。 

  附  則 

この計画は、令和３年１月１日から施行する。 

  附 則 

この計画は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１

№ 用語 内容 備考

1 法
「消防組織法（昭和22年12月23日法律第226号）」をい
う。

2 応援等 法第44条第1項の消防の応援等をいう。

3 指揮者
被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長を
いう。

基本計画
第２章第５節１(４)

4 要請要綱
「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成27年
3月31日消防広第74号）」をいう。

5 運用要綱
「緊急消防援助隊の運用に関する要綱（平成16年3月26日消
防震第19号）」をいう。

6 長官 消防庁長官をいう。

7 迅速出動

法第44条に基づき、あらかじめ長官と都道府県知事及び市町
村長の間で一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する
措置要求等の準備行為を行っておき、災害等の規模が該当条
件を満たした場合に当該措置要求を行い、これに応じて出動
することをいう。

要請要綱第２条
（17）

8 指揮支援部隊

大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊
急に被災地に赴き、災害に関する情報を収集し、長官及び関
係のある都道府県知事等に伝達するとともに、被災地におけ
る緊急消防援助隊に係る指揮が円滑に行われるように支援活
動を行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節１（１）

9 指揮支援部隊長

指揮支援部隊を統括し、被災地に係る都道府県災害対策本部
長又は調整本部長を補佐し、及び指揮を受け被災地における
緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする者をい
う。

基本計画
第２章第５節１(３)

10 指揮支援本部

被災地の消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに
緊急消防援助隊の活動調整、関係機関との活動調整、調整本
部に対する報告等を行うため、指揮支援隊長等を本部長とし
て被災地に設置する本部をいう。

運用要綱第25条

11 指揮支援隊長
被災地の指揮者を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地に
おける緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする者
をいう。

基本計画
第２章第５節１(４)

12 調整本部

被災地の応援等のため当該都道府県及び当該都道府県の区域
内の市町村が実施する措置の総合調整を円滑に実施するた
め、被災地の属する都道府県知事が設置する消防応援活動調
整本部をいう。

法第44条の２

13 都道府県大隊長
都道府県大隊を統括して被災地へ赴くとともに、指揮支援隊
長の管理を受け、被災地における都道府県大隊の活動を管理
することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第２節３

14 統合機動部隊

長官の出動の求め又は指示後、迅速に出動し、被災地におい
て消防活動を緊急に行うとともに、都道府県大隊が後続する
場合に当該都道府県大隊の円滑な活動に資する情報の収集及
び提供を行うことを任務とする。

基本計画
第２章第５節２

15

エネルギー・産業基盤
災害即応部隊（ドラゴ
ンハイパー・コマンド
ユニット）

石油コンビナート、化学プラント等エネルギー・産業基盤の
立地する地域における特殊災害に対し、高度かつ専門的な消
防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節３

16 NBC災害即応部隊

ＮＢＣ災害（緊急消防援助隊に関する政令（平成15年８月
29日政令第379号）第１条に規定する原因により生ずる特殊
な災害をいう。）に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速
かつ的確に行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節４

用語の定義
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№ 用語 内容 備考

17
土砂・風水害機動支援
部隊

土砂災害又は風水害に対し、他の都道府県大隊等と連携し、
重機等を用いた消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務と
する部隊をいう。

基本計画
第２章第５節５

18 進出拠点
緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点
（一次的に集結する場所を含む。）をいう。

運用要綱第２条(16)

19 代表消防機関
消防庁長官が、都道府県ごとに、消防機関の推薦に基づき定
めた当該都道府県大隊の出動に関する調整を行う消防機関を
いう。

基本計画
第２章第２節２

20 代表消防機関代行
代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合に
その任務を代行する消防機関をいう。

21 ヘリベース指揮者
航空機の活動拠点で航空機を用いた消防活動の指揮を行う者
をいう。

基本計画
第２章第５節１(５)

22 フォワードベース

被災地近傍の飛行場外離着陸場等で、ヘリベースに都度帰投
することなく航空活動を安全にかつ効率的に継続することを
目的として設置する離着陸、給油、人員の乗降機、装備・物
資等の積み降ろしが可能な拠点をいう。

23 ランディングポイント
ヘリベース、フォワードベース以外で、救助者や緊急物資の
陸上部隊引継ぎなどの災害対応のための離着陸を行う地点を
いう。

24 陸上隊 航空指揮支援隊、航空部隊及び水上小隊以外の隊をいう。

25 航空隊
法第30条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機
を用いた消防活動を行う消防本部の消防隊をいう。

運用要綱第２条(11)

26 部隊移動

法第44条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、
被災地において既に行動している緊急消防援助隊が都道府県
をまたいで別の被災地へ出動すること、又は法第44条の３の
規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既
に行動している緊急消防援助隊が当該都道府県内の別の被災
地に出動することをいう。

要請要綱第２条(21)

27 宿営場所
緊急消防援助隊が宿営するホテル等以外の場所をいう。
ホテル等とは消防法施行令別表第１で定める５項イの防火対
象物の用途に当たる旅館、ホテル、宿泊所をいう。

運用要綱第21条(3)

317



別表第２

担当業務 優先業務 支援業務 責任者
担当班
※１

基本人数
※２

備　考

被害情報の収集、整理、分析 優先 適
災害発生場所、種別、規模、被害状況
等の情報を収集し整理、分析を実施

応援隊に対する情報提供 優先 適

・被害状況
・活動状況
・道路の通行障害
・給油場所
・ヘリコプターの離着陸場所
・共通波設備の整備状況　等

応援隊に対する任務付与、活動状況の整理 適 災害種別、規模に応じた任務付与

消防庁、調整本部、市町村災害対策本部
との連絡調整

優先 適
緊急消防援助隊動態情報システムを活
用

関係機関との活動調整
(警察、自衛隊、海上保安庁、ＤＭＡＴ等)

適
緊急消防援助隊の活動に関して必要な
交通、輸送、通信、燃料、物資等に関
する防災関係機関と緊密な連携を図る

食糧・仮設トイレ等物資の調達、輸送 支援 適
宿営場所、長期の活動が見込まれる現
場等へ必要に応じて仮設トイレを調達

派遣職員の派遣調整 優先 適
・派遣者選定
・携行品準備

宿営場所の選定、設営調整 適
応援隊の部隊規模に応じた宿営場所の
選定

燃料の調達 適
給油場所のみでは十分に供給できない
場合に調達

重機・車両・資機材等の手配 優先 適
不足する場合、協定に基づく手配や都
道府県内消防本部へ支援を依頼

応援隊への地図の提供
支援 適

・広域地図（通行障害を含む）
・住宅地図
・ヘリコプターの離着陸場所
・消防水利位置図
・救急搬送医療機関位置図
・物資等の調達場所　等

活動記録 支援 適
・時系列の整理
・動画、静止画の撮影
・資料の整理、保存

※１　担当班：救出防災部活動マニュアル参照

※２　基本人数：各班で調整

指揮本部業務分担表

通信指令課長

本署消防
１・２課長

消防救急課長

総務課長

救出防災班

総務班

管理調整班

情報班
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別表第３

陸上進出拠点

№
受入
方面

住所 緯度 経度 最寄IC 駐車台数枠(台)
給油施設
有無

1 西 一宮市千秋町
北緯
35度16分41秒

東経
136度50分47秒

一宮ＩＣ
大型車：90
小型車：83

－

2 東 一宮市千秋町佐野字向濃756
北緯
35度18分06秒

東経
136度50分45秒

一宮ＩＣ 450 －

3 北 一宮市光明寺字白山前20番地
北緯
35度21分29秒

東経
136度47分59秒

一宮木曽川ＩＣ 500 －

宿営場所

№ 別表 屋内 所在地 緯度 経度
収容人数(人)
3㎡/1人

土地状況
※屋外の場合

駐車台数枠(台）

1 3-1 － 一宮市千秋町佐野字向濃756
北緯
35度18分06秒

東経
136度50分45秒

19,000
（避難者含む）

アスファルト、土 450

2 3-2 － 一宮市奥町字宮郭7他
北緯
35度19分52秒

東経
136度46分12秒

7,000
（避難者含む）

アスファルト、土 121

3 3-3 〇 一宮市光明寺字白山前20番地
北緯
35度21分29秒

東経
136度47分59秒

1,600
（避難者含む）

－ 500

4 3-4 〇 一宮市冨田字砂原2120 2
北緯
35度17分41秒

東経
136度43分53秒

400 － 153

※別表第3-1から3-4の宿営場所の各リストについては、緊急消防援助隊が使用する可能性がある場所を選定している。

※緯度経度については、世界測地系

いちい信金スポーツセンター
0586-77-0500
※不在時（夜間）
東海警備保障

052-914-2311

進出拠点・宿営場所　候補地

連絡先

NEXCO中日本
羽島・保全サービスセンター
058-398-3361

※不在時
一宮道路管制センター
0586-81-2933

進出拠点名

尾張一宮PA（上り線）

いちい信金スポーツセンター
（愛知県一宮総合運動場）

名称 連絡先

いちい信金スポーツセンター
（愛知県一宮総合運動場）

いちい信金スポーツセンター
0586-77-0500
※不在時（夜間）
東海警備保障

052-914-2311

一宮市総合体育館
0586-53-6300

※不在時
一宮市役所本庁舎宿直に連絡

0586-28-8975

一宮市総合体育館

奥町公園

一宮市役所　スポーツ課
施設グループ

0586-85-7079
※不在時

一宮市役所本庁舎宿直に連絡
0586-28-8975

一宮市総合体育館

一宮市総合体育館
0586-53-6300

※不在時
一宮市役所本庁舎宿直に連絡

0586-28-8975

尾西グリーンプラザ

一宮市役所　スポーツ課
施設グループ

0586-85-7079
※不在時

一宮市役所本庁舎宿直に連絡
0586-28-8975
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No.1　宿営場所（ホテル等を除く）

一宮市消防本部

m2 450 台 台
人

1
2
3
4
5
6
7

管理者 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 連絡先 0586-77-0500

名称 管轄

受援計画であらかじめ記入しておく項目
住　所 愛知県一宮市千秋町佐野字向濃756

いちい信金スポーツセンター（愛知県一宮総合運動場）

所有者 愛知県知事（愛知県スポーツ局競技・施設課） FAX 0586-77-0699
面　積 180,850 普通車両受入れ台数 大型車両受入れ台数

ｱｽﾌｧﾙﾄ、土
トイレ 4 箇所 入浴施設 有　・　無 炊事施設 有　・　無
収容人数 19,000 屋外　・　屋内 水道設備 有　・　無 地盤面の状況

発災当日の使用が可能か。

協定締結 締結済　・　未協定 避難所として使用有無 有　・　無
耐震性能 耐震　・　免震　・　その他　・　なし ハザードマップの警戒区域該当 有　・　無

【備考】
収容人数（３㎡/１人で算出）
敷地内建物に一部シャワー設備有（事務所・陸上競技場スタンド内）、給湯室有
駐車については、普通車両枠のみのため、大型車両台数は空白としてある
未協定だが管理者等と口頭で調整済

以下、発災時に消防応援活動調整本部が使用する欄

決定するためのチェックリスト チェック欄

被災者と共用する場かどうか。
1つの都道府県大隊がまとまって宿営できるか。
活動現場から1時間以内の場所であるか。
二次災害の危険性はないか。（地震災害のときは耐震性能がある施設かどうか。）
二次災害の危険性はないか。（現在起こっている災害のハザードマップの警戒区域外であるか。）

他機関（自衛隊、警察等）が使用していないか。

別表第３-１

【凡例】

駐車場（宿営場所と同一使用の場合も含む）

宿営場所

トイレ

進入口
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No.2　宿営場所（ホテル等を除く）

奥町公園 一宮市消防本部

m2 121 台 台
人

1
2
3
4
5
6
7

管理者 一宮市 連絡先 0586-85-7079

名称 管轄

受援計画であらかじめ記入しておく項目
住　所 愛知県一宮市奥町字宮郭7他

所有者 一宮市 FAX 0586-73-9135
面　積 43,849 普通車両受入れ台数 大型車両受入れ台数

ｱｽﾌｧﾙﾄ、土
トイレ 2 箇所 入浴施設 有　・　無 炊事施設 有　・　無
収容人数 7,000 屋外　・　屋内 水道設備 有　・　無 地盤面の状況

発災当日の使用が可能か。

協定締結 締結済　・　未協定 避難所として使用有無 有　・　無
耐震性能 耐震　・　免震　・　その他　・　なし ハザードマップの警戒区域該当 有　・　無

【備考】
連絡先・FAX（一宮市役所スポーツ課）
収容人数（３㎡/１人で算出）
駐車については、普通車両枠のみのため、大型車両台数は空白としてある
未協定だが管理者等と口頭で調整済

以下、発災時に消防応援活動調整本部が使用する欄

決定するためのチェックリスト チェック欄

被災者と共用する場かどうか。
1つの都道府県大隊がまとまって宿営できるか。
活動現場から1時間以内の場所であるか。
二次災害の危険性はないか。（地震災害のときは耐震性能がある施設かどうか。）
二次災害の危険性はないか。（現在起こっている災害のハザードマップの警戒区域外であるか。）

他機関（自衛隊、警察等）が使用していないか。

別表第３-２

【凡例】

駐車場（宿営場所と同一使用の場合も含む）

宿営場所

トイレ

進入口
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No.3　宿営場所（ホテル等を除く）

一宮市総合体育館 一宮市消防本部

m2 500 台 台
人

1
2
3
4
5
6
7

管理者 ハマダスポーツ企画(株) 連絡先 0586-53-6300

名称 管轄

受援計画であらかじめ記入しておく項目
住　所 愛知県一宮市光明寺字白山前20番地

所有者 一宮市 FAX 0586-53-6301
面　積 16,911.50 普通車両受入れ台数 大型車両受入れ台数

ｱｽﾌｧﾙﾄ、土
トイレ 4 箇所 入浴施設 有　・　無 炊事施設 有　・　無
収容人数 1,600 屋外　・　屋内 水道設備 有　・　無 地盤面の状況

発災当日の使用が可能か。

協定締結 締結済　・　未協定 避難所として使用有無 有　・　無
耐震性能 耐震　・　免震　・　その他　・　なし ハザードマップの警戒区域該当 有　・　無

【備考】
収容人数（３㎡/１人で算出）
敷地内建物に一部シャワー設備有（総合体育館内・ラグビー場建物内）
駐車については、普通車両枠のみのため、大型車両台数は空白としてある
未協定だが管理者等と口頭で調整済

以下、発災時に消防応援活動調整本部が使用する欄

決定するためのチェックリスト チェック欄

被災者と共用する場かどうか。
1つの都道府県大隊がまとまって宿営できるか。
活動現場から1時間以内の場所であるか。
二次災害の危険性はないか。（地震災害のときは耐震性能がある施設かどうか。）
二次災害の危険性はないか。（現在起こっている災害のハザードマップの警戒区域外であるか。）

他機関（自衛隊、警察等）が使用していないか。

別表第３-３

【凡例】

駐車場

宿営場所

トイレ

進入口

一宮市総合体育館

一宮市ラグビー場
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No.4　宿営場所（ホテル等を除く）

尾西グリーンプラザ 一宮市消防本部

m2 153 台 台
人

1
2
3
4
5
6
7

トイレ

他機関（自衛隊、警察等）が使用していないか。

活動現場から1時間以内の場所であるか。
二次災害の危険性はないか。（地震災害のときは耐震性能がある施設かどうか。）
二次災害の危険性はないか。（現在起こっている災害のハザードマップの警戒区域外であるか。）

有　・　無炊事施設

1つの都道府県大隊がまとまって宿営できるか。

耐震性能 耐震　・　免震　・　その他　・　なし ハザードマップの警戒区域該当

被災者と共用する場かどうか。
発災当日の使用が可能か。

協定締結 締結済　・　未協定 避難所として使用有無 有　・　無
有　・　無

以下、発災時に消防応援活動調整本部が使用する欄

決定するためのチェックリスト チェック欄

【備考】

連絡先・FAX（一宮市役所スポーツ課） 、収容人数（３㎡/１人で算出）
駐車については、普通車両枠のみのため、大型車両台数は空白としてある
建物内（１F：体育室、会議室３室　２F：事務室　３F：多目的広場）、屋内にシャワー設備有、給湯室有
耐震性能（不明）
未協定だが管理者等と口頭で調整済

屋外　・　屋内 水道設備

3 箇所 入浴施設 有　・　無
有　・　無 地盤面の状況 ｱｽﾌｧﾙﾄ、土

管理者 一宮市 連絡先 0586-85-7079
0586-73-9135

面　積 21,327 普通車両受入れ台数 大型車両受入れ台数
収容人数 400

所有者 一宮市 FAX

名称 管轄

受援計画であらかじめ記入しておく項目
住　所 愛知県一宮市冨田字砂原2120-2

別表第３-４

【凡例】

駐車場（宿営場所と同一使用の場合も含む）

宿営場所

トイレ

進入口
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別表第４

№ 派遣先・担当業務 派遣期間
優先
派遣先

派遣調整
責任者

担当所属 派遣者氏名
派遣者
連絡先

派遣決定時間
移動手段
使用車両

携行品 備考

1
指揮支援隊　送迎員

（ヘリコプター離着陸場→指揮支援本部）

ヘリ輸送によ
る到着時のみ

優先
・携帯電話
・消防無線（携帯型）
・誘導棒

２名派遣
（課長補佐１名＋１名）

2

宿営場所　連絡調整員

・宿営施設との現地調整
・受入れ後の施設の説明
・配置レイアウト案の提示

緊援隊到着前
～引揚げ

・携帯電話
・消防無線（携帯型）
・愛知県緊急消防援助隊受援計画
・一宮市消防本部受援計画
・管内地図
・誘導棒
・照明器具
・カメラ

２名派遣
（課長補佐１名＋１名）

3

都道府県調整本部  リエゾン

・調整本部の運営
・活動状況の共有
・指揮本部との連絡調整
・関係機関との調整

応援等要請～
調整本部廃止

２４時間派遣

優先 総務課長
総務課

予防課

・携帯電話
・愛知県緊急消防援助隊受援計画
・一宮市消防本部受援計画
・管内地図

【事前派遣指名者】
（災害初期2名）
   総務課専任課長＋１名
（交代要員）
   予防課専任課長

4

市町村災害対策本部　リエゾン

・市町村災害対策本部の運営
・活動状況の共有
・指揮本部との連絡調整
・関係機関との調整

市町村災害対
策本部設置後
～活動終了

２４時間派遣

優先 総務課長 総務課

・携帯電話
・消防無線（携帯型）
・愛知県緊急消防援助隊受援計画
・一宮市消防本部受援計画
・管内地図

【事前派遣指名者】
（災害初期2名）
　庶務担当課長補佐＋１名
（交代要員）
　予防担当課長補佐

5

愛知県進出拠点　連絡員
（羽島PA・川島PA・尾張一宮PA・養老SA・愛知県一宮総合運動場）

・隊名、規模、連絡先の確認
・被害状況伝達
・活動場所の指示
・活動場所、宿営場所までの経路伝達

木曽川署長
または、
消防1･2課長

木曽川管理グ
ループ及び進出
拠点の直近消防

出張所

【事前派遣指名者】3名
　木曽川署長
　木曽川管理グループ員

6

一宮市進出拠点　連絡員
（尾張一宮PA・いちい信金スポーツセンター・一宮市総合体育館）

・隊名、規模、連絡先の確認
・被害状況伝達
・活動場所の指示
・活動場所、宿営場所までの経路伝達

尾西署長
または、
消防1･2課長

尾西管理グルー
プ及び進出拠点
の直近消防出張

所

【事前派遣指名者】3名
　尾西署長
　尾西管理グループ員

7

現地指揮所　連絡調整員

・活動場所までの誘導
・現地合同調整所との連絡調整
・緊急消防援助隊及び各関係機関の活動支援
・情報共有
・地図、資機材の貸出し

各隊の
活動中

・携帯電話
・消防無線（携帯型）
・被災現場地図
・誘導棒
・カメラ
・貸出し用地図、資機材

各現地指揮所（都道府県内
消防応援隊、緊急消防援助
隊の大隊・各部隊）に２名
派遣（総務課及び予防課員
から課長補佐以上１名、担
当１名）

8
フォワードベース、ランディングポイント
安全管理員

都度
・携帯電話
・消防無線（携帯型）
・誘導棒

航空指揮本部と調整の上、
必要に応じて配置

２名派遣（総務課及び予防
課員から主査以上１名、担
当１名）

9

救急隊、救急小隊 連絡調整員

・現場、搬送先医療機関までの案内
・搬送先医療機関の選定

各隊の
活動中

消防救急課長
消防救急課
（救急救助担

当）

・携帯電話
・消防無線（携帯型）
・感染防止衣

救急隊（都道府県内応援
隊）、救急小隊（緊急消防
援助隊）に職員１名を同乗
させる

※責任者は派遣者を指名し、派遣先・担当業務を管理する。

・受付用テント、机
・携帯電話
・消防無線（携帯型）
・愛知県緊急消防援助隊受援計画
・一宮市消防本部受援計画
・管内地図
・誘導棒
・照明器具
・カメラ

総務課長

総務課

予防課

受援に係る派遣先

消防救急課消防救急課長

都度

※太枠の中は決定したら記録していく
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別表第４－１ 

受援に係る派遣先での役割等 

派遣先 担当業務 備考 

指揮支援隊 送迎員 
ランディングポイントから消防本部への車両送迎 

指揮支援隊の休憩場所等の確保、案内 

持込資器材に応じて車両選

定に必要有り（要確認） 

宿営場所 連絡調整員 
宿営場所管理者との連絡調整、宿営場所施設内案内（使用可能状況等）、

周辺施設案内（給油場所等）、指揮本部との連絡調整 

都道府県調整本部 リエゾン 

県庁（調整本部）で、一宮市及び尾張ブロック内の連絡調整を担う。 

調整本部からの連絡、確認事項を実施し、調整本部へ報告 

※連絡手段等持参すること 

県庁内調整本部、もしくは

５階で待機（交代要員、宿

泊食事要準備） 

市町村災害対策本部 リエゾン 
本庁の災害対策本部にて、調整本部及び消防本部との連絡調整を実施 

活動状況、被害状況等の報告（搬送済者、道路状況、倒壊家屋数等） 
本庁内災害対策本部で待機

愛知県進出拠点 連絡員 進出拠点管理者との連絡調整、出動車両誘導  

一宮市進出拠点 連絡員 
進出拠点管理者との連絡調整、出動車両誘導、出動災害場所、宿営地ま

での道路選定、道案内（必要があれば） 

現地指揮所 連絡調整員 現地指揮所にて指揮本部との連絡調整  

フォワードベース、ランディング

ポイント 安全管理員 
別紙のとおり  

救急隊、救急小隊 連絡調整員 現場誘導、搬送先病院選定、指揮本部との連絡調整、情報共有 
応援部隊が通常救急対応す

る際は、同乗必要 

3
2
5



別紙 

フォワードベース、ランディングポイントでの安全管理員役割について 

１ 用語の定義 

名称 内容 

ヘリベース（ＨＢ） 進出拠点、燃料補給基地、航空隊基地 

フォワードベース（ＦＢ） 前進基地、場外離着陸場、燃料補給地点 

ランディングポイント（ＬＰ） 緊急離着陸地点、災害活動拠点 

２ 周辺警備及び広報 

  離着陸場に第三者の進入がないよう警備するとともに、ヘリコプターの進

入進出経路下には警備する隊員も入らないようにする。また、必要に応じて

周辺にいる方に離着陸場への進入禁止、風及び騒音等について広報を実施す

る。 

３ 飛散物の除去 

  ヘリコプターのダウンウォッシュにより物が飛散することのないよう、事

前に除去等をする。（家屋の窓の閉鎖、洗濯物及び植木鉢の撤去など） 

４ 航空指揮支援隊（航空後方支援小隊）への支援 

  フォワードベースでは航空機の安全運航体制及び地上隊との効率的な連携

活動を確保するため、次の任務を行うためその支援を行う。 

 離着陸スペースの設定 

 無線設備の設定 

 衛星携帯電話等の設定 

 傷病者等搬送、救急車収容等の地上隊との連携体制の確保 

 医薬品、物資搬送、地上隊員搭乗等における地上隊との連携体制の確保 

 ドラム缶給油 
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別表第５

１　使用無線一覧

２　一宮市消防本部　署活動用無線周波数一覧（３０基保有）

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇

※指揮者又は災害現場の管轄消防署長は、必要に応じて緊急消防援助隊各大隊・各部隊の隊長
と使用する周波数の調整を行うこと。（別紙通知参照）

26基

使
用
状
況

※通信は、必要最小限度にとどめるものとする。

周波数名称

4基

※当市使用時はＧ９（1CH）とする。

緊急消防援助隊各隊間

　　　　　主運用波

※各都道府県ごとに指定された
主運用波（下記表１のとおり）

【無線統制】都道府県大隊長、
都道府県各部隊の指揮隊長
※同一の主運用波を使用する緊
急消防援助隊各大隊・各部隊が
近接して活動し、無線が輻輳し
ている場合は、指揮支援本部長
に使用波の調整を依頼する。

各隊員相互 署活動用無線
緊急消防援助隊は、移動範囲を
全国としている場合のみ使用
可。

調整本部
指揮本部

指揮支援本部
緊急消防援助隊各大隊本部
緊急消防援助隊各部隊の指揮隊

統制波１

【無線統制】指揮支援部隊長
※指揮支援部隊長は、被災地が
複数に及び、指揮系統を複数に
分離する必要がある場合は、統
制波２又は統制波３のいずれか
から使用波を指定する。

愛知県内応援隊各隊間

　　　　　主運用波３

※愛知県に割り当てられた主運
用波

【無線統制】都道府県内応援隊
の代表者
※同一の主運用波を使用する緊
急消防援助隊各大隊・各部隊が
近接して活動し、無線が輻輳し
ている場合は、指揮支援本部長
に使用波の調整を依頼する。

無線通信運用体制

対象範囲 使用無線チャンネル 備考

調整本部
市町村災害対策本部

指揮本部
県防災行政無線
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無線運用イメージ図

調整本部 統括指揮支援隊

県庁

指揮本部 指揮支援本部

消防本部・市町村

指揮隊

中隊

都道府県大隊・各部隊

中隊

指揮隊

中隊 中隊

都道府県大隊・各部隊

指揮隊

中隊

愛知県内応援

中隊

統１

統１統１統１

統１統１

統２・３統２・３統２・３

主3

主３

主3主○主○

主○

主□主□

主□

防災行政無線

航空波

【凡例】

：統制波

：主運用波

表１ 上記都道府県大隊 主運用波の割当て（緊急消防援助隊計画より）

【主運用波１】 青森県、栃木県、静岡県、京都府、広島県、佐賀県

【主運用波２】 宮城県、千葉県、長野県、大阪府、愛媛県、長崎県、沖縄県

【主運用波３】 山形県、埼玉県、愛知県、兵庫県、山口県、鹿児島県

【主運用波４】 北海道、福島県、東京都、岐阜県、和歌山県、鳥取県、福岡県

【主運用波５】 秋田県、茨城県、富山県、山梨県、滋賀県、徳島県、大分県

【主運用波６】 神奈川県、新潟県、福井県、奈良県、島根県、香川県、宮崎県

【主運用波７】 岩手県、群馬県、石川県、三重県、岡山県、高知県、熊本県

328



別表第６

指令センター名称
連絡先

にしおわりしれい（世界）

一宮市緑１丁目１番１０号
N   35度  18分　10秒
E 136度  48分　50秒

にしおわりしれい（日本）

一宮市緑１丁目１番１０号
N   35度  17分　58秒
E 136度  49分　00秒

電話 FAX

昼間 052-954-6141 052-954-6994

夜間 052-954-6844 052-954-6995

電話 FAX

災害対策本部 03-5253-7527 03-5253-7537

昼間 03-5253-7527 03-5253-7537

夜間 03-5253-7777 03-5253-7553

衛星電話 衛星携帯電話

固定電話 固定電話

ドコモ携帯 ドコモ携帯

ＫＤＤＩ携帯 ＫＤＤＩ携帯

ソフトバンク携帯

電話帳登録名称

№１

№２

№３

№４

№５

№６

消防保安課
救急・救助Ｇ

023-600-2539 023-600-4694

宿日直室 023-600-5250 023-600-4695

愛知県防災安全局防災部連絡体制

時間帯別 連絡窓口
NTT 地域衛星通信ネットワーク

衛星電話 衛星FAX

048-500-90-49033

048-500-90-49036

総務省消防庁連絡体制

NTT 地域衛星通信ネットワーク
時間帯別 連絡窓口

衛星電話 衛星FAX

広域応援班

広域応援室

宿日直室

048-500-90-49013

048-500-90-49101

10W
受信：３波同時
送信：３波同時

指令台でプレスを押し
たと同時に有効（10
秒間応答がない場合は
切断）

一宮市・稲沢市
消防指令センター
0586-72-1191

一宮消防署
（常設しておらず）
0586-72-1405

消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況

一宮消防本部管轄を
覆域としている

基地局名称・住所・座標

送信
出力

統制波の
切替方式

基地局折り返し機能
の起動方法

当該基地局を
直接遠隔操作できる
場所・連絡先

調整本部接続機能

備考
直接接続
の可否

指令センター経由での接続

衛星電話（イリジウム）使用方法

固定、携帯電話から衛星電話へのかけ方 衛星携帯電話から固定、携帯電話への発信

０長押し＋衛星携帯電話番号 ０長押し＋衛星携帯電話番号

固定電話設定により架電不可 ０長押し＋８１（国番号）＋固定電話番号

※１
0長押し＋衛星携帯電話番号 ０長押し＋８１（国番号）＋携帯電話番号

0長押し＋衛星携帯電話番号 ０長押し＋８１（国番号）＋携帯電話番号

ソフトバンク携帯
0長押し＋イリジウムゲートウェイ番号
＋1－４８０－７６８－２５００
→英語案内の後に衛星携帯電話番号

０長押し＋８１（国番号）＋携帯電話番号

※１　固定、携帯番号の最初の０は除いて入力

例０８０－１２３４－５６７８⇒８０－１２３４－５６７８

881632709271

881632702728

881632708142

所有衛星電話番号一覧
電話番号

881632706756

881632702720

881632702742
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別表第７

№ 連絡先
離着陸帯の広さ
（m×m)

路面
夜間
照明

緯度・経度

1 0586-28-8100 120×130 土
北緯 35度21分30秒
東経136度48分05秒

2 0586-28-8100 100×220 芝・土
北緯 35度21分21秒
東経136度49分17秒

3 0586-28-8100 80×110 芝・土 〇
北緯 35度19分52秒
東経136度46分09秒

4 0586-28-8100 120×130 芝・土 〇
北緯 35度18分19秒
東経136度48分47秒

5 0586-28-8766 80×110 土
北緯 35度18分00秒
東経136度45分13秒

6 0586-28-8767 80×110 土
北緯 35度16分43秒
東経136度44分33秒

7 0586-28-8768 80×110 土 〇
北緯 35度19分03秒
東経136度45分31秒

8 0586-28-8769 90×140 土 〇
北緯 35度20分40秒
東経136度46分06秒

9 0586-28-8742 80×140 土
北緯 35度20分30秒
東経136度47分24秒

10 0586-28-8100 80×100 芝・土
北緯 35度20分29秒
東経136度45分27秒

11 0586-77-0500 170×170 芝・土 〇
北緯 35度18分10秒
東経136度50分39秒

12 0586-85-7079 100×250 土
北緯 35度17分45秒
東経136度43分47秒

13 0586-85-7079 70×100 芝・土
北緯 35度20分28秒
東経136度45分23秒

14 0586-76-1400 120×130 土
北緯 35度17分36秒
東経136度51分19秒

木曽川緑地
木曽川町玉ノ井地内

愛知県立一宮南高等学校
千秋町町屋平松6-1

尾西河川敷グランド
冨田字砂原

ヘリコプター離着陸場所

名称
所在地

光明寺公園
光明寺外

大野極楽寺公園
浅井町河田外

平島公園野球場（市営球場）
羽衣2-5

尾西第一中学校
三条字宮西50

尾西第二中学校
明地字油屋前30

尾西第三中学校
開明字村上54

木曽川中学校
木曽川町里小牧字北青木25

木曽川東小学校
木曽川町黒田字八ノ通り141-1

木曽川サブグラウンドB面
木曽川町玉ノ井・里小牧地内

奥町公園
奥町字宮郭

愛知県一宮総合運動場
千秋町佐野字向農756

330



別表第８

燃料補給場所

ガソリン 軽油

1 0586-23-3120 38.4 19.2 24時間

2 0586-78-1053 22 9.5 7:30-21:00
（8:00-19:00）

3 090-7600-1330 29.1 28.8 7:30-20:30
（8:00-20:00）

4 0586-75-3188 40 10 24時間

5 0586-69-5670 28.8 28.8 9:00-17:00

6 0587-32-5421 8:00-20:00 〇

7 0587-56-4039 7:00-20:00 〇

8

9

10

11

12

13

14

15

※ただし、表中№８、９の燃料補給所の利用については、№１～７の補給所が災害により使用できなくなった場合
のみとする。

(株)サンペトロ
一宮市森本3丁目3番3号

野村石油(株)
一宮市浅井町西浅井郷前36

尾西油脂(株)
一宮市萩原町串作1457

オーモリニッセキ(株)
一宮市丹陽町九日市場字中田120-1

(株)上田商店
一宮市西萩原字大池43-4

(有)金源井上商店
稲沢市増田北町119

尾張油業(株)
江南市赤童子町藤宮13

燃料補給場所

№
名称
所在地

連絡先

燃料貯蔵量（k ）
営業時間

（日曜日・祝日）

災害時
中核ＳＳ

331



別表第９

項目 個数 保管場所 備考 資料

広域地図（通行障害含む） 2 本署・尾西署
指揮本部用
応援隊用はないため、住宅地図で対応

住宅地図 42 本部屋上機械室内 応援隊貸出用（通行障害箇所を明記し貸出）

ヘリコプターの離着陸場所 1 本部屋上機械室内

燃料補給施設地図 1 本部屋上機械室内 一覧あり（※１） 資料①

消防水利地図 1 本部屋上機械室内 消防地図のコピー

救急搬送医療機関位置図 1 本部屋上機械室内

物資等の調達場所等 受援計画内に記載あり

愛知県緊急消防援助隊受援計画 Xドライブフォルダ内 必要時印刷

一宮市消防本部受援計画 Xドライブフォルダ内 必要時印刷

消防無線（携帯型） 通信・各署

受付用テント（イージーアップ） 5 尾西・木曽川・緑消防倉庫 進出拠点用（団担当４、水難資機材搬送車付１）

机 各署 進出拠点用（必要数持参）

誘導棒 各所属 必要数持参

照明器具 各所属 必要数持参

カメラ 各所属 必要数持参

携帯電話 4 通信指令課 一覧あり（※２）

感染防止衣 適 緑消防倉庫 常時3,600枚保管

活動波 30 通信、予防 内訳：通信（２４）、予防（６）

スピンドルドライバー 27 各署所・緑消防倉庫 一覧あり 資料②

仮説トイレ 各防災備蓄倉庫 一覧あり 資料③

※１　災害時の情報収集及び提供並びに応急措置資器材等の提供等に関する協定（石油商業組合）

　　　 給油所一覧（資料①）の業者と直接調整（石油商業組合確認済）

※２　携帯電話について、派遣者は個人携帯を使用すること。

資機材等一覧

3
3
2



別図第１

⇔ ⇔ ⇔

※図中「１－１」等の番号：要請要綱の別記様式番号　　

ブロック幹事
消防本部

代表
消防機関

消　防　庁
応援都道府県・消防本部

受援市町村・消防 都道
府県

受援都道府県 消防
本部

出動隊数通知
３－３

出動隊数報告
２－２

出動隊数通知
３－３

出動の求め・指示
３－１

応援等決定通知
３－２

応援要請
のための連絡

１－２

出動準備依頼
出動可能隊数報告依頼

２－１

出動可能隊数報告
２－２

応援等の要請
１－１

応援等決定通知
３－２

緊急消防援助隊　応援要請系統図

緊急消防援助隊出動

時
間

①①

①'

②

③

⑤

④

⑥⑦⑦

⑤
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別図第２

⇔ ⇔ ⇔

応援都道府県・消防本部
都道
府県

代表
消防機関

ブロック幹事
消防本部

消防
本部

部隊移動通知
６－４

部隊移動通知
６－４

※図中「６－１」等の番号：要請要綱の別記様式番号　　

緊急消防援助隊　部隊移動系統図（長官による部隊移動の求め又は指示）※都道府県を越える部隊移動

部隊移動意見照会
６－１

部隊移動通知
６－５

部隊移動通知
６－５

部隊移動意見照会
６－１

意見回答
６－２

意見回答
６－２

部隊移動の求め・指示
６－３

移動先都道府県移動先市町村・消防

消　防　庁受援市町村・消防 受援都道府県

①①

② ②

③

④④

⑤⑤

時
間部 隊 移 動
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別図第３

※図中「６－６」等の番号：要請要綱の別記様式番号　　

部隊移動の指示
６－６

長　官 応援
都道府県・消防本部

部隊移動通知
６－７

移動先
市町村・消防本部

部隊移動通知
６－８

部隊移動通知
６－９

部隊移動意見回答部隊移動意見回答

部隊移動の指示
６－６

指揮支援本部長調整本部

部隊移動意見照会部隊移動意見照会

緊急消防援助隊　部隊移動系統図（受援都道府県知事による部隊移動の指示）※都道府県内の部隊移動

知事
(受援都道府県)

受援
市町村・消防本部

都道府県大隊等の長

① ①

② ②

③ ③

④

⑤ ⑥

時
間

部 隊 移 動
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２１ 新川流域排水調整要綱 

（排水調整の目的） 

第１条 一級河川庄内川水系新川流域において、流域の排水のために設置された排水機の排水

調整は、現在の河川の整備水準を上回る洪水（高潮を含む）に見舞われ、河川からの越水及

び破堤などによる氾濫のおそれがあるとき、外水氾濫による沿川の甚大な浸水被害の発生を

回避し、人的被害の防止並びに財産及び経済的被害を軽減することを目的として実施するも

のである。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱で用いる用語は、以下のように定義する。 

(１) 排水機 流域内の降雨に対し一定の計画規模内で浸水被害の解消を目的に設置された

排水機をいう。排水機には、河川管理者が管理する河川排水機及び河川管理者以外の者が

管理する内水排水機とが存する。 

(２) 排水調整 現在の河川の整備水準を上回る洪水時に排水機の運転を調整し、河川への

排水を停止することをいう。 

(３) 河川の整備水準 河川からの越水又は破堤などすることなく安全に洪水を流下させる

河川の疎通能力をいう。 

(４) 外水氾濫 河川からの越水又は破堤などにより、河川を流下する洪水が沿川の流域に

流出して浸水することをいう。 

(５) 排水調整対象流域 基準地点の水位に対応して排水調整を実施すべき流域をいい、単

独あるいは複数の単位流域から構成される。 

(６) 単位流域 排水調整を実施するにあたっての最小の流域区分として、基準地点に対応

して分割した流域をいう。 

(７) 基準地点 排水調整を判断する河川水位を観測する水位観測所をいう。 

(８) 準備水位 基準地点の河川水位が当該の水位に到達した場合に、排水調整に必要な措

置を迅速に実施できるように準備を開始する水位をいう。 

(９) 停止水位 基準地点の河川水位が当該の水位に到達した場合に、排水調整を行う水位

をいう。 

(10) 再開水位 排水調整を行ったのち、基準地点の河川水位が当該の水位を下回った場合

に、排水調整を解除し、排水機の排水を再開する水位をいう。 

（排水調整の法的根拠並びに通知及び発令を行う者） 

第３条 排水調整は、河川法（昭和 39年法律第 167 号）第１条及び第２条の規定に基づく河川

管理及び排水機の管理者が排水機の操作の一環として実施する。ただし、河川管理者におい

ても河川水位情報に関することについて関係機関に通知するものとする。また、準用河川及

び普通河川においては、法定管理者がこの要綱に基づく措置又は通知をするものとする。 

２ 河川からの越水及び破堤が生じた場合の排水調整は河川管理者が発令する。ただし、準用

河川及び普通河川においては、法定管理者がこの要綱に基づいて発令する。 

（対象流域） 

第４条 この要綱に基づき、排水調整を行う流域は、一級河川庄内川水系新川及び五条川流域

とする。 

（単位流域と対象排水機） 

第５条 単位流域は以下の３区域とする。別図第１に３区域の分割を、別表第１に各単位流域

に属する市町村を示す。 

(１) 新川下流域 五条川合流点より下流の新川が直接排水を担う流域 

(２) 新川上流域 五条川合流点より上流の新川が排水を担う流域 
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(３) 五条川流域 五条川が排水を担う流域 

２ 単位流域内の排水調整を行う排水機は、当該区域内の一級河川、準用河川及び普通河川に

排水を行う排水機とする。ただし、準用河川及び普通河川においては、法定管理者が、この

要綱に基づく措置を講ずるものとする。各単位流域の対象排水機を別表第２に示す。 

（基準地点と排水調整対象流域） 

第６条 排水調整の基準となる基準地点は、別表第３の水位観測所とする。 

２ 各基準地点に対応する排水調整対象流域は別表第４の単位流域とする。 

（排水調整の事前通知等） 

第７条 基準地点の水位が別表第５に示す準備水位に到達したとき、河川管理者から第５条第

２項に定めた排水調整対象流域の排水機の管理者に河川の水位情報を通知するものとする。 

２ 前項に定める準備水位を下回ったときについては、前項に定める排水機の管理者に河川の

水位情報を通知するものとする。 

（排水調整の通知及び発令） 

第８条 基準地点の水位が別表第５に示す停止水位に到達したとき、河川管理者から第５条第

２項に定めた排水調整対象流域の排水機の管理者に河川の水位情報を通知するものとする。 

２ 新川及び五条川において、停止水位以下の場合で河川からの越水又は破堤が発生したとき、

河川管理者は越水又は破堤した地点から基本として上流の排水機を停止すべき旨を発令する

ものとする。また、準用河川及び普通河川においては、法定管理者がこの要綱に基づき発令

するものとする。 

（排水調整の解除の通知及び解除の発令） 

第９条 第８条第１項の排水調整は、単位流域毎に別表第４に定める基準地点の水位が別表第

５に示す再開水位を下回ったとき、河川管理者から当該の単位流域の排水機の管理者に河川

水位情報を通知するものとする。ただし、越水または破堤が生じた場合は、次項の定めによ

るものとする。 

２ 第８条第２項の排水調整の解除は、越水又は破堤した箇所の応急復旧が完了したとき、若

しくは河川の水位が低下し排水機の運転による破堤箇所などからの浸水のおそれがなくなっ

たときに、河川管理者から排水機の管理者に発令するものとする。また、準用河川及び普通

河川においては、法定管理者がこの要綱に基づき発令するものとする。 

（通知及び発令の内容） 

第 10 条 排水機の排水調整の発令等の内容は、別表第６のとおりとする。 

（通知及び発令の伝達先） 

第 11 条 河川管理者は、前条の発令等を関係機関に伝達する。 

２ 前項の伝達先機関及び伝達方法は、別途設置する新川流域排水調整連絡協議会において定

めるものとする。 

（排水機管理者への伝達及び報告） 

第 12 条 前条の伝達を受けた機関は、排水機の管理者に伝達し周知する。 

２ 前項の伝達を受けた排水機の管理者は、排水調整を実施し、その内容を、伝達した機関に

速やかに報告する。 

３ 前項の報告を受けた機関は、排水調整の実施内容を別表第６に定める様式により河川管理

者に速やかに報告する。 

（他の河川の排水調整） 

第 13 条 一級河川庄内川の洪水が新川洗堰を越流し、一級河川新川上流域もしくは新川下流域

において排水調整を行っているとき、新川洗堰から上流の庄内川運転調整対象の排水機は排

水調整を行うものとする。 

（操作規則） 
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第 14 条 第 15 条の規定に基づき、各排水機管理者は、運転調整の内容を明記した操作規則を

制定後、河川法第 26 条第１項の許可を受けるものとする。 

（経過措置） 

第 15 条 この要綱は、新川流域に排水することを目的として設置する排水機に定められる操作

規則に規定するものとする。ただし、既設の排水機にあっては、操作規則に定めるまでの間

の操作にも適用するものとする。 

（雑則） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、排水機の排水調整に必要な事項は新川流域水害対策協

議会において定めるものとする。 

２ この要綱に定める内容に疑義が生じた場合、または河川改修の進捗、気象状況及び排水調

整の実態等の変化によりこの要綱を変更する必要が生じた場合には、新川流域水害対策協議

会に諮り適宜変更するものとする。 

附則 

この要綱は平成 13 年６月１日から施行する。 

附則 

この要綱は平成 17 年５月 23 日から施行する。 

附則 

この要綱は平成 18 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は平成 21 年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は平成 22 年６月１日から施行する。 

附則 

この要綱は平成 23 年６月１日から施行する。 

附則 

この要綱は平成 26 年５月 12 日から施行する。 

附則 

この要綱は平成 27 年５月 13 日から施行する。 

附則 

この要綱は平成 28 年５月 31 日から施行する。 

附則 

この要綱は平成 29 年５月 16 日から施行する。 

附則 

この要綱は平成 30 年５月 28 日から施行する。 

附則 

この要綱は令和元年５月 27 日から施行する。 

附則 

この要綱は令和２年３月６日から施行する。 

附則 

この要綱は令和２年５月２７日から施行する。 

附則 

この要綱は令和３年６月７日から施行する。 

附則 

この要綱は令和４年７月７日から施行する。 
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4 

（別表第１：第５条第１項関係） 各単位流域の市町（関係分のみ抜粋） 

分割区域 新川下流域 新川上流域 五条川流域 

一宮市   ○ 

（別表第２：第５条第２項関係） 各単位流域の排水機一覧（関係分のみ抜粋） 

区分 № 排水機場名 

管

理

者 

位置 集水 

面積 

（ｋ㎡） 

現況排水量 

備考 
距離標 

左

岸 

右

岸 

排水量 

（ /ｓ） 

比流量 

（ /ｓ/k㎡） 

五

条

川 

五条川 
52 五日市場 

一

宮

市 

8k900  ○ 2.97 6.00 2.02  

53 伝法寺 9k600  ○ 0.03 0.70 25.74  

青木川 

64 小山 5k880  ○ 0.04 0.13 3.56  

65 下浅野 
普通河川 

0k486 
 ○ 0.68 0.70 1.03 

新般若 

井筋 

縁葉川 

66 猿海道 1k000  ○ 0.40 0.25 0.63  

67 猿海道第二 1k075  ○ 0.15 0.50 3.33  

68 あずら 1k350 ○  0.07 0.40 5.71  

69 猿海道第三 1k393  ○ 0.04 0.31 7.75  

（別表第３：第６条第１項、第９条第１項関係） 基準地点 

単位流域 新川下流域 新川上流域 五条川流域 

基準点 下之一色水位観測所 水場川外水位観測所 春日水位観測所 

位置 新川 3k/240 左岸 新川 16ｋ/000 右岸 五条川 6ｋ/650 左岸 

設置場所 名古屋市中川区 

下之一色町三角 

清須市阿原 清須市春日振形 127-1 

管理者 愛知県尾張建設事務所 愛知県尾張建設事務所 愛知県尾張建設事務所 

（別表第４：第６条第２項関係） 基準地点と排水調整対象流域 

 基準地点 

下之一色 水場川外水位 春日 

排水調整 

対象流域 

新川下流域 ● － － 

新川上流域 ● ● － 

五条川流域 ● － ● 

（別表第５：第５条第２項、第７条、第８条第１項、第９条第１項関係） 

 各基準地点の基準水位 

単位流域 新川下流域 新川上流域 五条川流域 

基準地点 下之一色 水場川外水位 春日 

準備水位 TP2.20m TP3.90m TP4.60m 

停止水位 TP3.00m TP5.20m TP5.55m 

再開水位 TP2.80m TP5.00m TP5.35m 

（別表第６：第７条、第８条、第９条、第 10 条、第 12 条関係） 伝達様式一覧 

掲載略 
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２２ 日光川流域排水調整要綱 

（排水調整の目的） 

第一条 昭和５２年９月１日に施行された「日光川水系排水対策調整連絡会議要綱」の趣旨

に基づき、二級河川日光川流域において、流域の排水のために設置された排水機の排水調整

は、現在の河川の整備水準を上回る洪水に見舞われ、河川からの越水及び破堤などによる

氾濫のおそれがあるとき、外水氾濫による沿川の甚大な浸水被害の発生を回避し、人的被

害の防止並びに財産及び経済的被害を軽減することを目的として、実施するものである。 

（用語の定義） 

第二条 この要綱で用いる用語は、以下のように定義する。 

一 河川管理者 二級河川日光川（以下「日光川」という。）の河川管理者をいう。 

二 戸田川管理者 二級河川戸田川の河川管理者をいう。 

三 排水機 流域内の降雨に対し一定の計画規模内で浸水被害の解消を目的に設置された

排水機をいう。排水機には、河川管理者が管理する河川排水機（日光川の河口に設置し

た排水機及び一級河川木曽川等他流域に排水する排水機を除く。）並びに河川管理者以外

の者が管理する内水排水機とを含む。 

四 排水調整 現在の河川の整備水準を上回る洪水時に排水機の運転を調整し、河川への

排水を停止することをいう。 

五 河川の整備水準 河川から越水又は破堤などすることなく安全に洪水を流下させる河

川の疎通能力をいう。 

六 外水氾濫 河川からの越水又は破堤などにより、河川を流下する洪水が沿川の流域に

流出して浸水することをいう。 

七 排水調整対象流域 基準地点又は副基準地点(以下「基準地点等」という。)の水位に

対応して排水調整を実施すべき流域をいい、単独あるいは複数の単位流域から構成され

る。 

八 単位流域 排水調整を実施するにあたっての最小の流域区分として、基準地点等に対

応して分割した流域をいう。 

九 関係機関 別途定める「日光川流域排水対策調整連絡会議要綱」において掲げる行政

機関等をいう。 

十 基準地点 日光川における排水調整を判断するために設定する河川水位を観測する水

位観測所をいう。 

十一 副基準地点 日光川の支川における排水調整を判断するために設定する河川水位を

観測する水位観測所をいう。 

十二 準備水位 基準地点等の河川水位が当該の水位に到達した場合に、排水調整に必要

な措置を迅速に実施できるように準備を開始する水位をいう。 

十三 停止水位 基準地点等の河川水位が当該の水位に到達した場合に、排水調整を行う

水位をいう。 

十四  排水再開水位  排水調整を行ったのち、基準地点等の河川水位が当該の水位を下回っ

た場合に、排水調整を解除し、排水機の排水を再開する水位をいう。

（排水調整の法的根拠等） 

第三条 排水調整は、河川法（昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。）第一条

及び第二条の規定に基づく河川管理及び排水機の管理者が排水機の操作の一環として実施

する。ただし、河川管理者又は戸田川管理者(以下「河川管理者等」という。)においても

河川水位情報に関することについて関係機関に通知するものとする。また、準用河川及び
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普通河川については、それぞれの管理者がこの要綱に準じて措置又は通知を実施する。 

２ 河川からの越水及び破堤が生じた場合は河川管理者が排水調整を発令する。また、準用

河川及び普通河川については、それぞれの管理者がこの要綱に準じて発令する。 

（対象流域） 

第四条 この要綱に基づき、排水調整を行う流域は、二級河川日光川水系の全流域とする。 

（単位流域と対象排水機） 

第五条 単位流域は以下の三区域とし、別表第一に各単位流域に属する市町村を示す。 

一 日光川下流域 西尾張中央道（新日光川橋）より下流の日光川が排水を担う流域 

二 日光川上流域 西尾張中央道（新日光川橋）より上流の日光川が排水を担う流域 

三 戸田川流域 戸田川排水機場より上流の戸田川が排水を担う流域 

２ 単位流域内の排水調整を行う排水機は、前項に定める流域内の二級河川、準用河川及び普通

河川に排水を行う排水機とする。ただし、準用河川及び普通河川については、それぞれの管理者

が、この要綱に準じて措置をとるものとする。なお、各単位流域の対象排水機は別表第二のとお

りとする。 

（基準地点等と排水調整対象流域） 

第六条 排水調整の基準となる基準地点等は、別表第三の水位観測所とする。 

２ 各基準地点等に対応する排水調整対象流域は別表第四の単位流域とする。 

（排水調整の事前通知等） 

第七条 基準地点等の水位が別表第五に示す準備水位に到達したときは、河川管理者等から

関係機関へ河川の水位情報を通知するものとし、関係機関のうち通知を受けた第五条第１

項各号に定める単位流域内の該当市町村（以下「単位流域内の該当市町村」という。）は同

条第２項に定める排水調整を行う排水機の管理者（以下「排水機の管理者」という。）に伝

達するものとする。 

（排水調整の通知及び発令） 

第八条 基準地点等の水位が別表第五に示す停止水位に到達したときは、河川管理者等から

関係機関へ河川の水位情報を通知するものとし、単位流域内の該当市町村は、同条第２項

に定める排水調整を行う排水機の管理者に伝達するものとする。 

２ 基準地点の水位が別表第五に示す停止水位以下の場合であっても、別図に示す日光川の

地点において河川からの越水又は破堤が発生したときは、河川管理者は関係機関へ排水機

を停止すべき旨を発令するものとし、流域(戸田川流域を除く。)内の全ての該当市町村は、

排水機の管理者に排水調整を発令するものとする。 

（排水調整の解除等の通知及び発令） 

第九条 前条第一項の排水調整を実施したときに、基準地点等の水位が別表第五に示す排水

再開水位を下回ったときは、河川管理者等から関係機関へその旨を通知するものとし、単

位流域内の該当市町村は、排水機の管理者に伝達するものとする。 

２ 第七条に定める準備水位を下回ったときは、河川管理者等から関係機関へ河川の水位情

報を通知するものとし、単位流域内の該当市町村は排水機の管理者に伝達するものとする。 

３ 前条第二項の排水調整の解除は、越水又は破堤した箇所の応急復旧が完了したとき、若し

くは河川の水位が低下し排水機を運転しても破堤箇所等からの浸水のおそれがなくなったとき

に、河川管理者から関係機関へその旨を通知するものとし、流域(戸田川流域を除く。)内

の全ての該当市町村は、排水機の管理者に伝達するものとする。 

（通知及び発令の内容） 

第十条 排水機の排水調整の通知等の内容は、別表第六のとおりとする。 

（排水機管理者への伝達及び報告） 
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第十一条  第七条から第九条までに定める通知又は発令を市町村から伝達された排水機の管

理者は、排水調整を実施し、その内容を当該市町村に速やかに報告する。 

２  前項の報告を受けた市町村は、排水調整の実施内容を別表第六に定める様式により、当

該市町村を管轄する河川管理者に速やかに報告するものとする。 

３ 戸田川流域については、第１項の報告を受けた戸田川管理者は、排水調整の実施内容を

別表第六に定める様式により、河川管理者に速やかに報告するものとする。 

 （通知等の方法） 

第十二条 第七条から第九条まで、及び第十一条に定める通知及び伝達等の方法は、別途設

置する日光川流域排水対策調整連絡会議において定めるものとする。 

（操作規則の制定） 

第十三条  各排水機管理者は、排水調整の内容を明記した操作規則を制定し、二級河川及び準

用河川に存する排水機に係るものにあっては法第二十六条第一項の規定による許可を受ける

ものとする。 

２ 前項に定める操作規則には、各排水機の排水地点の上下流において越水又は破堤のおそ

れがある場合の排水調整の実施についても明記するものとする。 

（操作規則の位置付け） 

第十四条  この要綱は、日光川流域の各河川に排水することを目的として設置される全ての

排水機について定められる操作規則において位置付けるものとする。ただし、既設の排水

機にあっては、操作規則が改定されるまでの間に行われる操作についてもこの要綱の規定

によるものとする。 

（雑則） 

第十五条  この要綱に定めるもののほか、排水調整に関し必要な事項は関係市町村の長（名

古屋市は副市長）及び県関係部局長で構成する日光川流域治水対策協議会において定める

ものとする。 

２ この要綱に定める内容に疑義が生じた場合、又は河川改修の進捗、気象状況及び排水調

整の実態等の変化により、この要綱を変更する必要が生じた場合には、日光川流域治水対

策協議会に諮り、変更するものとする。 

  ただし、別表第二の対象排水機場の新設、廃止、更新等による変更については、日光川

流域治水対策協議会の幹事（市町村）への書面による確認の上で変更できるものとする。 

附 則 

この要綱は平成２２年７月１日から施行する。 

なお、昭和５２年９月１日施行の日光川水系排水対策調整連絡会議要綱はこの要綱の施行の日

に廃止する。 

  附 則 

この要綱は平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２７年３月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
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この要綱は平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和２年３月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和５年４月１日から施行する。 
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（別表第一：第五条第１項関係）各単位流域の市町村 

分割区域 日光川下流域 日光川上流域 戸田川流域

名古屋市 ○ ○

一宮市 ○

津島市 ○

稲沢市 ○

愛西市 ○

弥富市 ○

あま市 ○ ○

大治町 ○

蟹江町 ○ ○

飛島村 ○

（別表第二：第五条第２項関係）  日光川流域の排水機一覧  （関係分のみ抜粋） 

区分 № 機場名 市町村名 管理者名 排出先河川名 

排水量 

（ /s） 
位置 

距離標 左岸 右岸 

上流 22 新堀川 一宮市 一宮市 日光川 

（準用新堀川）
19k300 ○  20.00 

上流 23 玉野 一宮市 一宮市 日光川 20k050  ○ 4.67 

上流 24 萩原 一宮市 一宮市 日光川 21k050 ○  0.60 

上流 25 稔川 一宮市 一宮市 日光川 21k500 ○  4.80 

上流 26 小信 一宮市 一宮市 日光川 22k300  ○ 12.16 

上流 27 三条 一宮市 一宮市 日光川 23k700  ○ 14.30 

 小計      56.53 
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（別表第三：第六条第１項関係）基準地点 

単位流域 日光川下流域 日光川上流域 戸田川流域 

基準地点等 日光川内水位観測所 古瀬水位観測所 戸田水位観測所 

位置 日光川 -4k/800 日光川 9k/800 戸田川 1k/050 

設置場所 

海部郡飛島村大字 

梅之郷字宮東 

日光川排水機場 

愛西市古瀬町村前 

14 番地先 

名古屋市港区南陽町

大字茶屋後新田 

字二ノ割 1275 

管理者 愛知県海部建設事務所 愛知県海部建設事務所 愛知県尾張建設事務所 

（別表第四：第六条第２項関係）基準地点と排水調整対象流域 

（別表第五：第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項関係）基準地点の基準水位 

河川名 日光川 戸田川 

基準地点 日光川内水位観測所 古瀬水位観測所 戸田水位観測所 

準備水位 T.P.1.05m T.P.1.5m T.P.-1.90m 

停止水位 T.P.1.35m T.P.1.8m T.P.-1.70m 

排水再開水位 T.P.1.25m T.P.1.65m T.P.-1.75m 

（別表第六：第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条関係）通知等の様式一覧 

 掲載略 

 基準地点 副基準地点 

日光川内水位観測所 古瀬水位観測所 戸田水位観測所 

排水調整 

対象流域 

日光川下流域 ● － － 

日光川上流域 － ● － 

戸田川流域 － － ● 
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２４ 河川水質異常対応について

１ 目的

河川や水路における水質異常、もしくはその原因となる工場や事業場における水質事故

の発生の際に、関係機関との連携、原因調査の方法及び被害の防止対応手順を定めること

により、迅速かつ適切な対応を実施し、被害を最小限にとどめることを目的とする。

２ 水質異常の定義

  「水質異常」とは、河川・水路において、以下の事態が単独または複合して発生した状

態をいう。

（１） 油類の流入により、水質が著しく悪化し、利水に支障を及ぼすとき（以下「漏

油事故時」という。）。

 （２） 水質汚濁防止法に規定する有害物質・指定物質を含む水、または生活環境項目

の排水基準に適合しない水等（以下「汚水」という。）の流入により、水質が著し

く悪化し、利水に支障を及ぼすとき（以下「汚水流入時」という。）。

３ 水質事故の定義

  「水質事故」とは、事故や自然災害により、工場・事業場（以下「事業場等」という。）

から汚水、油類が河川等へ流出し水質異常を発生させるとき、もしくは、そのおそれがあ

るときをいう。

４ 情報連絡体制

  水質異常が発生し住民等から市へ通報があった場合、もしくは水質事故が発生し事業者

等から市に連絡があった場合には、以下の連絡網により速やかに関係機関に情報を伝達す

る。

384

２３　河川水質異常対応について



河川水質異常対応連絡網

※－－－－－は、夜間、休日及び祝日の連絡網

一宮市代表電話：(0586)－28－8100 

維 持 課  
(0586)28-8638（直通） 

収集業務課 
(0586)45-7004（直通） 

農業振興課  
(0586)28-9136（直通） 

治 水 課  
(0586)28-8641（直通） 

管路保全課  
(0586)73-8151（直通） 

施設保全課  
(0586)73-5487（直通） 

施設管理課 
(0586)48-5383（直通） 

通

報

者

市役所

宿直室

一宮警察署   生活安全課 

(0586)24-0110 (夜間は当直) 

一宮市消防本部 通信指令課 

(0586)72-1191 （直通） 

環境保全課 

(0586)45-7185 （直通） 

尾張県民事務所

宿直室

尾張県民事務所 環境保全課

(052)961-7254 
環境省 

水環境課           
(03)5521-8316 
土壌環境課地下水・地盤環境室 
(03)5521-8309 

保健予防課  
(0586)52-3855（直通） 
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５ 水質異常発生時の対応

（１） 漏油事故時の対応

① 対策の分担

対策の分担については以下のとおりとする。ただし、原因事業場等への対応は、

「６ 原因事業場等への対応」を併せて実施するものとし、原因事業場等の特定

ができないなどの理由により、原因事業場等による対応が困難な場合には、関係

各課で協議し対策を講ずる。

ア 対策資材の現地搬入（尾張県民事務所を除く）

オイルフェンス・おもり（Ｈ鋼）・ロープ・杭・

掛矢・吸着材・乾燥砂

イ オイルフェンス張り作業又はその指導

ウ オイル除去の指導

ア 原因事業場等の調査

イ 漏出油の締め切り指導

ウ オイルフェンス張り作業員緊急出動要請

エ オイル除去用器材の調達指導

・ 道路、河川及び水路の油除去指導

・ 除去オイル入れドラム缶などの備蓄

・ 油の付着した吸着マット等の処理

ア 農耕田への油の流入防止、農事組合への連絡

イ 油流入田の調査、確認等

消防本部

環境保全課

尾張県民事務所

環境保全課

警察署

消防本部

尾張県民事務所

（必要に応じて協力）

維持課

収集業務課

農業振興課

施設管理課
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・ 河川の流入系統調査及び宮田用水等への連絡

ア 下水処理区域内原因事業場等の調査、指導及び処理対策

イ 水道水源の調査、確認等

ア オイルフェンス張り作業班の編成、緊急出動

イ 漏出油の防止

ウ 除去オイルの処理及び器材の確保、現地運搬

エ 漏出油除去作業班の編成、現地出動（責任者 1 名含む｡）

オ 事業場等内に責任者を置き、現地や指導監督機関からの連絡

に対処

カ 被害の実態調査と対策

② 備蓄資材の種類

備蓄資材は以下のとおりとし、保管場所は、環境保全課車庫（一宮市奥町字六

丁山８番地 一宮市衛生処理場内）とする。

ア オイルフェンス

イ フェンスのおもり（３㎏、２㎏）

ウ ロープ

エ わら細縄

オ 吸着材

カ 掛矢

キ 木杭

治水課

管路保全課

施設保全課

原因事業場等
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③ オイルフェンス

（図１）

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

ア Ａ､Ｂ､Ｃは緑の下げひも

イ ア以外は白の下げひも

④ フェンスのおもり

（図２）

Ｈ鋼             針金をつける穴

長さ ２０㎝…３㎏

１４㎝…２㎏

⑤ オイルフェンス張りの要領

ア 日光川、大江川等の河川について

水深と流速が大きいためオイルフェンスの水面下部分に対する抵抗が大で

あり、水面上に押し上げる力が大きい｡

従って、フェンスのおもりの取り付けを適宜判断する必要がある｡

イ 流速の早い河川

おもりを２５個、全取付口に吊り下げる。（図３の№１～２５）

１ ７ 13 19 25

Ａ Ｂ Ｃ
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ウ 流速の遅い河川

おもりを取付口１つ置きにつける。１３個必要。

（図３の奇数№のみにつける）

エ 設置要領

オイルフェンスにおもりを取り付けながら対岸へロープで引き、フェンス

を設置していく。その際、フェンスの間隔は１ｍから２ｍが適当である。

（図３）

   １ ２ ……10………15……………25

⑥ 設置場所 

ア 場所により急流、緩流がある場合は緩流地点とする｡  

イ オイルフェンスの両端が、水面と同高度で固定できる地点を選ぶ。 

ウ 対岸へフェンスを引っ張る必要から、橋付近が効果的である｡ 

エ オイルフェンスは、図３のように２本ずつ１組として張り、２組は設置す 

る必要がある｡それ以上は漏出油の量または河川の流速、その他、状況に応じ 

て対処するものとする｡

⑦ 原因事業場等に対する出動人員要請等

ア オイルフェンス張り作業等（３人以上）

イ 器材運搬用トラック

ウ 漏出油除去作業（多人数必要）

⑧ 漏出油の除去

ア 揚水ポンプ等による吸収

イ 人力、手作業による回収
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（２） 汚水流入時の対応 

     河川等への汚水流入の通報があった場合には、以下の手順により被害状況の確

認と原因の調査を実施する。

① 調査時に必要な資材

    ア 簡易水質検査器具（パックテスト等）

    イ 採水器具

    ウ 水温計

    エ ビニール手袋

    オ ビニール袋

    カ 保護めがね

 キ 河川水質異常チェックリスト

② 被害状況等の調査

速やかに現地に出向き、汚水の範囲等の被害状況を確認し、簡易水質検査を実

施する。その結果、有害物質等が検出された場合、原因事業場等から有害物質等

の流出が確認された場合、もしくは簡易水質検査による検査が不可能な物質の

検査が必要と認められる場合は、検体を採取し、水質検査機関へ水質検査を依頼

する。さらに、状況によっては、河川・水路等の管理者、農業振興課、保健予防

課、消防本部、警察署及び尾張県民事務所などに連絡する。

③ 原因事業場等の特定

  河川等の汚水流入箇所の上流域を中心に周辺の調査を行い、原因となった排

水を流出した事業場等を特定する。特定した事業場等への対応は、「６ 原因

事業場等への対応」によるものとする。
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６ 原因事業場等への対応

 事業場等において水質事故が発生、もしくは発生のおそれがあるとの連絡があった場

合、または水質異常発生時の原因調査において、原因となった汚水を流出した事業場等と

して認められる場合には、以下の手順により速やかに対応する。

（１） 事業場等への立入検査

    速やかに当該事業場等に立ち入り、流出物質の種類、量、経路を始めとした事業

場等の現状を詳しく聞き取る。さらに、必要に応じて、事業場等からの排水を採

取し、水質検査を実施する。

    原因物質が、消防法に規定する危険物や、毒物及び劇物取締法に規定する毒物・

劇物との関連が認められる場合は、消防本部や保健予防課と連携して対応する。

事業者に対し、迅速かつ適切な応急措置を実施するよう指導する。

 （２） 流出先の関係機関への連絡

汚水が流出した河川、水路、農地等への影響を鑑み、それらの関係機関及び消

防本部等に速やかに情報を提供する。

 （３） 事故届出書の提出

当該事業場等が、水質汚濁防止法に規定する特定事業場、指定事業場、貯油事

業場である場合は、事故届出書を環境保全課へ提出するよう指導する。

（４） 環境省への報告

前項（３）の場合において、水質事故による河川等への被害が著しく、国との

情報共有や広域的な注意喚起が必要と認められる場合は、環境保全課は速やかに

環境省に報告する。この場合、前項（３）による事故届出書の提出を待つもので

はない。

・ 主に公共用水域への流出事故の場合：水環境課

・ 主に地下水への浸透事故の場合：土壌環境課地下水・地盤環境室
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２５ 一宮市市民防災組織育成規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 5 条第 2 項及び一宮市地

域防災計画に基づき、市民の防災組織の設置指導及び育成に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この規程において、「市民防災組織」とは、地震、風水害、火災その他の災害（以下

「災害」という。）から生命、身体及び財産を保護し、又は災害による被害を防除し、若し

くは軽減することにより、災害に強いまちをつくるため、地域の実情に応じ市民が連帯協同

して設置し、運営する防災組織をいう。 

（市民防災組織の種類） 

第３条 市民防災組織は、おおむね次により区分するものとする。 

（１）自主防災会   町内会、自治会等の組織を基本として組織されたものをいう。 

（２）女性消防クラブ 地域の女性活動組織を基本として組織されたものをいう。 

（３）少年消防クラブ 小学校を単位として組織されたものをいう。 

（４）幼年消防クラブ 保育園、幼稚園等を単位として組織されたものをいう。 

（市民防災組織の連絡機構） 

第４条 前条第 1 号の自主防災会の連区単位における連絡協調を図るため、連区名を冠し「○

○連区自主防災会連絡協議会」を設ける。 

２ 前条第 2 号から第 4 号までに掲げる市民防災組織の連絡協調を図るため、それぞれ「連絡

協議会」を設ける。 

３ 前 2 項の協議会及び防災関係組織の連絡協調を図るため、「一宮市自主防災連絡協議会」

を設ける。 

（市民防災組織の設置及び育成） 

第５条 市は、市民防災組織の設置を推進するものとする。 

２ 市は、市民防災組織の育成を図るため、次の活動を実施するものとする。 

（１）地域の連携精神に基づく自発的な防災組織の必要性を認識させ、併せて防災意識の高揚

を図るための広報活動 

（２）地域の防災指導者、施設の管理者等を対象に、防災活動に関する知識の周知徹底を図る

ための防災教育活動 

（防災機関の活動） 

第６条 防災機関は、有機的連携のもとに、市が行う前条第 2 項の活動を積極的に推進するも

のとする。 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規定の施行の日の前日までに、一宮市市民防災組織育成規程（平成 3 年消防本部訓令

第 4 号）又は尾西市自主防災組織設置推進要綱（平成 5 年尾西市告示第 28 号）の規定によ
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りなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたもの

とみなす。 

付 則

 （施行期日）

１ この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。
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２６ 一宮市自主防災組織設置推進要綱

（目的）

第１条 この要綱は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 5 条第 2 項の規定に基づ

き、住民の生命、身体及び財産を地震、風水害等の災害から保護するため、地域住民による

隣保協同の精神に基づく自発的な災害活動を行う自主防災組織の設置推進を図り、地域社会

の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

（設置推進事業）

第２条 市は、自主防災組織の設置推進を図るため、防災関係機関と連携を図り、次に掲げる

事業を実施する。

（１）自主的な防災組織の必要性を認識させ、併せて防災意識の高揚を図るための広報活動。

（２）自主防災組織の組織づくりの指導及び防災に関する知識の高揚を図るための防災教育。

（３）自主防災組織の充実を図るための補助。

（自主防災組織の規模）

第３条 自主防災組織の規模は、町内会等日常生活上の基本的な地域として、一体性を有する

規模とする。

（自主防災組織の名称）

第４条 自主防災組織の名称には、自主防災会という文字を用いるものとする。

（自主防災組織の活動）

第５条 自主防災組織は、次に掲げる活動を行うものとする。

（１）平常時の活動

ア 防災知識の普及に関すること。

イ 防災訓練の実施に関すること。

ウ 火気使用設備器具等の点検に関すること。

エ 防災活動に必要な資機材の備蓄及び整備点検に関すること。

（２）災害時の応急活動

ア 情報の収集及び伝達に関すること。

イ 出火防止及び初期消火に関すること。

ウ 救出救護に関すること。

エ 避難誘導に関すること。

オ 給食及び給水に関すること。

カ 環境衛生に関すること。

キ 警戒宣言等の発令時における対策に関すること。

２ 自主防災組織は、前項の活動を効果的に行うため、あらかじめ具体的な防災計画を策定す

るものとする。

（規約）

第６条 自主防災組織設置に当たっては、目的、活動内容等を明確にした自主防災会規約を定

めるものとする。

（連絡協議会）

第７条 自主防災会の効果的な運営と連絡協調を図るため、自主防災会連絡協議会を設けるも

のとする。

２ 連区自主防災会連絡協議会は、自主防災会の会長をもって構成する。

３ 一宮市自主防災会連絡協議会は、連区の自主防災会会長をもって構成する。

（補則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
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付 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 
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２７ 一宮市自主防災組織育成補助交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、一宮市市民防災組織育成規程に規定する市民防災組織のうち自主防災会及び連区自主

防災会連絡協議会（以下「自主防災会等」という。）の活動に必要な資機材を給付し、及び連区自主防災会

連絡協議会（以下「連区自主防災会」という。）が実施する防災訓練及び防災に関する事業に要する経費を

補助することにより、地震その他の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。 

（補助） 

第２条 市長は、自主防災会等に対し、予算の範囲内で次に掲げる給付及び補助をすることができる。 

（１）自主防災会等を設置した地域団体に対する別表１の防災資機材の現物給付（自主防災会等が統合また

は分割し名称に変更が生じた場合は、別表１の防災資機材のうち自主防災会旗または連区自主防災会旗

の給付に限る。以下「現物給付」という。） 

（２）連区自主防災会（一宮市地域づくり協議会設置要綱第６条第１項に規定する地域づくり協議会交付金

を受ける連区に係る連区自主防災会を除く。）が防災訓練及び防災に関する事業を実施する場合の経費の

補助（補助対象及び補助率は、別表２のとおりとし、９万７千円を限度額とする。以下「経費補助金」

という。） 

（現物給付の申請） 

第３条 現物給付を受けようとする自主防災会等は、自主防災会設置届及び補助申請書（様式第１）又は連

区自主防災会連絡協議会設置届及び補助申請書（様式第２）を提出しなければならない。ただし、自主防

災会設置届及び補助申請書には次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

（１）自主防災会規約 

（２）自主防災計画 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（現物給付の決定） 

第４条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、防災資機材を

給付する。 

２ 前項の規定により、防災資機材の給付を受けた自主防災会等は、防災資機材受領書（様式第３又は様式

第４）を提出しなければならない。 

（経費補助金の交付申請） 

第５条 経費補助金の交付申請をしようとする連区自主防災会は、補助金等交付申請書（様式第５）に次の

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）事業施行理由、事業計画概要、事業施行効果（様式第５その２） 

（２）事業予算額調（様式第５その３） 

（３）補助対象経費明細書（様式第５その４） 

（経費補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付

を決定するものとする。 

（経費補助金交付決定の通知） 

第７条 市長は、経費補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金等交付決定通知書（様式第６）に

より、その決定内容を申請者に通知するものとする。 

（事業計画の変更） 

第８条 経費補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、当該決定に係る事業の内容を

変更するときは、速やかに市長に補助事業等計画変更届（様式第７）を提出しなければならない。 

（完了報告） 

第９条 補助事業者は、補助に係る事業が完了したときは、その日から１か月以内に補助事業等完了報告書
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（様式第８）に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）事業決算額調（様式第８その２） 

（２）領収書の写し等支払の事実を確認することができる書類 

（経費補助金交付金額の確定） 

第１０条 市長は、補助事業完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、経費

補助金の交付金額を確定する。 

（補助金の交付） 

第１１条 経費補助金の交付は、前条の規定により交付金額が確定した後、補助金等交付請求書（様式第９）

によりこれを行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、一宮市補助金等交付規則（昭和37年一宮市

規則第18号）第13条第２項の規定により、その全部又は一部を前金払とすることができる。 

（補助の取消し等） 

第１２条 市長は、この要綱の規定による補助を受けた自主防災会等が次の各号のいずれかに該当するとき

は、補助の決定を取り消し、既に給付した資機材又は既に交付した経費補助金の全部又は一部の返還を命

ずることができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助の決定を受けたとき。 

（２）自主防災会等を解散したとき。 

（雑則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成17年4月1日から施行する。 

 （一宮市自主防災組織育成補助交付要綱の廃止） 

２ 一宮市自主防災組織育成補助交付要綱（平成3年消防本部告示第2号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の際、編入前の一宮市、尾西市及び木曽川町の区域において、既に現物給付された防災

資機材は、第４条第１項の規定により給付された防災資機材とみなす。 

付 則 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 

（様式省略） 
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別表１（第２条関係） 

防 災 資 機 材 

１ 自主防災会 

情報連絡用 

携帯マイク １個 

メガホン ５個 

避難、救出救護用 

自主防災会旗 １式 

腕章 ７枚 

ロープ（25m） １本 

ヘルメット ７個 

強力ライト ５個 

２ 連区自主防災会連絡協議会 

避難、救出救護用 
連区自主防災会旗 １式 

腕章 １枚 

３ 防災資機材の仕様 

別記のとおりとする。（別記省略） 
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別表２（第２条関係） 

経費補助金の補助対象等 

補助対象区分 補助対象品目等 補助率 

資機材等購入費 

防災訓練及び防災に関する事業に必要な資機材及び備蓄用消

耗品等 

（例）消火器、消火用バケツ、ホース、ハンドマイク、 

発電機、投光器、懐中電灯、救命ロープ、ジャッキ、 

救急医療セット、リヤカー、炊飯器具、簡易トイレ、 

テント、毛布、敷マット、担架、ヘルメット、 

その他必要な資機材 

紙おむつ、トイレットペーパー、ブルーシート、 

保温シート、その他災害備蓄用消耗品 

購入費用合計の 

１０/１０以内 

食糧費 

防災訓練等に使用するための炊き出し用米・食材、 

食糧、飲料水等 

災害用として備蓄する食糧、飲料水等 

啓発用品等購入費 
事業実施に必要な啓発品等 

（防災関連の物品に限る。） 

運営費 

事務用品、消耗品、プラカード、軍手、 

その他事業に必要と認められる物品等 

講師に対する謝礼・交通費、資料作成にかかる費用等 

（注）市長が適当と認めたものとする。
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一宮市自主防災組織育成補助交付要綱施行細則 

（趣旨） 

第１条 この細則は、一宮市自主防災組織育成補助交付要綱（以下「要綱」という。）第１３条の規定に基づ

き、要綱の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（補助申請回数等の制限） 

第２条 補助の交付申請回数等については、次のとおりとする。 

（１）要綱第２条第１号に規定する防災資機材の現物給付は、１自主防災会等につき１回限りとする。 

（２）要綱第２条第２号に規定する経費補助金の交付申請は、同一年度内につき１回限りとする。 

（雑則） 

第３条 この細則に定めるもののほか、要綱の規定による経費補助金に関し必要な事項は、一宮市補助金等

交付規則（昭和37年一宮市規則第18号）の定めるところによる。 

付 則 

この細則は、平成17年4月1日から施行する。 

 付 則 

 この細則は、平成18年4月1日から施行する。 

 付 則 

 この細則は、平成20年4月1日から施行する。 
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２８ 一宮市届出避難所登録要綱

（目的） 

第１条 この要綱は、一宮市地域防災計画に記載されている指定避難所及び補助避難所（以下「指定避難

所等」という。）とは別に、市民が自主的に開設し運営する避難所を届出避難所として登録することに

より、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合に、市民が自主的に避難することができる場

所を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「届出避難所」とは、市民が自主的に開設し、運営する避難所として第５条の

規定により登録を受けたものをいう。 

（対象とする施設） 

第３条 届出避難所とすることができる施設は、公共施設を除く地域集会施設等、地域で避難所として

使用することができる施設とする。 

２ 前項の施設は、想定される災害（風水害、地震等）に対して安全を確保できる立地、構造を有し、建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）における新耐震基準（昭和５６年６月１日施行）に対応した施

設とする。 

（届出をすることができる者） 

第４条 次条に規定する届出避難所の登録の届出をすることができる者は、町会長等の届出避難所の運

営責任者とする。 

（登録の届出等） 

第５条 届出避難所の登録を受けようとする者は、届出避難所登録届出書（第１号様式）を市長に提出す

るものとする。届出避難所となる施設の所有者が登録を受けようとする者と異なる場合は、所有者の同

意書をあわせて提出するものとする。 

２ 市長は、前項の届出により届出避難所の登録をしたときは、その旨を届出避難所登録通知書（第２号

様式）により、当該届出避難所に係る届出を行った者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により届出避難所として登録をするに当たり、開設に関する条件を付すことが

できる。 

（標識の設置） 

第６条 前条第２項の規定による登録を受けた届出者（以下「設置者」という。）は、市が交付する標識

を届出避難所の分かりやすい場所に設置するものとする。 

（運営及び費用負担） 

第７条 届出避難所は、設置者が自主的に開設し、及び運営することとし、市は、原則として職員の派遣

を行わない。 

２ 大規模災害発生等により届出避難所の開設が長期化する場合又はそのおそれがある場合において、

救援物資等が必要なときは、設置者は必要な物資の供与を市に要請することができる。 

３ 前項の要請があったときは、市は、当該要請に応じ、物資を供与することができる。ただし、供与す

る物資は原則設置者が指定避難所で受領することとする。 

４ 設置者は、前項の規定により供与を受けた物資を自己の責任により適正に管理するものとし、当該

物資を目的外に使用してはならない。 

５ 第３項の規定による物資の供与を除き、届出避難所の開設及び運営に係る経費は、設置者の負担と

する。 
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（開設及び閉鎖） 

第８条 設置者は、届出避難所を開設したときは、その旨を市に報告しなければならない。 

２ 市は、必要と認めるときは、設置者に届出避難所の開設を要請することができる。 

３ 設置者は、届出避難所に避難した者があったときは、その人数等を市に報告しなければならない。 

４ 設置者は、届出避難所を閉鎖したときは、その旨を市に報告しなければならない。 

（指定避難所等との関係） 

第９条 指定避難所等が開設されている場合においても、届出避難所を開設し、運営することができる。 

（事故等の損害賠償等） 

第１０条 届出避難所の開設及び運営に伴い、事故等により損害が生じることがあっても、市はその責

を負わない。 

（登録内容の変更） 

第１１条 設置者は、届出避難所の登録内容に変更があったときは、その旨を届出避難所登録内容変更

届出書（第３号様式）により市長に届け出るものとする。 

（廃止の届出） 

第１２条 設置者は、届出避難所としての登録を廃止しようとするときは、届出避難所廃止届出書（第４

号様式）により市長に届け出るものとする。 

（雑則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年 10月 22 日から施行する。 

（様式省略） 
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